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独立行政法人国際協力機構は、コンゴ民主共和国政府のバ・コンゴ州カタラクト県コミ

ュニティ再生支援調査を実施することを決定し、平成 22年 1月に最終報告書を取りまとめ

ました。 

本報告書は、最終報告書をもとに、平成 22年 4月から 11月まで、NTCインターナショナ

ル株式会社の岩本彰氏を団長として実施したモニタリング調査の結果記したものです。 

調査団はコンゴ民主共和国政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現

地調査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書の完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立

つことを願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げま

す。 
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独立行政法人国際協力機構 

経済基盤開発部 

部長  小西 淳文 
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調査対象地域位置図
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三
大
委
員
会
の
一
つ
。
情
報
交
換
、

政
策
整
理
、
加
盟
国
の
年
間
援
助
実
績
お
よ
び
政
策
に
つ
い
て
の

年
次
審
査
等
を
行
う
ほ
か
、
随
時
本
会
議
を
開
催
す
る
。
(
国
)

D
D

R
D

isa
rm

am
en

t, 
D

em
ob

ili
za

tio
n 

an
d

R
ei

nt
eg

ra
tio

n
D

D
R

D
és

ar
m

em
en

t, 
D

ém
ob

ili
sa

tio
n 

et
 d

e 
R

éi
nt

é
gr

at
io

n
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
社
会
復
帰

紛
争
の
再
発
要
因
を
除
去
す
る
と
同
時
に
、
敵
対
グ
ル
ー
プ
間
の

融
和
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
る
復
興
支
援
の
際
に
実
施
さ

れ
る
。
(
国
)

D
D

R
R

R
D

isa
rm

am
en

t, 
D

em
ob

ili
sa

tio
n,

 R
ep

at
ria

tio
n,

R
es

et
tle

m
en

t a
nd

 R
ei

nt
eg

ra
tio

n
D

D
R

R
R

D
és

ar
m

em
en

t, 
D

ém
ob

ili
sa

tio
n,

 R
ap

at
rie

m
en

t,
R

éi
ns

ta
lla

tio
n 

et
 d

e 
la

 R
éi

nt
ég

ra
tio

n
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
帰
還
・
再
定

住
・
社
会
復
帰

D
D
R
 
に
帰
還
（
r
e
p
a
t
r
i
a
t
i
o
n
）
と
再
定
住
（
r
e
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
）

を
加
え
た
も
の
。
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
事
例
で
は
、
周
辺
諸
国

か
ら
の
外
国
部
隊
も
同
国
国
内
に
駐
留
し
て
戦
闘
に
加
担
し
て
お

り
、
元
戦
闘
員
の
周
辺
国
へ
の
帰
還
、
再
定
住
を
含
め
た
対
応
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
。

D
EC

O
D

ire
ct

or
at

e 
of

 C
om

m
un

ity
 D

ev
el

op
m

en
t

D
EC

O
D

ire
ct

io
n 

de
 D

év
el

op
pe

m
en

t C
om

m
un

au
ta

ire
農
村
開
発
省
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
局

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
省
庁
の
一
つ
。

D
fID

D
ep

ar
tm

en
t f

or
 In

te
rn

at
io

na
l D

ev
el

op
m

en
t

D
fID

D
ép

ar
te

m
en

t p
ou

r l
e 

D
év

el
op

pe
m

en
t

In
te

rn
at

io
na

l
国
際
開
発
省

イ
ギ
リ
ス
の
海
外
開
発
庁
(
O
D
A
)
が
、
閣
内
大
臣
有
す
る
省
に
格

上
げ
さ
れ
た
も
の
。
(
国
)

D
FL

R
D

em
oc

ra
tic

 F
or

ce
s f

or
 th

e 
Li

be
ra

tio
n 

of
R

w
an

da
FD

LR
Fo

rc
es

 D
ém

oc
ra

tiq
ue

s d
e 

Li
bé

ra
tio

n 
du

R
ew

an
da

ル
ワ
ン
ダ
解
放
民
主
軍

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
東
部
に
拠
点
を
置
く
、
フ
ツ
系
反
ル
ワ
ン
ダ

政
府
武
装
勢
力
。

D
PK

O
D

ep
ar

tm
en

t o
f P

ea
ce

-K
ee

pi
ng

 O
pe

ra
tio

ns
D

O
M

P
D

ép
ar

te
m

en
t d

es
 O

pé
ra

tio
ns

 d
e 

M
ai

nt
ie

n 
de

la
 P

ai
x

国
連
平
和
維
持
活
動
局

平
和
維
持
活
動
に
関
し
て
戦
略
的
な
指
針
を
示
し
、
運
営
、
助
言

を
行
う
機
関
。

D
R

C
D

em
oc

ra
tic

 R
ep

ub
lic

 o
f t

he
 C

on
go

R
D

C
R

ép
ub

liq
ue

 D
ém

oc
ra

tiq
ue

 d
u 

C
on

go
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国

旧
ベ
ル
ギ
ー
領
。
1
9
6
0
年
に
独
立
。
(
広
)

D
V

D
A

D
ire

ct
or

at
e 

of
 F

ee
de

r R
oa

ds
D

V
D

A
D

ire
ct

io
n 

de
s V

oi
es

 d
e 

D
es

se
rte

 A
gr

ic
ol

e
農
村
開
発
省
農
道
整
備
局

農
村
開
発
事
務
局
中
央
管
理
部
に
属
し
、
主
に
農
村
道
路
に
関
る

技
術
的
な
支
援
を
実
施
す
る
組
織
。

D
W

B
D

oc
to

rs
 W

ith
ou

t B
or

de
rs

M
SF

M
éd

ec
in

s S
an

s F
ro

nt
iè

re
s

国
境
な
き
医
師
団

1
9
7
1
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
設
立
さ
れ
た
医
療
援
助
を
専
門
に
行
う

N
G
O
。
(
国
)

K
i
l
u
e
k
a
 
S
i
t
e
の

井
戸
整
備
等
も
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
。

EC
C

A
S

Ec
on

om
ic

 C
om

m
un

ity
 o

f C
en

tra
l A

fri
ca

n
St

at
es

C
EE

A
C

C
om

m
un

au
té

 E
co

no
m

iq
ue

 d
es

 E
ta

ts 
de

l'A
fri

qu
e 

C
en

tra
le

中
部
ア
フ
リ
カ
諸
国
経
済
共
同
体

中
部
ア
フ
リ
カ
地
域
の
経
済
発
展
を
促
進
す
る
目
的
で
、
1
9
8
3
年

に
調
印
さ
れ
た
経
済
共
同
体
。
現
在
1
1
カ
国
が
加
盟
し
て
い
る
。

EC
G

LC
Ec

on
om

ic
 C

om
m

un
ity

 o
f t

he
 G

re
at

 L
ak

es
C

ou
nt

rie
s

C
EP

G
L

C
om

m
un

au
té

 E
co

no
m

iq
ue

 d
es

 P
ay

s d
es

G
ra

nd
s L

ac
s

大
湖
諸
国
経
済
共
同
体

1
9
7
6
年
に
発
足
さ
れ
た
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
ル
ワ
ン
ダ
、
ブ

ル
ン
ジ
の
3
カ
国
で
構
成
さ
れ
る
経
済
共
同
体
。

EI
TI

Ex
tra

ct
iv

e 
In

du
str

ie
s T

ra
ns

pa
re

nc
y 

In
iti

at
iv

e
IT

IE
In

iti
at

iv
e 

po
ur

 la
 T

ra
ns

pa
re

nc
e 

de
s I

nd
us

tri
es

Ex
tra

ct
iv

es
採
取
産
業
透
明
性
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

石
油
や
ガ
ス
、
鉱
山
業
な
ど
の
採
取
産
業
に
伴
う
汚
職
や
贈
収
賄

を
防
止
し
、
資
金
の
流
れ
の
透
明
化
を
目
指
す
と
と
も
に
、
資
源

国
の
政
府
に
説
明
責
任
を
求
め
る
国
際
的
な
活
動
。

EM
I

Ev
an

ge
lic

al
 M

ed
ic

al
 In

sti
tu

te
IM

E
In

sti
tu

t M
éd

ic
al

 É
va

ng
él

iq
ue

福
音
派
医
療
協
会

K
i
m
p
e
s
e
の
病
院
に
併
設
し
て
お
り
、
保
健
省
と
共
に
K
i
m
p
e
s
e
周

辺
の
保
険
セ
ク
タ
ー
分
野
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
て
い
る
団

体
。

EU
Eu

ro
pe

an
 U

ni
on

U
E

U
ni

on
 E

ur
op

ée
nn

e
欧
州
連
合

E
C
の
経
済
統
合
の
深
化
・
拡
大
に
加
え
、
外
交
・
安
全
保
障
・
司

法
等
の
面
で
政
治
統
合
を
進
め
る
た
め
の
組
織
体
。
(
広
)

2



簡
易
説
明

略
語

一
覧

英
語

フ
ラ
ン
ス
語

日
本
語

EU
PO

L
EU

 P
ol

ic
e 

M
iss

io
n

M
PU

E
M

iss
io

n 
de

 P
ol

ic
e 

de
 l'

U
ni

on
 E

ur
op

ée
nn

e
欧
州
連
合
警
察
ミ
ッ
シ
ョ
ン

E
U
が
設
置
し
た
、
持
続
的
・
効
果
的
な
文
民
警
察
制
度
の
創
出
へ

の
貢
献
を
目
的
と
す
る
警
察
ミ
ッ
シ
ョ
ン
。

EU
SE

C
EU

's 
Se

cu
rit

y 
Se

ct
or

 R
ef

or
m

 M
iss

io
n

EU
SE

C
l'U

ni
on

 E
ur

op
ée

nn
e 

en
 M

at
iè

re
 d

e 
R

éf
or

m
e

du
 S

ec
te

ur
 d

e 
la

 S
éc

ur
ité

欧
州
連
合
治
安
分
野
改
革
支
援
ミ
ッ
シ
ョ

ン
E
U
が
設
置
し
た
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
治
安
部
門
改
革
に
対
す

る
支
援
ミ
ッ
シ
ョ
ン
。

FA
O

Fo
od

 a
nd

 A
gr

ic
ul

tu
re

 O
rg

an
isa

tio
n 

of
 th

e
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
FA

O
O

rg
an

isa
tio

n 
de

s N
at

io
ns

 U
ni

es
 p

ou
r

l'A
lim

en
ta

tio
n 

et
 l'

A
gr

ic
ul

tu
re

国
連
食
糧
農
業
機
関

世
界
の
食
糧
お
よ
び
農
業
問
題
の
恒
久
的
解
決
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
国
連
の
専
門
機
関
。
(
広
)

FA
R

D
C

A
rm

ed
 F

or
ce

s o
f t

he
 D

om
oc

ra
tic

 R
ep

ub
lic

 o
f

th
e

FA
R

D
C

Fo
rc

es
 A

rm
ée

s d
e 

la
 R

ép
ub

liq
ue

 D
é

m
oc

ra
tiq

ue
 d

u
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
軍

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
政
府
軍
。

FL
N

C
Fr

on
t f

or
 th

e 
N

at
io

na
l L

ib
er

at
io

n 
of

 C
on

go
FL

N
C

Fr
on

t d
e 

Li
bé

ra
tio

n 
N

at
io

na
le

 d
u 

C
on

go
コ
ン
ゴ
解
放
民
族
戦
線

ア
ン
ゴ
ラ
国
内
に
拠
点
を
置
き
、
カ
タ
ン
ガ
州
の
分
離
･
独
立
を

狙
っ
た
反
モ
ブ
ツ
勢
力
。

FN
L

Fo
rc

es
 fo

r N
at

io
na

l L
ib

er
at

io
n

FN
L

Fo
rc

es
 N

at
io

na
le

s d
e 

Li
bé

ra
tio

n
国
民
解
放
戦
線

フ
ツ
族
反
政
府
武
装
勢
力
。

FO
N

ER
N

at
io

na
l f

on
d 

fo
r m

ai
nt

en
an

ce
 o

f r
oa

d
FO

N
ER

Fo
nd

s N
at

io
na

l d
'E

nt
re

tie
n 

de
 R

ou
tie

r
道
路
維
持
管
理
の
た
め
の
国
家
基
金

「
コ
」
国
政
府
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
道
路
維
持
管
理
の
た
め
の
基

金
。
税
収
、
通
行
料
、
援
助
に
よ
り
ま
か
な
わ
れ
る
。

FR
ER

Fo
nd

 fo
r r

eh
ab

ili
ta

tio
n 

an
d 

m
ai

nt
en

an
ce

 o
f

ro
ad

FR
ER

Fo
nd

s d
e 

R
eh

ab
ili

ta
tio

n 
et

 E
nt

re
tie

n 
de

R
ou

tie
r

道
路
改
修
・
管
理
の
た
め
の
基
金

州
レ
ベ
ル
で
運
営
さ
れ
る
道
路
改
修
・
維
持
管
理
の
た
め
の
基

金
。

G
D

M
G

en
er

al
 D

ire
ct

or
at

e 
of

 M
ig

ra
tio

n
D

G
M

D
ire

ct
io

n 
G

én
ér

al
e 

de
 M

ig
ra

tio
n

移
民
局

移
民
局

G
D

P
G

ro
ss

 D
om

es
tic

 P
ro

du
ct

PI
B

Pr
od

ui
t I

nt
ér

ie
ur

 B
ru

t
国
内
総
生
産

一
年
間
に
国
内
で
新
た
に
生
産
さ
れ
た
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
価
値
の

合
計
。
(
広
)

G
D

R
C

G
ov

er
nm

en
t o

f t
he

 D
em

oc
ra

tic
 R

ep
ub

lic
 o

f
th

e 
C

on
go

G
R

D
C

G
ou

ve
rn

em
en

t d
e 

la
 R

ép
ub

liq
ue

 D
é

m
oc

ra
tiq

ue
 d

u
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
政
府

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
政
府

G
IS

G
eo

gr
ap

hi
ca

l I
nf

or
m

at
io

n 
Sy

ste
m

s
SI

G
Sy

stè
m

e 
d'

In
fo

rm
at

io
n 

G
éo

gr
ap

hi
qu

e
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

G
I
S
ソ
フ
ト
を
用
い
、
地
図
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
情
報
を
デ
ジ

タ
ル
化
し
た
デ
ー
タ
と
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト
し
、
情
報
を
重
ね
合
わ

せ
て
表
示
し
、
視
覚
的
に
分
析
す
る
シ
ス
テ
ム
。
(
国
)

G
O

J
G

ov
er

nm
en

t o
f J

ap
an

G
J

G
ou

ve
rn

em
en

t J
ap

on
ai

s
日
本
国
政
府

日
本
国
政
府

G
TZ

G
er

m
an

 A
ge

nc
y 

fo
r T

ec
hn

ic
al

 C
oo

pe
ra

tio
n

(D
eu

tsc
he

 G
es

el
lsc

ha
ft 

fü
r T

ec
hn

isc
he

Zu
sa

m
m

en
ar

be
it)

G
TZ

C
oo

pé
ra

tio
n 

Te
ch

ni
qu

e 
A

lle
m

an
de

ド
イ
ツ
技
術
協
力
公
社

経
済
協
力
省
(
独
)
か
ら
技
術
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
委
託
を
受
け

て
、
技
術
協
力
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
、
人
材
養
成

等
を
行
う
ド
イ
ツ
の
全
額
政
府
出
資
に
よ
る
株
式
会
社
。
(
国
)

H
D

I
H

um
an

 D
ev

el
op

m
en

t I
nd

ex
ID

H
In

di
ce

 d
e 

D
év

el
op

pe
m

en
t H

um
ai

n
人
間
開
発
指
標

人
間
開
発
の
多
面
的
な
側
面
(
特
に
保
健
衛
生
と
教
育
)
に
注
目
し

て
測
定
す
る
こ
と
を
目
的
に
つ
く
ら
れ
た
指
標
。

H
IL

M
H

ig
h 

La
bo

r-I
nt

en
siv

e 
M

et
ho

ds
H

IM
O

H
au

te
 In

te
ns

ité
 d

e 
M

ai
n-

d'
œ

uv
re

高
度
労
働
集
約
手
法

C
T
B
 
が
導
入
し
た
、
道
路
工
事
に
お
け
る
労
働
集
約
型
人
力
作

業
。
主
に
人
力
に
よ
る
小
-
中
規
模
道
路
の
改
修
に
利
用
さ
れ

る
H

IP
C

s
H

ea
vi

ly
 In

de
bt

ed
 P

oo
r C

ou
nt

rie
s

PP
TE

Pa
ys

 P
au

vr
es

 T
rè

s E
nd

et
té

s
重
債
務
貧
困
国

I
M
F
お
よ
び
世
界
銀
行
に
よ
り
債
務
救
済
計
画
の
た
め
に
認
定
さ

れ
た
重
債
務
貧
困
国
。
（
国
）

H
IV

H
um

an
 Im

m
un

od
ef

ic
ie

nc
y 

V
iru

s
V

IH
V

iru
s d

e 
l'I

m
m

un
od

éf
ic

ie
nc

e 
H

um
ai

ne
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

エ
イ
ズ
の
病
原
ウ
ィ
ル
ス
。
血
液
・
精
液
を
主
と
す
る
体
液
が
感

染
源
と
な
る
。
（
広
）

IC
A

T
In

te
rn

at
io

na
l C

om
m

itt
ee

 fo
r t

he
A

cc
om

pa
ni

m
en

t o
f t

he
 T

ra
ns

iti
on

C
IA

T
C

om
ité

 In
te

rn
at

io
na

l d
’A

cc
om

pa
gn

em
en

t d
e

la
 T

ra
ns

iti
on

移
行
政
権
国
際
支
援
委
員
会

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
政
権
移
行
を
支
持
す
る
国
際
委
員
会
。

ID
Ps

In
te

rn
al

ly
 D

isp
la

ce
d 

Pe
rs

on
s

PD
I

Pe
rs

on
ne

s D
ép

la
cé

es
 In

te
rn

es
国
内
避
難
民

紛
争
等
に
よ
り
居
住
地
を
追
わ
れ
て
難
民
同
様
の
状
況
に
置
か
れ

な
が
ら
も
、
国
籍
国
内
に
留
ま
っ
て
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
人
々
。
(
国
)

IM
F

In
te

rn
at

io
na

l M
on

et
ar

y 
Fu

nd
FM

I
Fo

nd
s M

on
ét

ai
re

 In
te

rn
at

io
na

l
国
際
通
貨
基
金

為
替
の
安
定
、
平
価
切
り
下
げ
競
争
の
防
止
、
為
替
制
限
や
通
貨

制
限
の
廃
止
な
ど
を
指
標
と
す
る
も
の
で
、
貿
易
そ
の
ほ
か
平
常

の
金
融
取
引
に
必
要
な
比
較
的
短
期
の
資
金
の
融
通
を
図
る
。

(
国
)

3



簡
易
説
明

略
語

一
覧

英
語

フ
ラ
ン
ス
語

日
本
語

IR
C

In
te

rn
at

io
na

l R
es

cu
e 

C
om

m
itt

ee
C

IS
C

om
ité

 In
te

rn
at

io
na

l d
e 

Se
co

ur
s

国
際
救
済
委
員
会
(
N
G
O
)

暴
力
に
よ
る
紛
争
や
圧
政
の
犠
牲
者
の
た
め
に
救
援
、
復
興
、
人

権
の
保
護
、
紛
争
後
の
開
発
、
再
定
住
の
支
援
、
ア
ド
ボ
カ
シ
ー

を
行
う
国
際
N
G
O
。
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
お
い
て
、
U
N
H
C
R
お
よ

び
W
F
P
活
動
時
に
、
現
地
作
業
に
当
た
っ
て
い
た
。

JI
C

A
Ja

pa
n 

In
te

rn
at

io
na

l C
oo

pe
ra

tio
n 

A
ge

nc
y

JI
C

A
A

ge
nc

e 
Ja

po
na

ise
 d

e 
C

oo
pé

ra
tio

n
In

te
rn

at
io

na
le

国
際
協
力
機
構

政
府
開
発
援
助
の
技
術
協
力
事
業
の
実
施
、
有
償
資
金
協
力
や
無

償
資
金
協
力
促
進
業
務
を
担
当
す
る
独
立
行
政
法
人
。
(
国
)

M
D

G
s

M
ill

en
ni

um
 D

ev
el

op
m

en
t G

oa
ls

O
M

D
s

O
bj

ec
tif

s d
u 

M
ill

én
ai

re
 p

ou
r l

e 
D

év
el

op
m

en
t

ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標

国
連
、
経
済
協
力
開
発
機
構
、
世
界
銀
行
、
I
M
F
に
よ
っ
て
策
定

さ
れ
た
国
際
開
発
目
標
が
2
0
0
0
年
の
国
連
総
会
で
拡
充
さ
れ
、
採

択
さ
れ
た
も
の
。
(
国
)

M
D

R
M

in
ist

ry
 o

f R
ur

al
 D

ev
el

op
m

en
t

M
D

R
M

in
ist

èr
e 

du
 D

év
el

op
pe

m
en

t R
ur

al
農
村
開
発
省

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
省
庁
の
一
つ
。

M
D

R
P

M
ul

ti-
C

ou
nt

ry
 D

em
ob

ili
sa

tio
n 

an
d

R
ei

nt
eg

ra
tio

n 
Pr

og
ra

m
m

e
PM

D
R

Pr
og

ra
m

m
e 

M
ul

ti-
Pa

ys
 d

e 
D

ém
ob

ili
sa

tio
n 

et
de

大
湖
地
域
に
お
け
る
動
員
解
除
と
社
会
復

帰
プ
ロ
グ
ラ
ム

大
湖
地
域
に
お
け
る
動
員
解
除
お
よ
び
元
民
兵
の
帰
還
・
社
会
復

帰
の
支
援
計
画
。

M
IN

R
ES

T
M

in
ist

ry
 o

f t
he

 S
ci

en
tif

ic
 a

nd
 T

ec
hn

ic
al

R
es

ea
rc

h
M

IN
R

ES
T

M
in

ist
èr

e 
de

 la
 R

ec
he

rc
he

 S
ci

en
tif

iq
ue

 e
t

Te
ch

ni
qu

e
科
学
技
術
研
究
省

科
学
技
術
研
究
省

M
LC

M
ov

em
en

t f
or

 th
e 

Li
be

ra
tio

n 
of

 C
on

go
M

LC
M

ou
ve

m
en

t d
e 

la
 L

ib
er

at
io

n 
du

 C
on

go
コ
ン
ゴ
解
放
運
動
(
与
党
第
一
党
）

コ
ン
ゴ
解
放
運
動
(
与
党
第
一
党
）

M
N

C
C

on
go

le
se

 N
at

io
na

l M
ov

em
en

t
M

N
C

M
ou

ve
m

en
t N

at
io

na
l C

on
go

la
is

コ
ン
ゴ
国
民
運
動

独
立
期
に
、
国
と
大
陸
の
統
合
を
目
指
し
て
活
動
し
た
政
党
。

M
O

N
U

C
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 O

rg
an

iz
at

io
n 

M
iss

io
n 

in
 th

e
D

em
oc

ra
tic

 R
ep

ub
lic

 o
f t

he
 C

on
go

M
O

N
U

C
M

iss
io

n 
de

 l'
O

rg
an

isa
tio

n 
de

s N
at

io
ns

 U
ni

es
en

国
連
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン

第
二
次
コ
ン
ゴ
戦
争
の
停
戦
監
視
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
国
連
の

平
和
部
隊
。
2
0
1
0
年
6
月
3
0
日
よ
り
M
O
N
U
S
C
O
へ
組
織
改
編
。

M
O

N
U

SC
U

ni
te

d 
N

at
io

ns
 O

rg
an

iz
at

io
n 

St
ab

ili
za

tio
n

M
iss

io
n 

in
 th

e 
D

em
oc

ra
tic

 R
ep

ub
lic

 o
f t

he
C

on
go

M
O

N
U

SC
M

iss
io

n 
de

 l’
O

rg
an

isa
tio

n 
de

s N
at

io
ns

 U
ni

es
po

ur
 la

 st
ab

ili
sa

tio
n 

en
 R

ép
ub

liq
ue

 d
é

m
oc

ra
tiq

ue
 d

u 
C

on
go

国
連
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
安
定
化
ミ
ッ

シ
ョ
ン

旧
M
O
N
U
C
。

M
PL

A
Po

pu
la

r M
ov

em
en

t f
or

 th
e 

Li
be

ra
tio

n 
of

A
ng

ol
a 

- P
ar

ty
 o

f L
ab

or
M

PL
A

M
ou

ve
m

en
t P

op
ul

ai
re

 d
e 

Li
bé

ra
tio

n 
de

l'A
ng

ol
a

ア
ン
ゴ
ラ
解
放
人
民
運
動

ア
ン
ゴ
ラ
の
政
党
の
一
つ
。

N
A

SS
N

at
io

na
l A

gr
ic

ul
tu

ra
l S

ta
tis

tic
s S

er
vi

ce
SN

SA
Se

rv
ic

e 
N

at
io

na
l d

es
 S

ta
tis

tiq
ue

s A
gr

ic
ol

es
全
米
農
業
統
計
局

ア
メ
リ
カ
農
務
省
所
管
の
農
業
統
計
局
。

N
C

R
N

at
io

na
l C

om
m

iss
io

n 
fo

r R
ef

ug
ee

s
C

N
R

C
om

m
iss

io
n 

N
at

io
na

le
 p

ou
r l

es
 R

éf
ug

ié
s

国
家
難
民
委
員
会
(
内
務
省
)

国
家
難
民
委
員
会
(
内
務
省
)

N
EP

A
D

N
ew

 P
ar

tn
er

sh
ip

 fo
r A

fri
ca

n's
 D

ev
el

op
m

en
t

N
PD

A
N

ou
ve

au
 P

ar
te

na
ria

t p
ou

r l
e 

D
év

el
op

pe
m

en
t

de
 l'

A
fri

qu
e

ア
フ
リ
カ
開
発
の
た
め
の
新
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ

ア
フ
リ
カ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
、
ア
フ
リ
カ
各
国
の
共
同

責
任
と
互
恵
の
精
神
に
基
づ
く
大
陸
の
再
生
を
謳
い
、
主
体
性

(
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
)
と
自
助
努
力
に
よ
っ
て
ア
フ
リ
カ
全
体
の
貧

困
撲
滅
、
持
続
可
能
な
成
長
と
開
発
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
へ
の
統
合

を
目
的
と
す
る
。
(
国
)

N
FL

A
N

at
io

na
l L

ib
er

at
io

n 
Fr

on
t o

f A
ng

ol
a

FN
LA

Fr
on

t N
at

io
na

l d
e 

Li
bé

ra
tio

n 
de

 l'
A

ng
ol

a
ア
ン
ゴ
ラ
民
族
解
放
戦
線

ア
ン
ゴ
ラ
の
政
党
の
一
つ
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
の
独
立
を
目
指
し

て
設
立
さ
れ
た
武
装
組
織
。

N
G

O
N

on
-G

ov
er

nm
en

ta
l O

rg
an

iz
at

io
ns

O
N

G
O

rg
an

isa
tio

n 
N

on
 G

ou
ve

rn
em

en
ta

le
非
政
府
組
織

非
政
府
か
つ
非
営
利
の
立
場
で
、
公
共
あ
る
い
は
社
会
的
弱
者
で

あ
る
他
者
の
利
益
の
た
め
に
活
動
す
る
団
体
。
(
国
)

N
IA

SR
N

at
io

na
l I

ns
tit

ut
e 

of
 A

gr
on

om
ic

 S
tu

di
es

 a
nd

R
es

ea
rc

h
IN

ER
A

In
sti

tu
t N

at
io

na
l p

ou
r l

’E
tu

de
 e

t l
a 

R
ec

he
rc

he
A

gr
on

om
iq

ue
国
立
農
業
調
査
研
究
所
(
高
等
教
育
省
)

国
立
農
業
調
査
研
究
所
(
高
等
教
育
省
)

N
TA

N
at

io
na

l T
ra

ns
po

rt 
A

ge
nc

y
O

N
A

TR
A

O
ffi

ce
 N

at
io

na
l d

es
 T

ra
ns

po
rts

運
輸
公
社
(
運
輸
省
)

運
輸
公
社
(
運
輸
省
)

O
D

A
O

ffi
ci

al
 D

ev
el

op
m

en
t A

ss
ist

an
ce

A
PD

A
id

e 
Pu

bl
iq

ue
 a

u 
D

év
el

op
pe

m
en

t
政
府
開
発
援
助

開
発
途
上
国
の
経
済
や
社
会
の
発
展
等
を
目
的
に
実
施
さ
れ
る
先

進
国
等
の
政
府
ベ
ー
ス
の
経
済
協
力
。
(
国
)

PA
R

SA
R

A
gr

ic
ul

tu
ra

l a
nd

 R
ur

al
 S

ec
to

r R
eh

ab
ili

ta
tio

n
Su

pp
or

t P
ro

je
ct

PA
R

SA
R

Pr
oj

et
 d

'A
pp

ui
 à

 la
 R

éh
ab

ili
ta

tio
n 

du
 S

ec
te

ur
A

gr
ic

ol
e 

et
 R

ur
al

農
業
・
農
村
セ
ク
タ
ー
復
興
支
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

農
業
・
農
村
セ
ク
タ
ー
復
興
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

PI
R

D
Pr

ov
in

ci
al

 In
sp

ec
to

ra
te

 fo
r R

ur
al

IP
D

R
In

sp
ec

tio
n 

Pr
ov

in
ci

al
e 

du
 D

év
el

op
pe

m
en

t
農
村
開
発
省
州
監
督
官

州
レ
ベ
ル
の
農
村
開
発
業
務
を
監
督
す
る
行
政
官

PK
O

Pe
ac

e-
K

ee
pi

ng
 O

pe
ra

tio
ns

O
M

P
O

pe
ra

tio
n 

de
 m

ai
nt

ie
n 

de
 la

 p
ai

x
国
連
平
和
維
持
活
動

国
連
が
停
戦
合
意
成
立
の
後
に
紛
争
当
事
者
の
間
に
立
っ
て
停
戦

や
軍
の
撤
退
の
監
視
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
自
体
の
沈
静
化
や

紛
争
の
再
発
防
止
を
図
り
、
紛
争
当
事
者
に
よ
る
対
話
を
通
じ
た

紛
争
解
決
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
。
(
国
)
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簡
易
説
明

略
語

一
覧

英
語

フ
ラ
ン
ス
語

日
本
語

PN
A

Pe
ac

eb
ui

ld
in

g 
N

ee
ds

 a
nd

 Im
pa

ct
 A

ss
es

sm
en

t
PN

A
Ev

al
ua

tio
n 

su
r c

on
so

lid
at

io
n 

de
 la

 p
ai

x
be

so
in

s e
t i

m
pa

ct
s

平
和
構
築
ア
セ
ス
メ
ン
ト

政
治
･
行
政
･
社
会
･
経
済
･
治
安
の
現
状
や
紛
争
要
員
を
分
析
し
、

紛
争
予
防
・
平
和
促
進
に
必
要
な
配
慮
事
項
を
抽
出
し
、
案
件
の

計
画
策
定
か
ら
評
価
ま
で
の
事
業
運
営
管
理
に
組
み
込
む
た
め
の

プ
ロ
セ
ス
。

PP
Pi

lo
t P

ro
je

ct
PP

Pr
oj

et
 P

ilo
te

パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

本
調
査
で
使
用
し
て
い
る
略
語
。

PP
R

D
Pe

op
le

's 
Pa

rty
 fo

r R
ec

on
str

uc
tio

n 
an

d
D

em
oc

ra
cy

PP
R

D
Pa

rti
 d

u 
Pe

up
le

 P
ou

r l
a 

R
ec

on
str

uc
tio

n 
et

 la
D

ém
oc

ra
tie

再
建
民
主
人
民
党
(
大
統
領
与
党
)

現
カ
ビ
ラ
大
統
領
の
与
党
政
党
。

PR
G

F
Po

ve
rty

 R
ed

uc
tio

n 
an

d 
G

ro
w

th
 F

ac
ili

ty
FR

PC
Fa

ci
lit

é 
po

ur
 la

 R
éd

uc
tio

n 
de

 la
 P

au
vr

et
é 

et
la

 C
ro

iss
an

ce
貧
困
削
減
成
長
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ

I
M
F
の
特
別
基
金
財
源
に
基
づ
く
譲
許
的
融
資
制
度
の
一
つ
で
、

低
開
発
途
上
国
が
マ
ク
ロ
経
済
調
整
政
策
や
構
造
調
整
政
策
を
実

施
す
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
国
際
収
支
支
援
を
実
施
す
る
も
の
。

PR
SP

Po
ve

rty
 R

ed
uc

tio
n 

St
ra

te
gy

 P
ap

er
C

SL
P

D
oc

um
en

t S
tra

té
gi

qu
e 

de
 ré

du
ct

io
n 

de
 la

pa
uv

re
té

貧
困
削
減
戦
略
文
書

「
包
括
的
開
発
枠
組
み
」
(
C
D
F
)
に
基
づ
く
貧
困
削
減
を
目
的
と

す
る
3
ヵ
年
実
行
計
画
。
(
国
)

R
C

D
R

al
ly

 fo
r C

on
go

le
se

 D
em

oc
ra

cy
R

C
D

R
as

se
m

bl
em

en
t C

on
go

la
is 

po
ur

 la
 D

ém
oc

ra
tie

コ
ン
ゴ
民
主
連
合

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
反
政
府
連
合
。

R
EG

ID
ES

O
Pu

bl
ic

 C
or

po
ra

tio
n 

of
 W

at
er

 D
ist

rib
ut

io
n

R
EG

ID
ES

O
R

ég
ie

 d
e 

D
ist

rib
ut

io
n 

d'
Ea

u
水
供
給
公
社
(
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
下
部
組
織
)

上
水
道
整
備
お
よ
び
管
理
を
し
て
い
る
。

R
TN

C
C

on
go

le
se

 N
at

io
na

l R
ad

io
 a

nd
 T

el
ev

isi
on

R
TN

C
R

ad
io

 T
él

év
isi

on
 N

at
io

na
le

 C
on

go
la

ise
コ
ン
ゴ
国
営
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
局

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
国
営
の
テ
レ
ビ
お
よ
び
ラ
ジ
オ
放
送
局
。

SE
N

A
TE

C
N

at
io

na
l S

er
vi

ce
 fo

r A
pp

ro
pr

ia
te

 T
ec

hn
ol

og
y

in
 R

ur
al

 A
re

as
SE

N
A

TE
C

Se
rv

ic
e 

N
at

io
na

l d
es

 T
ec

hn
ol

og
ie

s a
pp

ro
pr

ié
es

 e
n 

m
ili

eu
 ru

ra
l

国
家
農
村
適
正
技
術
局

国
家
農
村
適
正
技
術
局

SE
N

H
A

R
U

N
at

io
na

l S
er

vi
ce

 fo
r R

ur
al

 H
ab

ita
t

SE
N

H
A

R
U

Se
rv

ic
e 

N
at

io
na

l p
ou

r l
’H

ab
ita

t R
ur

al
国
家
農
村
居
住
局

国
家
農
村
居
住
局

SE
N

A
TR

A
N

at
io

na
l S

er
vi

ce
 fo

r T
ra

ct
io

n 
A

ni
m

al
SE

N
A

TR
A

Le
 S

er
vi

ce
 N

at
io

na
l d

e 
la

 T
ra

ct
io

n 
A

ni
m

al
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コンゴ民主共和国バ・コンゴ州カタラクト県コミュニティ再生支援調査 

モニタリング・レポート 要旨 

 S - 1  

要旨 

第 1 章 序章 

本調査のコミュニティ開発計画は、基本方針の策定、基本構想としての開発ビジョン、開発目

標および目標年次の設定、構想実現のためのアプローチとしての開発プログラムの策定、実施体

制整備を、統合的に盛り込み策定した。 

その策定プロセスについては、コンゴ民主共和国のようなポスト・コンフリクト国における状

況を考慮し、コミュニティ開発の持続可能性を高め、道路機能を良好な状態に保ち続けることを

目的とし、道路維持管理に係る費用の捻出を考慮にいれた総合開発的アプローチを採用すること

が必要である。このアプローチを用いて本報告書で提案している Kilueka ルートの改修とコミュニ

ティ開発を一体的に実施するコミュニティ開発計画モデル（＝「Kimpese モデル」）を対象地域周

辺のみならず、他地域へと適用することが望まれる。 

このような視座に立ち、第 3 年次においてはパイロットプロジェクト（以下 PP と表記）のモニ

タリングを実施し、その結果を活用しコミュニティ開発計画を改定した。さらに、本調査の調査

手法、構想および住民主導型コミュニティ開発計画策定に至る一連のプロセスを、ガイドライン

的に整理した。 

第 2 章 第 3 年次の活動：モニタリングとモデルの検証 

2.1 第 3年次の活動内容 

第三年次の活動は以下のフローの通り実施した。 

 

上記に加え、住民組織支援・強化プロジェクトの一環として、コミュニティ道路の機能維持の

ために、道路維持管理研修を継続して実施した。2010 年 11 月に緊急復興事業により改修された

Kilueka ルートの瑕疵検査を実施した。 

図 3年次の作業のフロー（括弧内の数字は本文中の記載されている章） 

(1) モニタリング分析（2.1、2.2）：パイロットプロジェクトのモニタリング 

活用 

(3) モデル作成のた

めの評価（2.4） 

(4) コミュニティ開発計画のモデル（Kimpeseモデル）の構築（第 4章） 

 →普及への課題の整理 

反映 

反映 

(2) コミュニティ開発計画の改訂へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ（2.3） 

・プロジェクト・プログラムの内容の見直し 

・開発計画の実施体制の詳細設定 

     ↓ 

コミュニティ開発計画（第 3章） 
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(1) コミュニティ開発計画の改訂のためのモニタリング 

PP のモニタリング結果より検証、改訂したコミュニティ開発計画の内容や方法を下表に示す。 

表 開発計画改訂のための内容・方法 

検証項目 内容 方法 

①適正な事業

規模 

設定した開発目標を達成するための事業量を

決定するため、個々のプロジェクトの成果を

定量的・定性的に把握し、整理。 

PP の結果から、現地調査および質問表を用い

たアンケート調査によって、必要な情報を収

集。 

②技術的受容

性評価クラ

イテリア 

事業実施に当たって事前に確認すべき内容

を、技術的受容性評価クライテリアとしてプ

ロジェクト毎に整理。 

PP の結果から、現地調査および質問表を用い

たアンケート調査によって、必要な情報を収

集。 

③整備水準 各々のプログラム/プロジェクトの整備水準

は、1)想定している活動の成果が達成可能で

ある、2)住民主体で実施可能である、という

二つの側面から整備水準を検証。 

PP の結果において、現地調査および質問表を

用いたアンケート調査により、必要項目のデ

ータを収集。 

④プロジェク

ト毎の実施

体制 

プロジェクトを実施するに当たっての実施体

制を、住民グループ内の役割分担、プロジェ

クトにおけるルクンガ渓谷開発委員会の役

割、行政や他の援助機関の指導や支援につい

て整理。 

PP の実施状況および結果を現地調査により

確認。ルクンガ渓谷開発委員会および住民グ

ループ代表とのワークショップ、セクター職

員、関連 NGO 等と打合せ・協議により、必

要な情報を収集。 

 

(2) モデル構築のためのモニタリング 

モニタリング結果と策定したコミュニティ開発計画から、他地域への普及を目的としたコミュ

ニティ開発計画モデルにおける実施手順、内容など 4 つの項目において条件を整理した。 

表 モデル構築のための検証項目 

検証項目 内容 方法 

①実施手順の見直し コミュニティ開発計画を他地域に普及す

る場合の手順を、既に策定したコミュニ

ティ開発計画をもとに、「コ」国行政機関

職員が実施できるよう見直し 

第 2年次までのC/Pと共同で行なった計

画策定の実績、経験および C/P の意見を

反映させ手順を改訂。 

②地区選定基準（クライ

テリア）の設定 

対象地区選定のクライテリアを設定。内

容は、本調査対象地区での活動結果を踏

まえ、同様な成果が期待できる地区を選

定するための項目として設定。 

PP の実施状況および結果を現地調査・

アンケート調査にて、情報収集し整理。

特に、道路改修整備による効果や改修後

の道路維持管理の課題を整理し、クライ

テリアを設定。 

③プログラム／プロジ

ェクトの組合せ 

個々のプログラム／プロジェクトの活動

が、期待する成果を達成するか、また、

設定している開発目標を達成するか、PP

を通じて検証。 

各プログラム／プロジェクトの活動状

況・結果を、現地調査およびアンケート

調査により、必要な項目のデータを収

集。 

④計画全体の評価（イン

パクト等） 

策定した開発計画が設定している開発目

標やビジョンを達成するための課題など

を整理。 

経済、社会、実施体制、その他効果の項

目において、開発計画の実施におけるイ

ンパクトを PP のモニタリング（アンケ

ート調査や現地調査）を通じて得た情報

をもとに整理。 
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2.2 モニタリング結果および分析 

PP のモニタリングは、現地調査およびプロジェクト毎に質問表を用いたアンケート調査により

実施した。分野別のモニタリング結果の概要と、それを踏まえた現時点での計画全体のインパク

トや開発計画の改訂方針、モデルの策定への反映について以下に示す。 

(1) 必須分野 

 道路改修により、移動時間が短縮した。村へのタクシーの往来が可能になった。また、大量

の農産物の運搬が容易になった。村へも冷凍品等が運搬されるようになり、村落内の物資の

量が増加した。さらに、村落からの病人の緊急輸送が可能となった。 

 学校へのアクセスがよくなり、教育環境も改善された。 

→道路改修効果が他の分野に波及しているため、効果持続のために住民組織支援・強化プ

ロジェクトとして、道路維持管理体制を継続して強化する。 

 (2) 生計向上分野 

 生計向上分野に掲げるプロジェクトの総合的な実施により、現金収入が増加した。 

 農業生産性向上では、乾期の野菜栽培プロジェクトと、雨期の耕地面積拡大のための牛耕プ

ロジェクト、これに地域資源や人的資源を活用した養豚や稲作などのプロジェクトを実施で

きる村では追加し、収入が向上した。 

 Kilueka ルートの改修で、大量の農産物の販売が可能になり、住民の収入が増加した。 

 生計向上により、以前より希望していた物品の購入が可能になった。生活必需品の購入が増

え、家屋の改善が可能となった。 

→生計向上分野のプログラムに効果がみられ、今後も対象地区内で拡大・普及する。 

(3) 生活改善分野 

 当面は、現在の家屋で生活しても構わないが、徐々に家屋を改善したい住民が多い。 

 他のプログラムより、井戸整備を優先させて安全な水へのアクセスの改善の希望が大きい。 

→給水施設・維持管理プロジェクトを拡大する。 

 無秩序な火入れは、大きく減っていない。 

→継続的な啓発活動の実施 

 改良カマドプロジェクトや手工芸プロジェクトは、現時点では活動が活発ではない。 

→収入向上や公共施設が整備された後に実施し、かつ継続した啓発活動を実施する。 

 保健アニメーターにより、水因性の下痢に対する啓発活動等が行われている。 

→水因性下痢の罹患率の減少は現時点では明らかでないが、継続して実施する。 

(4) 公共施設改善分野 

 看護士が定着し、継続的な医療サービスを受けられている。 

 施設の維持管理を通じて、公共施設に係わるグループが、運営維持管理の必要性を認識し、

費用確保のための活動が開始されている。 

 良好な教育環境で、継続的に教育が実施されている。 
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 教育環境の改善により、教員が定着、就学生徒数が増加した。また、PTA 会議への親の出席

率が向上した。 

→公共施設整備のプログラムに効果がみられ、今後も対象地区内で拡大・普及する。 

 

2.3 コミュニティ開発計画の改訂 

モニタリング結果を踏まえ、①適正な事業規模、②技術的受容性評価クライテリア、③整備水

準、④プロジェクト毎の実施体制ついて見直しを行った。改訂した④の内容は、3 章に記載する。 

(1) 適正な事業規模の改訂 

モニタリングにより見直したプロジェクト毎の適正な事業規模を、次表に示す。 

表 適正な事業規模 

分野・プログラム プロジェクト 事業規模 

(1)必須分野   

①コミュニティ道路改修 コミュニティ道路改修 延長 20km 程度で、幅員は路肩込みで 5m の土砂系舗装とする。 

②住民組織支援・強化 住民組織支援・強化 10 村前後の村落とする。 

(2)生計向上分野   

③農業生産性向上 

牛耕 

・年間稼働日数：64 日（4 日 x 4 週 x 4 箇月） 

・1 日当りの可能耕作面積：0.25ha 

・作業効率：初年度（殆ど稼動しない）、２年度（20%程度）、３年

度（50％程度）、４年度（これ以降 100%稼動） 

・賃耕による収益を利用し、牛の管理や牛耕用機器の修繕を図る。 

野菜栽培 

・コミュニティ圃場の面積：2,000m2を標準とする。 

・普及体制：村で中心となって野菜栽培をするグループが共同圃

場で活動する事により、若者への自然な普及を目指す。 

④生産物付加価値向上 
収穫後処理・農産加工 

・生計向上に寄与する適当な加工品や処理が特定できなかったの

で、計画から除外する。 

共同集出荷 ・共同集出荷場の規模：200m2（10m x 20m）程度とする。 

⑤収入源多角化 

稲作振興 
・稲作の導入時の栽培面積：0.20ha/20 人≒0.01ha/1 人とする。 

・次年度以降は、順次圃場を整備し拡大していく計画とする。 

畜産 

・豚舎の大きさは、1 頭あたり 2mx5m 程度とする。 

・初年度に 1 対の豚を投入し、軌道に乗った 3 年目以降に雄 1、雌

3 で飼育する。 

養蜂 
・採蜂箱 1 つと蜜箱 1 つで開始し、技術が定着次第、蜜箱の数を

増加する。 

養殖 

・乾期でも流水を確保できる 20mx10m 規模の養殖池を整備し、30

匹程度の稚魚より開始し、養殖魚の増加に伴い、養殖池の拡大

や増加を図る。 

生産物運搬 ・カートは牛引き用とし、2 x 3m 程度を標準カートサイズとする。  

(3)生活環境改善分野 

⑥自然環境改善 植林 ・1 村あたり 100 本を 2,500m2に植林する。 

⑦生活環境改善 

改良カマド 
・見本となる村人を中心に、まず継続的な改良カマドの利用を実

施する。 

識字教育 

・先生および生徒間の話し合いで、授業内容、授業時間、講師へ

の謝礼等を事前に決めた上で、キコンゴ語およびフランス語の

識字教育を実施する。 

手工芸 
・販売目的ではなく、農閑期等にグループで集まって楽しむ活動

の一つとして実施する。 

給水施設・維持管理 ・住民自身で修繕可能なプーリ型の浅井戸とする。 
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分野・プログラム プロジェクト 事業規模 

(4)公共施設改善分野 

⑧公共施設整備 

保健医療環境改善 

・保健センターや保健ポストが近隣にある場合は、既存施設の改

修を実施する。ない場合は、保健省との協議の下、5,000 人に１

箇所の保健センター、5km 圏内に 1 箇所の保健ポスト整備を図

る。 

保健アニメーター 
・既存の保健アニメーターの強化を行った上で、不足している地

域は新規育成を図る。 

教育施設環境改善 

・小学校が 5km 圏内にある場合は、既存施設の改修を実施する。

小学校が 5 ㎞圏内にない場合は、教育省との協議の下、5km 圏

内に 1 箇所の整備を図る。 

 

(2) 技術的受容性評価クライテリア 

改訂した技術的受容性評価クライテリアを、下表に示す。 

表 技術的受容性評価クライテリア 

分野・プロジェクト 技術的受容性評価クライテリア 見直し後のクライテリア 変更理由 

(1)必須分野    

コミュニティ道路改修 道路改修により便益を受ける

人が 100 人/km 以上いる。 

道路維持管理が住民主体

で実施できるよう、沿線上

の 18 歳以上の大人人口が

100 人/km 以上いる。 

道路改修後は、住民主体の維

持管理が必要であり、適正な

人数を確保するため、改定し

た。 

住民組織強化 変更なし   

(2)生計向上分野    

牛耕 追加 牛のトレーニングおよび

牛耕実施者に対するトレ

ーニングを実施できる能

力のある農民、セクター職

員をトレーニング期間中

確保できる。 

トレーニング終了後も、牛の

飼育、牛耕作業についてのア

ドバイスが必要であるため、

プロジェクト実施者が、アク

セスできる範囲に牛耕に関

する知識がある人が居るこ

とが必要である。 

毎日 10 リットル/頭以上の水

供給が可能である。 

訓練期間中の 2 箇月は、牛

を柵内で飼育することを

基本とするので、その期間

は毎日約 20 リットル/頭以

上の水、および餌の供給が

可能である。 

訓練期間中は、柵内での飼育

のため、水および飼料を供給

する必要がある。水の量は、

PP を通じて修正した。 

追加 訓練終了後は、水飲み場お

よび放牧スペースが確保

できる。 

牛の給餌は、飼育上重労働の

一つであり、確実に簡単に実

施できるよう放牧スペース

を確保する必要がある。 

野菜栽培（土づくり・

土壌改良、帳簿管理を

含む） 

技術支援を受けるためのコミ

ュニティ圃場が確保でき、当

該圃場は、野菜栽培が可能で

且つ用水の入手が容易であ

る。 

栽培技術支援が必要な場

合は、技術支援を受けるた

めのコミュニティ圃場が

確保でき、当該圃場は、野

菜栽培が可能で且つ用水

の入手が容易である。 

栽培技術の向上を図るため

に、コミュニティ圃場を技術

の取得の場所として位置付

けた。 

収穫後処理・農産加工 変更なし   

共同集出荷 変更なし   

稲作振興 圃場は概ね平坦（±5cm 以内に

均平が可能）に整備できる。 

水田として概ね平坦な場

所が確保でき、圃場を平坦

（±5cm以内に均平が可能）

に整備可能である。 

均平作業は、地形が平坦では

ない場所では扱い土量が増

えるため、概ね平坦であるこ

とが望ましい。 
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分野・プロジェクト 技術的受容性評価クライテリア 見直し後のクライテリア 変更理由 

畜産 継続的に実施していく 5 人程

度の住民グループがある。 

継続的に実施していく７

から 10 人程度の住民グル

ープがある。 

豚舎の掃除、給餌、給水作業

は、毎日必要で、日替わりで

実施していくのが現実的で

あったため。 

追加 豚舎の周りに柵を設け、他

の動物や、関係者以外の人

が直接アクセスできない

構造を確保できる。 

柵のない豚舎を使用した村

では、豚ペストへの感染が見

られた。 

追加 ローカル種の豚を飼育し

ている村では、ローカル種

から豚舎を隔離（100m 以

内に近付けない）できる。 

ローカル種が発病しない病

気でも改良豚は発病するも

のもあるため、村人が気付か

ない内にローカル種が感染

源となる。 

飼料となる農産物（サトウキ

ビ、ムギ、ソルガム等）の栽

培が可能である。 

飼料となる農産物（サトウ

キビ、ムギ、ソルガム等）

を栽培している。または、

配合飼料の購入が可能で

ある。 

 

養蜂 変更なし   

養殖 変更なし   

生産物運搬 共同出荷を希望する 3 人以上

の住民グループがある。 

牛耕グループと連携して

の活動が可能である。 

人引きのカートは需要が限

定的なため。 

(3)生活改善分野    

植林（モリンガ、街路

樹を含む） 

追加 苗木に供給できる水が確

保できる。 

 

改良カマド 変更なし   

識字教育 追加 識字教育に必要なチョー

クや黒板消し等の消耗品

を継続的に確保できる体

制を教師と生徒の間で協

議して決定しておく。 

消耗品の調達を教師が担い、

それが負担となっている村

があった。 

手工芸 変更なし   

給水施設・維持管理 変更なし   

(4)公共施設改善分野 

保健医療環境改善 追加 整備に必要な砂利、砂、木

材等を整備前に受益村全

てが協力し準備する。 

整備前に受益村で協力する

事により、整備作業も円滑に

進んだ。 

保健アニメーター育成 変更なし   

教育施設環境改善 変更なし   

 

(3) 整備水準 

改訂した整備水準を下表に示す。 

表 整備水準 

分野・プロジェクト 整備水準および仕様 見直し後の整備水準 変更理由 

(1)必須分野    

コミュニティ道路

改修 

追加 フィーダー道路改修はコミ

ュニティ道路改修後とする。 

基幹道路が整備されていない

と効果が発現されないため。 

追加 フィーダー道路は上記の整

備水準によらず、状況を鑑み

て決定する。 

裨益人口が違うため、整備水準

は落としても良い。 
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分野・プロジェクト 整備水準および仕様 見直し後の整備水準 変更理由 

住民組織強化 道路維持管理を住民主体

で実施し、各村均等に維持

管理区間を割り振る。 

世帯数で距離を決定する 村内の作業従事人数が違うた

め。 

活動実施前には、道路維持

管理指導者と住民対象に

研修を実施する（道路維持

管理指導者：計 5 日間、住

民：計半日）。 

活動実施後も、年 1 回×3 年程

度、維持管理者研修を実施す

る。 

継続的な技術の取得が必要で

あるため。 

住民主体の維持管理活動

は、サロンゴの一環として

実施し、住民をグループに

分けて、村人 1 人当たり月

1 回は必ず維持管理作業に

従事する。 

世帯数が尐ない場合、村人を

グループに分けない。 

月 1 回道路の日を設け、全村

一斉に作業する。 

グループに分けると、作業人員

が尐数になる村落があるため。 

主要コミュニティ道路か

ら離れている村は、維持管

理はそのフィーダー道路

のみを実施する。 

世帯数とフィーダー道路の

距離により、主要コミュニテ

ィ道路の維持管理を実施す

るか柔軟に決定する。 

余力があれば多尐の作業の実

施は必要である。 

維持管理用の道具は、各村

に配布し、住民主体で管理

する。 

村長が管理し、必要に応じて、

維持管理者が借り受ける。  

住民で判断し、村長が管理する

ことにしている。 

維持管理費の確保を考え

る。案は以下の通り。 

・通行料 

・土地所有者からの徴収 

・PP からの利益の徴収  

          等 

維持管理費の確保を考える。

案は以下の通り。 

・通行料 

・土地所有者からの徴収 

・PP からの利益の徴収 

・村人からの寄付金 等 

多様な案を試行し、尐しでも維

持管理費の捻出に寄与するた

め。 

(2)生計向上分野 

牛耕 2 頭立てでの可能耕作面積

は、1 日当たり約 0.25ha 

2 頭立てでの可能耕作面積

は、初年度は、期待できない。

2 年度以降は、1 日当たり約

0.25ha。 

PP 実績より、初年度は牛の体

力および作業者が慣れていな

いため期待できない。 

野菜栽培 高床式の苗床の整備 氾濫原で苗を作る場合は、高

床式の苗床の整備 

 

サトウキビ残滓など現地

で入手可能な材料による

マルチの実施 

サトウキビ残滓や草など現

地で入手可能な材料による

マルチの実施 

 

収穫後処理・農産加

工 

変更なし   

共同集出荷 変更なし   

稲作振興 変更なし   

畜産 追加 畜産飼育開始 1 年程度前に住

民に説明し、豚舎の建設、餌

代を確保させる。 

購入資機材確保の期間を設け

る。 

豚舎は、頭数に応じた部屋

を確保する。 

豚舎は、頭数に応じた部屋を

確保するが、初回に導入する

豚は、一対を基本とする。 

餌代の支出を抑える。 

豚舎の周りは、壁を壊され

る場合を想定し、柵を設け

る。 

豚舎の周りは、豚舎に直接動

物や関係者以外が近づかない

よう、また壁を壊される場合

を想定し、柵を設ける。 

感染症に配慮する。 

養蜂 蜂箱 6 個程度の規模とす

る。 

同左 変更無し 



コンゴ民主共和国バ・コンゴ州カタラクト県コミュニティ再生支援調査 

モニタリング・レポート 要旨 

 S - 8  

分野・プロジェクト 整備水準および仕様 見直し後の整備水準 変更理由 

養殖 追加 稚魚は可能な限り近隣村よ

り入手する。 

近隣村は似た環境を有してい

ることから、適合性が高いと考

えられる。 

生産物運搬 人力で運搬する場合 1m x 

2m 程度のリヤカーとし、

枠は鋼製とする。 

- 活動機会が非常に尐ないため、

このタイプは除外する。 

(3)生活改善分野 

植林 変更なし   

改良カマド 変更なし   

識字教育 追加 現地語（キコンゴ）およびフ

ランス語の読み書きとする。 

実用的な言語の教育という目

的を明確にした方が住民も理

解しやすい。 

手工芸（ビニール袋

再利用） 

変更なし   

給水施設・維持管理 変更なし   

(4)公共施設改善分野 

保健医療環境改善 変更なし   

保健アニメーター

養成 

主要疾患である下痢、マラ

リアに対する、紙芝居を用

いた予防に関する啓発活

動。 

住民ニーズの高い活動であ

る「マラリア対策」「家族計

画」「食事前やトイレ後の手

の洗浄」「飲料水用水場の清

掃管理」に関する紙芝居と用

いた啓発活動の実施を図る。 

住民ニーズを踏まえて内容を

強化した。 

教育施設環境改善 変更なし   

 

2.4 モニタリング結果の Kimpese モデルへの適用 

モニタリングを通じて確認された結果から、モデル化のために、①実施手順の見直し、②地区

選定基準（クライテリア）の設定、③プログラム／プロジェクトの組合せの再検討、④計画全体

の評価（インパクト等）を実施した。①、③の結果については 4 章に記す。 

(1) 計画全体の評価（インパクト） 

モニタリング結果から Kimpese モデルの評価をし、推奨する理由を次に示す。 

① コミュニティ活動への参加促進：村落間の関係改善による共同作業が実施される。また、道

路改修により維持管理作業労働が軽減すること等により、コミュニティ活動への参加が促

進される。 

② コミュニティの融和・協調：開発委員会での意見交換や村落間での共同作業を通じ、コミュ

ニティでの融和・協調が図られ、村落間のコンフリクト、ジェラシーが抑制される。 

③ 地域経済活動の活性化：村落へのアクセスの改善および住民の生計向上による購買能力が向

上することにより、外部プライベートセクターによる経済活動の活性化が期待される。 

④ 開発パートナーによる開発支援の促進：コミュニティ機能の強化やアクセスの改善により開

発支援が受けやすい環境が整う。 

(2) モデル策定におけるデータ分析と普及の留意事項 

Kimpese モデル展開に当たって、モニタリングの結果から得たプロジェクト遂行における留意
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点は、以下の通りである。 

① 適正な技術水準と投入量：高度な技術や過度な労働が伴う活動は、持続性が確保できない。

したがって、地域住民にとって適正な技術水準と投入量を設定する。 

② 運営維持管理費の確保：道路など施設の運営維持管理に必要な費用については、計画時か

ら住民に対する説明を行い、住民の合意を形成する。 

③ 地域資源の活用：対象地域に賦存する人的資源を含めた地域資源の活用や、関連機関と情

報を共有することにより、事業実施の円滑化を図る。 

④ 土地問題：道路用地を含め、施設用地に関する土地問題等が生じないよう、対象コミュニ

ティへの説明と、関連行政機関との情報共有を行う。 

⑤ コンフリクト：プロジェクトのメンバーと非メンバー間での裨益の差によるコンフリクト

が生じないように、メンバー選定時にはコミュニティ内で十分な話し合いを行う。また、

コミュニティ内で情報の共有を図る。 

 

第 3 章 コミュニティ開発計画の改訂 

第 3 年次に実施したモニタリングの結果を踏まえ、改訂したコミュニティ開発計画の概要は、

下に示す通りである。 

コミュニティ開発計画の概要 

(a) 対象地域：Kimpese セクター内の Kilueka ルートおよび Nkondo ルート沿いの 21 村落 

(b) 対象期間：2010 年から 2014 年の 5 カ年（本調査期間を含む） 

(c) ターゲットグループ：対象地域住民、州内の DECO・DVDA 職員  

(d) 開発ビジョン：持続的にベーシック・ヒューマン・ニーズ（Basic Human Needs、以下 BHN）

が満たされ、コミュニティ機能が強化され、紛争に対する耐性が強化される地域となる。 

(e) 目標計画年：短期計画 3 年(2010-2012 年)、中期計画 2 年(2013-2014 年) 

・短期計画：プログラムの内容が継続的に実施され、住民主導型コミュニティ開発の基盤作り 

・中期計画：カウンターパートにより、対象地域内でプロジェクトの普及 

(f) 開発目標： 

①開発目標 BHN を満たすだけの最低限の収入を確保する 

②生活環境が改善し、コミュニティでの生活に満足する 

③公共サービスが充実し、継続して住民が便益に与る 

(g) 開発目標実現のためのプログラム： 

(1) 必須プログラム ①コミュニティ道路改修、②住民組織支援・強化 

(2) 生計向上プログラム ③農業生産性向上、④生産物付加価値向上、⑤収入源多角化 

(3) 生活環境改善プログラム ⑥自然環境改善、⑦生活環境改善 

(4) 公共施設改善プログラム ⑧公共施設整備 
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(h) 開発プログラムの実施主体 

①実施主体 

*コミュニティ開発委員会：既存の村開発委員会を横断的にまとめ、主体的に開発プログラ

ムを実施するプロジェクトの根本組織 

*プロジェクト別住民組織：プログラム毎に構成される住民グループ 

②監督者 

*セクター：開発委員会の活動の監理、指導を実施 

③サポート機関 

*その他行政機関：DVDA は道路維持管理に関する監理指導、保健省傘下 Kimpese 保健ゾー

ンは保健に関する分野について監理指導を実施。 

*NGO・NPO：近隣の NGO/NPO について、個々の分野について指導、援助の実施 

*国際援助機関：CTB が道路維持管理、UNICEF が保健・教育・水分野について援助を実施 

(i) プロジェクトのモニタリング体制 

* プロジェクトの継続性のために、セクターおよびコミュニティ開発委員会のメンバーによる

モニタリング体制を構築 

(j) 新規プロジェクトおよび返済金 

* 生計向上に係るプロジェクトについては、プロジェクト開始前の一時金およびプロジェクト

実施期間中の毎年の返済金の義務をグループに課す 

(k) ルート・ゾーンごとの開発計画の内容 

* コミュニティ開発計画は、村ごとに実施するプロジェクト、ゾーンごとに実施するプロジェ

クトおよびルートで実施するプロジェクトから構成される。内容は以下の通り。 

 

項目 内容 

(1) プロジェクトの内容(プ

ロジェクトシート) 

プロジェクトの内容および実施手順は、プロジェクトごとにプロジェクトシ

ートに整理。プロジェクトシートには、目的、目指す成果、実施体制、受容

性評価クライテリア、整備水準および仕様、便益および活動計画表を含む。 

(2) 各村で実施するプロジ

ェクトの内容 

プロジェクトは、住民の要望を前提とし、受容性クライテリアを満足する村

で導入される。すなわち、住民の要望があっても、地理的条件などのクライ

テリアが満足しない村では、プロジェクトは導入しない。 

(3) プロジェクト毎の事業

量の算定 

プロジェクトの実施に当たっての事業量は、プロジェクトの目的や実施内容

によって、世帯数が基準となるもの、村内での普及の可能性があるため、村

での投入量を最小単位としているものなどに設定する。 

(4) 村毎の事業量および事

業費 

 

村毎の事業量および事業費は、上述の“(2)各村で実施するプロジェクトの内

容”で記載したようにプロジェクトの実施村を選定し、“(3)プロジェクト毎の

事業量の算定”で算出した単位当り（世帯）の投入量をもとに、村毎の投入量

を決定する。 

(5) コミュニティ開発計画

マトリックス 

各ルートのコミュニティ開発計画の内容は、PDM として取りまとめた。 

 

第 4 章 コミュニティ開発計画のモデル 

本報告書で提案したコミュニティ開発計画策定とコミュニティの機能強化の方策を他地域へ普
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及（水平展開）させることを目的に一連のプロセスをモデル化し、Kimpese モデルと命名した。

内容は以下の通り。 

4.1 Kimpeseモデルのコンセプト 

Kimpese モデルにおけるコンセプトは、本調査のモニタリングを元に次のように設定する。 

① 末端行政機関および地域コミュニティの機能強化：「コ」国の人材や行政機関のコミュニテ

ィ開発能力を育成・強化 

② 人的・物的ネットワークの構築（コミュニティ道路改修）：地域開発の柱となる交通網を確

保するためにコミュニティ道路を改修整備 

③ 組織の整備：プロジェクトの継続性を確保するため、道路維持管理作業も含めプロジェク

トを実施する組織を整備する。対象コミュニティ全体では、村長で構成される開発委員会、

村レベルでは、村開発委員会、プロジェクト別住民組織で構成される。 

④ 総合的な開発アプローチの実施：持続的なコミュニティの機能強化を実現するために、活

動の継続性を確保する。住民が主体的に開発に参加するアプローチによりコミュニティの

特性（自然資源、人的資源）を生かしたプロジェクトを導入し生活レベルの向上を図る。 

4.2 Kimpeseモデルの内容 

Kimpese モデルに含まれる内容は、コミュニティ開発計画の①計画の内容とプロジェクトを実

行するまでの②実施手順である。 

(1) 計画の内容の概要 

計画の内容に含まれるも項目は、大きく、①開発ビジョン／目標／目標年次と②プログラム／

プロジェクトである。以下に概要を示す。 

表 開発ビジョン／目標／目標年次 

項目 内容 

開発ビジョン 持続的にベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHN）が満たされ、コミュニティ機能が強化され、

紛争に対する耐性が強化される。 

目標 開発目標 1(生計向上分野）：BHN を満たすだけの最低限の収入を確保する。 

開発目標 2(生活環境改善分野）：生活環境が改善し、コミュニティでの生活に満足する。 

開発目標 3(公共施設改善分野）：公共サービスが充実し、継続して住民が便益に与る。 

目標年次 全体を短期（3 年）と中期(2 年)の計 5 年計画とする。 

短期計画（3 年）：プログラムの内容が継続的に実施され、住民主導型の体制の基盤作り。 

中期(2 年)：短期計画の中でトレーニングを受けた行政組織や NGO の技術者により、短期計画

期間中に構築されたモデルの改善を行い、プログラムがさらに、対象地域内外に水平

方向に波及する期間とする。 

 

表 プログラム／プロジェクト内容と投入時期 

分野 プログラム プロジェクト 

①必要投入量を初期段階から投入するプログラム／プロジェクト 

必須 
・コミュニティ道路改修 コミュニティ道路改修 

・住民組織支援・強化 住民組織支援・強化 
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分野 プログラム プロジェクト 

生活環境改善 
・自然環境改善 植林 

・生活環境改善 改良かまど、識字教育、手工芸、給水施設・維持管理 

公共施設改善 ・公共施設整備 
保健医療環境改善、保健アニメーター 

教育施設環境改善 

②中間評価時に投入量を再検討するプログラム／プロジェクト 

生計向上 

・農業生産性向上 牛耕、野菜栽培、稲作振興 

・生産物付加価値向上 収穫後処理・農産加工、共同集出荷、生産物運搬 

・収入源多角化 畜産、養蜂、養殖・水産加工 

  

(2) 実施手順の概要 

実施手順の概要は下表に示す通りである。計画策定のステップは、ステップ１（対象地区の選

定）からステップ７（効果算出）までの７つで構成され、ステップに従って現地の情報収集・整

理を行なうことにより、コミュニティ開発計画が策定される。 

表 実施手順 

実施ステップ 項目 アウトプット 

ステップ１：計画対象

地域の選定 

1)クライテリアを用いて対象地区の選定 

①ロングリストの作成、②現地調査、③優先順位

付け 

・計画対象地区（ロングリスト） 

ステップ２：優先ルー

ト（道路）と改修区間

の決定 

1)道路改修範囲の把握 ・対象地区のコミュニティ道路の

改修対象区間、改修施設の概要 

・ショートリスト 

ステップ３：事業主体

の決定（コミュニティ

開発委員会等の設立） 

1)対象地区におけるステークホルダー間のコン

センサスビルト 

・実施体制の整備：コミュニティ

開発委員会の設立 

ステップ４：コミュニ

ティプロファイリン

グの実施と現状の解

析 

1)対象地域の特性確認 ・コミュニティプロファイルデー

タ：人口、世帯数、公共施設、主

要作物、水質 

2)地元のニーズの把握 ・地元ニーズ 

3)現況の課題の分析/阻害要因の把握 ・阻害要因：3.3 参照 

4)開発のポテンシャルの分析・分類 ・開発のポテンシャル：3.4 参照 

5)主要課題（解決すべき課題）の分析 ・主要課題の分野別分類：3.5 参照 

ステップ５：開発計画

の構想とアプローチ

の設定 

6)開発計画策定にかかる基本方針の策定 ・基本方針：3.6 参照 

7)コミュニティ開発計画の基本構想立案 

①主要課題に対する対策の設定 

②開発ビジョン、開発目標の設定 

・主要課題の対策：3.7 参照 

・開発ビジョン/目標/目標年次：3.7

参照 

8)構想実現のためのアプローチの設定 

①開発プログラムの策定（コミュニティ道路整備

を含む） 

②実施体制の整備 

・開発プログラムの内容：3.8.1 参

照 

・プロジェクト実施体制（ルート・

村） 

ステップ６：実証項目

を活用した開発計画

策定 

9)コミュニティ開発計画の策定 

①ルート、ゾーン、村における実施プログラムの

決定 

②事業の規模と水準の設定 

③活動計画（目標年における）の設定 

・コミュニティ開発計画 

-技術的受容評価クライテリア 

-整備水準および仕様、事業規模 

・開発計画における活動計画 

ステップ７：開発計画

に係る事業効果の算

定 

10)事業効果の算定 

 プロジェクトごとの便益 

・事業効果の基準：プロジェクト

シート参照 

 *表内、文後の数字は、本文中の参照する章を示す。 
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第 1 章 序章 

1.1 調査概要 

1.1.1 背景 

本調査対象地域のあるバ・コンゴ州は、コンゴ民主共和国（以下「コ」国と表記）に存在する

11 州の 1 つで、「コ」国最西端の州である。北にコンゴ共和国、南にアンゴラ共和国、東にキン

シャサ特別州（首都 Kinshasa を含む）およびバンドゥンドゥ州、西にアンゴラ共和国カビンダ州

と接し、「コ」国で唯一外洋（大西洋）と接する州として国家レベルの経済活動および物流の重要

な拠点であるとともに、その地理的特徴により、アンゴラ共和国からの難民の流入が繰り返され

てきた地域である。 

気候は年間を通して温暖で、雤期と乾期の差が明らかであるものの雤量が豊富な上、コンゴ河

水系の潤沢な水資源を有する農業地帯である。当地域では、長年に亘る内戦の影響により、農業・

物流を中心とする経済活動が停滞し、農業生産や雇用問題に多大な影響を及ぼしているほか、基

礎生活基盤の未整備等によるコミュニティの疲弊・貧困層の拡大が深刻化している。 

調査対象地域である同州中部 Cataractes 県 Kimpese セクターでは、アンゴラ共和国の内戦によ

り 60 年代から難民の流入が始まり、それら難民の一部は、「コ」国・アンゴラ共和国両国政府の

微妙な政治的配慮の中でアンゴラ共和国へ強制出国される一方、地元コンゴ民人と婚姻関係を結

ぶ等により定住、共生している難民も多く存在するばかりでなく、コンゴ民人として同化してい

る難民も尐なくない。その後、アンゴラ共和国の内戦が激化したことにより、90 年代以降にも難

民が大量に流入したため、地元地域住民との間で地域資源の利用における負荷が拡大している。

このような背景より、難民との共生を促進しつつ地域資源の利用と保全および住民間のコンフリ

クトを調整し、解消する様な社会秩序を形成するためのコミュニティの機能と連携を強化するこ

とが重要となっている。このため、同地域における農業生産性の改善により、住民の生計と基礎

生活環境を改善し、難民流入による地域負荷の軽減を図り、コミュニティレベルの紛争への耐性

能力を向上させ、さらには「コ」国全土の紛争を終結せしめ、平和の配当を尐しでも住民に供与

することが喫緊の課題である。 

1.1.2 目的 

本調査の目的は以下の 4 項目である。 

 住民主体のコミュニティ開発を実施・展開するための方策を明らかにする。 

 コミュニティ開発計画策定のプロセスを通し、コミュニティの機能強化を図り、アンゴラ

難民の定住による同地域の負荷を軽減する。 

 緊急復興事業（道路改修）によるアクセスの確保、コミュニティ間の交流の促進、物流の

向上を図る。 

 上記事業が平和構築に資するための紛争分析を実施する。 
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1.1.3 対象地域 

調査対象地域は、首都キンシャサから南西に約 220km の距離にあるバ・コンゴ州 Cataractes 県

の Kimpese を起点に、北東方向に 18 ㎞の距離に位置する Kilueka Site および北西方向に 20 ㎞の距

離に位置する Nkondo Site に至る 2 本の道路の影響圏域内とし、各道路沿い 11 村、10 村の合計 21

村を調査対象村として選定した。なお、本調査において、対象地域を縦断する 2 本の道路をそれ

ぞれ Kilueka ルート、Nkondo ルートと呼ぶこととし、それぞれの沿線周辺を個々のコミュニティ

とする。 

1.1.4 実施体制 

本調査のカウンターパート機関は、中央政府農村開発省（Ministère du Développement Rural）で

あるが、実務的な観点から、中央政府農村開発省のみならず、調査対象地域のあるバ・コンゴ州

のコミュニティ開発を担当する部署に所属する職員をカウンターパートとして配置し、本調査を

実施した。これらカウンターパートに対しては、本調査終了後まで技術移転を継続的に実施した。 

表 1.1.1  カウンターパートリスト（第 2 年次調査終了時点：2010 年 1 月） 

番号 氏名 専門分野 所属 職位 

1 
Mrs. Josephine Pacifique LOKUMU 
ESEMOTI 

農村女性
活動支援 

中央農村開発省 コンセイユ 

2 
Mr. MUNDEKE OLENGAWEDY 
Michel 

農村開発 
中央農村開発省 

コミュニティ開発局 
コミュニティ
開発局長 

3 Mr. LUSIAMA MAKOBELE Andre 農村開発 バ･コンゴ州農村開発省* ｲﾝｽﾍﾟｸﾀｰ代理 

4 Mr. BIKAWA MAKIESE 農業経済 バ･コンゴ州農村開発省* コンセイユ 

5 Mr. LUTETE LUKANDA Germain 経済 バ･コンゴ州政府 コンセイユ 

6 Mr. MUANDA NEKONO Honore 農学 Kimpese・セクター 農村開発課長 

*正式名称は、バ・コンゴ州農業・農村開発・漁業・畜産・中小企業振興省 

 

1.2 調査結果の概要 

第 2 年次までの活動として、まず、開発の主要課題や阻害要因等の分析後、基本方針を策定し、

基本構想として、開発ビジョン、開発目標、目標年次を設定した。 

対象地域のコミュニティの将来像として設定した開発ビジョンは、「持続的にベーシック・ヒュ

ーマン・ニーズ（BHN）が満たされ、コミュニティ機能が強化され、紛争に対する耐性が強化さ

れる」であり、それに到達するための開発目標は、生計向上分野としては「BHN を満たすだけの

最低限の収入を確保する」、生活環境改善分野としては「生活環境が改善し、コミュニティでの生

活に満足する」、公共施設改善分野としては「公共サービスが充実し、継続して住民が便益に預か

る」を挙げた。 

短期計画の計画期間は 2010 年から 2012 年の 3 年間とし、住民主導型コミュニティ開発を行う

ための基盤作りの期間として位置付け、対象村において優先度の高い開発プロジェクトを実施す

る。中期計画の計画期間は 2013 年から 2014 年までとし、短期計画の中で住民主導型コミュニテ

ィ開発や各開発プログラムに関係した技術移転を受けた行政機関職員や NGO 技術者により、短期
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計画期間中に構築されたコミュニティ開発計画モデルの改善を行い、そのモデルがさらに、対象

地域内外に普及・展開（水平展開）する期間とする。 

さらに構想実現のためのアプローチとして、開発プログラムを策定し、実施体制を整備した。

対象地域のコミュニティ開発計画内の開発プログラムは、開発目標達成のための効果発現を促進

し、地域の安定をもたらすツールとして①必須分野であるコミュニティ道路改修、住民組織強化、

②生計向上分野である農業生産性向上、生産物の付加価値向上、収入源多角化、③生活環境改善

分野である自然環境改善、生活環境改善、④公共施設改善分野である公共施設整備から構成され

ている。実施体制は、開発プログラムを実施主体である住民組織、前述した行政機関職員および

NGO 技術者を主要なアクターとして構築されている。 

上記のように、コミュニティ開発計画は、基本方針の策定、基本構想としての開発ビジョン、

開発目標および目標年次の設定、構想実現のためのアプローチとしての開発プログラムの策定、

実施体制整備を、統合的に盛り込み策定した。 

また、コミュニティ開発計画の策定プロセスについては、「コ」国のようなポスト・コンフリク

ト国における状況を考慮し、コミュニティ開発の持続可能性を高め、道路機能を良好な状態に保

ち続けることを目的とし、道路維持管理に係る費用の捻出を考慮にいれた総合開発的アプローチ

を採用することが必要である。このアプローチを用いて本調査で提案された Kilueka ルートの改修

とコミュニティ開発を一体的に実施するコミュニティ開発計画モデル（＝「Kimpese モデル」）を

対象地域周辺のみならず、他地域へと適用することが望まれる。 

このような視座に立ち、第 3 年次においてはパイロットプロジェクトのモニタリングを実施し、

その結果を活用しコミュニティ開発計画を改定した。さらに、本調査の調査手法、構想および住

民主導型コミュニティ開発計画策定に至る一連のプロセスを、ガイドライン的に整理した。この

ガイドラインを含む調査報告書（本調査ファイナル・レポート）が、コミュニティ開発を担う行

政機関職員にとって、コミュニティ開発計画策定に当たる際の資料となることに期待する。 

 

1.3 Kimpeseモデル 

本調査で提案したコミュニティ開発計画策定とコミュニティの機能強化の方策を他地域へ普

及・展開（水平展開）させることを目的に、一連のプロセスをモデル化した。この開発モデルを

本調査対象地域の地名から Kimpese モデルと命名した。ここで Kimpese モデルとは、幹線道路に

接するコミュニティ道路の改修と、当該道路沿線の 10 村落程度から構成される新たなコミュニテ

ィの枠組みを主体として、道路や共有するインフラ施設の維持管理と生計向上や生活改善等のコ

ミュニティ開発を一体的に進める開発モデルである。 

1.3.1 モデル構築の背景 

Kilueka ルート、Nkondo ルートには、Kilueka Site、Nkondo Site と呼ばれる旧アンゴラ難民サイ

トがあり、本調査開始直前の 2007 年 3 月まで UNHCR によりアンゴラ難民を対象に人道支援が実
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施されていた。このため、これら旧難民サイトと周辺の村落の間には、農地の賃借、利用権の扱

い等々の土地問題と、人道支援を受けることの可否によるジェラシーの発生等のコンフリクトが

存在していた。また、旧難民サイト以外の村落では、部族やクランが同一の村落が存在し、婚姻

も進むなど共存に向かう状況が認められる一方、クランが異なる村落間での協働や情報共有の習

慣は無く、村落単位でコミュニティ活動を実施する状態に留まっており、これがコミュニティの

機能を改善するための阻害要因になっていた。 

一方、「コ」国の財政状況から判断して、多くのコミュニティ道路の改修に必要な財源手当ては、

例え開発パートナーの支援を考慮しても、当分の間、困難であると予想される。このため、僅か

でもコミュニティ道路の改修が促進されることに期待し、改修後の維持管理については主たる利

用者である沿道に居住する住民がこれに当たることが、財源確保の観点からも重要であった。 

1.3.2 新たなるコミュニティの提案 

維持管理の主体を考えるとき、対象となる公共インフラ施設の性格に配慮する必要がある。都

市インフラ施設と地方インフラ施設の整備では維持管理の性格は異なる。都市インフラ施設は受

益者が不特定多数に及ぶため、整備の優先性が高く予算の手当ても容易であることから、その初

期投資（整備）と維持管理を、公の機関が主体となり実施すべき性格を有する。一方で人口密度

が粗であり、受益者が限定的な地方インフラ施設については、それぞれの村落毎にインフラ施設

を整備することは困難で、複数の村落で共用することが前提となる。また、受益者が主体となっ

て維持管理に従事する必要性を有し、この状況はコミュニティ道路に限らず、対象地域内に整備

されている小学校や保健所も同様である。 

インフラ施設を共用する複数の村落が、共用する対象地域内の小学校や保健所についての維持

管理をなぜ適切に行ってこなかったのか。その理由として以下の事が考えられる。 

① 隣接する村落間には人道支援を受けることができるか否かでジェラシーがあった。 

② 人道支援が実施されている環境下では、援助に依存し自立が抑制されてしまう。UNHCR が

支援を完了した 2007 年 3 月で人道支援のニーズは満たされ、復興支援の開発ステージに入

った。 

③ 隣接する村落間には土地の貸借や売買の思惑が相互に異なり、土地問題を抱えていた。 

これらのコンフリクトや課題により、インフラ施設を利用する数村の村落の住民が共同で施設

の維持管理に当たることを阻害していた。 

このため、道路維持管理に携わる村落の住民により構成される組織（ルクンガ渓谷開発委員会）

を設立するとともに、この委員会を新たなコミュニティの枠組みとして提案し、道路沿線の住民

が自ら定めたルールの下に共通の目的を持ち活動することで、共同体の意識が醸成されるととも

に、対象地域の社会秩序が形成され、平和の構築に資することを図った。提案したコミュニティ

の枠組は、道路維持管理の主体となる沿道の受益住民が居住する 10 村前後の村落を対象（計画対

象地域選定の目安：道路延長約 20km、18 歳以上の人口密度約 100 人／km
2）とした。 
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1.3.3 道路改修・維持管理と一体的に実施すべきコミュニティ開発プログラム 

道路改修・維持管理と一体的に生計向上、生活改善、環境保全等のコミュニティ開発に係る活

動を実施するとともに、それらの収益の一部を道路維持管理のコスト（道路補修員人件費）に充

当し、道路の機能を保つことでコミュニティ開発の効果を確実にする。なお、道路の改修・維持

管理を優先する理由として、以下の事項が考えられる。 

① 道路は他のインフラ施設と比較し排除性が低い特性を持ち、地域内に平等な裨益をもたらす

ため、対象コミュニティの参加を促すことが容易なこと 

② 道路改修事業を実施し、同事業に対象村落の住民を参加させることにより、村落間の融和と

協調が促進され、新たな枠組みのコミュニティの形成が期待できること 

③ 対象地域の農業生産物等の流通が改善され、経済活動が活性化されることにより、対象コミ

ュニティの自助・共助の機能が高まることが想定され、コミュニティ開発の実現化に資する

こと 

④ 道路の機能が保持されていれば、他のコミュニティ開発プログラムの効果の発現が見込める

ことから、NGO を含む様々な開発パートナーとの協調が促進されること 

1.3.4 コミュニティ道路の改修における留意点 

コミュニティが主体となり維持管理に当たることを前提とした道路改修が必要であり、整備水

準が住民の労働レベル、技術レベルを超えぬよう配慮した。具体的には、縦断勾配 5%以上はコン

クリート舗装、それ以下の勾配の区間はラテライト舗装とすることにより、通年に必要な維持管

理は、側溝の泥上げ、路面の整形、周辺の草刈り等の簡易な作業となる。コミュニティ道路は物

流を主目的とする産業道路もしくは、都市道路ではないため、大型車両が設定速度以上で通行し

ない配慮が必要である。また、交通事故の増加等、負のインパクトが生じない様に配慮し、幅員

は路肩込みで 5m、大型車両の交差のために待避場を適宜設置した。また、将来の他地域への普及・

展開を考慮し、改修のコスト低減に努めた。 

 

1.4 本報告書の構成 

本報告書は全 4 章で構成されている。第 1 章では第 2 年次までの活動、第 2 章では活動のモニ

タリングおよび分析結果等を記している。第 3 章では、第 2 章で記した内容を、“1.2  第 2 年次

までの活動”で略述したコミュニティ開発計画に反映させ、コミュニティ開発計画改訂版を記し

ている。第 4 章では、第 2 章で記した内容および第 3 年次で新規に実施したコミュニティ開発計

画モデルについての評価を踏まえ、コミュニティ開発計画を担う行政機関職員にとってさらに有

益な資料となるべくコミュニティ開発計画モデルの詳細を記している。 

さらに、本調査開始時期から第 3 年次までに発生した本調査による正負の影響を明らかにする

とともに、本調査プロジェクトレベル PNA を更新し、巻末に添付した。 
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第 2 章 第 3 年次の活動：モニタリングとモデルの検証 

第 3 年次の活動としては、パイロットプロジェクト（以下 PP と表記）のモニタリングを実施し、

その結果を第 2 年次に策定したコミュニティ開発計画の改訂、および本コミュニティ開発計画を

他地域へ波及させるためのモデル構築（Kimpese モデル）のために利用する。また、住民組織支

援・強化プロジェクトの一環として、プロジェクトの効果発現に重要なコミュニティ道路の機能

維持のために、道路維持管理研修を継続して実施する。モニタリングにおける作業全体の流れを

図 2.1 に、またその内容を以下に示す。 

(1) モニタリング・分析：ワークショップ、アンケート表を使用しての聞き取りを通じて必要な情

報を収集し評価した。（“2.2  モニタリング結果および分析”参照） 

(2) 住民組織支援・強化プロジェクトの実施（道路維持管理研修）：道路維持管理能力の強化を図る

ため、各村落の維持管理指導者を対象に雤期後の道路維持管理研修を実施した（“2.1.2  住民

組織支援・強化プロジェクトの実施”参照)。 

(3) コミュニティ開発計画の改訂：コミュニティ開発計画の個々のプロジェクト・プロフラムの内

容、道路維持管理の内容および実施体制については、上記モニタリング結果を整理し、必要に

応じて改訂した。（“2.3  コミュニティ開発計画改訂へのフィードバック”参照。最終的に改訂

した計画は、第 3 章に記載） 

(4) モデル構築：策定した開発計画が他地域へ普及拡大するための方策を含む“モデル”構築のた

めに、上記モニタリング結果の内容を分析する。分析した内容を整理し、コミュニティ開発計

画のモデル（Kimpese モデル）を構築した（第 4 章に記載）。 

 

パイロットプロジェクトの実施 

Nkondoルート開発計画 

Kiluekaルート開発計画 

(1) モニタリング分析
（2.1、2.2） 
・パイロットプロジェク

トのモニタリング 

(3) コミュニティ開発計画の改訂へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ（2.3） 
・プロジェクト・プログラムの内容の見直し 

適正な事業規模、 技術受容性クライテリア、 
整備水準、  プロジェクト毎の実施体制、 
コミュニティ道路維持管理計画 

・開発計画の実施体制の詳細設定 

第 3章 

コミュニティ開発計画 

第 4章 コミュニティ開発計画のモデル （Kimpeseモデル） 

(4) モデル作成のための評価（2.4） 
・実施手順の見直し 
・地区選定基準（クライテリア）の設定 
・プログラム／プロジェクトの評価 
・計画全体の評価（インパクト等） 

1－
2
年
次

 
3
年
次
 

①技術的クライテリアの検証、②

PPの優先度の検証、③活動の継続

性の検証、④コミュニティ開発計

画におけるプログラムの設定 

計画案より一部 PP 実施 

結果を計画案へ反映 

計画の改訂 

モデルの構築 

活用 

活用 

反映 

反映 

図 2.1 作業のフロー 

（2）住民組織支援・強化プロ 

ジェクトの実施（道路維持管
理活動） 
(2.1.2) 
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2.1 第 3年次の活動内容 

第 3 年次は第 2 年次までに実施した①PP のモニタリングおよび②改修した道路の維持管理研修

を実施した上で、この結果をコミュニティ開発計画の改訂およびモデル構築の 2 つに反映させた。 

2.1.1 パイロットプロジェクトのモニタリング 

全村を対象に、州職員およびセクター職員が中心となり、PP の評価ワークショップを各村約半

日をかけ実施した。次に、本ワークショップの結果を踏まえ、各村の村長を対象とした聞き取り

調査を実施した。また、ベースライン調査に回答し、かつ PP に参加した世帯の中から約 20 世帯

を選定し、簡易な家計調査を行った。これらの結果については、コミュニティ開発計画の改訂及

びモデル作成にも反映させた。 

(1) コミュニティ開発計画の改訂のためのモニタリング 

PP のモニタリングで検証した項目は、第 2 年次に策定したコミュニティ開発計画で設定した①

適正な事業規模、②技術的受容性評価クライテリア、③適正水準、および④プロジェクト毎の実

施体制の 4 項目である。検証項目毎の内容および方法を、下表に示す。なお、検証すべき項目お

よび内容は、当該コミュニティ開発計画が、住民主体で実施・展開していくことを目指している

ことから、適切な事業規模や技術水準および整備水準となるよう留意した。 

表 2.1.1 開発計画改訂のための検証項目 

検証項目 内容 方法 

①適正な事業規

模 

設定した開発目標を達成するための事業量を決定す

るため、個々のプロジェクトの成果を定量的・定性

的に把握し、整理した。 

PP の結果を、現地調査および質問表

を用いたアンケート調査により、必

要な情報を収集した。 

②技術的受容性

評価クライテ

リア 

導入するプロジェクトは、地域資源や人的資源に左

右されるものも有り、対象地域の村々で一律な計画

を策定しても、適切な資源が無い村では実施するこ

とは出来ない。このように、事業実施に当たって事

前に確認すべき内容を、技術的受容性評価クライテ

リアとしてプロジェクト毎に整理した。 

PP の実施状況および結果を、現地調

査により、必要な情報を収集した。 

③整備水準 各々のプログラム／プロジェクトの整備水準は、1)

想定している活動の成果が達成可能である、2)住民

主体で実施可能である、という二つの側面から整備

水準を検証した。 

PP において、現地調査および質問表

を用いたアンケート調査により、必

要項目のデータを収集した。 

④プロジェクト

毎の実施体制 

プロジェクトを実施するに当たっての実施体制で

は、住民グループ内の役割分担、プロジェクトにお

けるルクンガ渓谷開発委員会の役割、行政や他の援

助機関の指導や支援について整理した。 

PP の実施状況および結果を現地調

査により確認した。また、ルクンガ

渓谷開発委員会および住民グループ

代表とのワークショップ、セクター

職員、関連 NGO 等と打合せ・協議

により、必要な情報を収集した。 

 

(2) モデル構築のためのモニタリング 

さらに、策定したコミュニティ開発計画をモデルとして、他地域に普及・拡大することを目的
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とし、他地域でコミュニティ開発計画を展開するに当たっての実施手順や基本的な設定条件など

下記の 4 つの項目を整理した。 

表 2.1.2 モデル構築のための検証項目 

検証項目 内容 方法 

①実施手順の見直し コミュニティ開発計画を他地域で策定す

る場合の策定手順を、既に策定したコミ

ュニティ開発計画をもとに、「コ」国行政

機関職員が策定できるよう見直した。 

第 2年次までの計画策定を C/Pと共同で

行なった実績、経験および C/P の意見を

反映させ実施手順を改訂した。 

②地区選定基準（クライ

テリア）の設定 

地区選定におけるクライテリアを設定す

る。クライテリアの内容は、本調査対象

地区での活動結果を踏まえ、同様な成果

が期待できる地区を選定するための項目

とした。 

PP の実施状況および結果を現地調査・

アンケート調査により、情報収集し整理

した。特に、道路改修整備による効果や

改修後の道路維持管理の課題を整理し、

クライテリアを設定した。 

③プログラム／プロジ

ェクトの組合せ 

個々のプログラム／プロジェクトの活動

が期待する成果を達成するか、また、設

定している開発目標を達成するか、PP を

通じて検証した。 

各プログラム／プロジェクトの活動状

況・結果を現地調査およびアンケート調

査により、必要な項目のデータを収集し

た。 

④計画全体の評価（イン

パクト等） 

策定した開発計画が設定している開発目

標やビジョンを達成するための課題など

を整理した。 

経済、社会、実施体制、その他効果の項

目において、開発計画の実施におけるイ

ンパクトを PP のモニタリング（アンケ

ート調査や現地調査）を通じて得た情報

をもとに評価した。 

 

2.1.2 住民組織支援・強化プロジェクトの実施（道路維持管理活動） 

(1) 維持管理の必要性 

土砂系舗装の道路において、恒久的に道路を利用するためには、日常的な維持管理が不可欠で

ある。道路の維持管理は、一般的には行政機関の仕事であり、Nkondo ルートについては、州道で

あるため公共インフラ省の管轄であるが、2003 年に CTB による道路の改修完了後、道路維持管

理組織として CLER Kiasungua
1が設立され、道路維持管理を担当している。Kilueka ルートの維持

管理は、バ・コンゴ州農村開発省の農道局（DVDA）の管轄である。しかし、どの組織について

も予算の不足から、積極的な道路維持管理の実施は期待できないのが現状である。 

このような状況に鑑み、本プロジェクトでは、Kilueka ルートにおいては、対象地域の住民と住

民組織を中心とした道路維持管理体制を構築し、改修工事完了後に活動を開始した。 

第 2 年次までに、各村で 3 人ずつ選定した道路維持管理指導者と村人対象の計 3 回の維持管理

研修と、道路維持管理指導者に対し改修工事中にオンザジョブ-トレーニング（On-the-Job Training、

以下 OJT と表記）による道路関連の技術移転を実施し、道路維持管理における知識、技術の移転

を図った。これらを通じ、道路維持管理指導者は、道路維持管理に必要な基礎的な知識、技術を

                                                
1 CLER とは、道路維持管理を住民参加により実施するために設立された NPO である。CTB が地方道路の整備と改修を推進す

るにあたり、整備後および改修後の維持管理を CLER により実施する事を義務付けている。2003 年に整備された Nkondo ルート

の維持管理をする組織が、CLER Kiasungua である。 
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学んだ。ただし、コミュニティ道路は、改修後初めての雤期（2009 年 11 月-2010 年 4 月）を経験

し、道路の小規模な補修が必要となり、技術の応用力が試されている。この雤期期間中の作業は、

調査団による作業管理はできていない。 

かかる事情から、第 3 年次に道路状況、維持管理の活動状況のモニタリングにより現況を把握

し、さらに必要とする研修を行い、改修後の雤期、乾期における活動の強化を図った。 

(2) 研修目的 

Kilueka ルート沿いの各村には、第 2 年次に道路維持管理研修を受けた 3人の維持管理指導者（各

村の住民）を対象に、雤期後に再度下記の目的で研修を実施することで、今後の道路の維持管理

活動を強化した。 

①道路維持管理の重要性の啓発 

②雤後に必要な維持管理活動の内容の説明 

・道路面の壊れた箇所の埋戻し／転圧／道路脇の草刈、排水路／横断側溝の清掃、修復 

・路面の整形、雤水排水 

・雤期の車輛通行止め方法 

③土のうによる道路の補修方法の説明 

(3) 研修内容 

研修内容は以下の通りである。 

①日時－第 3 回維持管理者研修：5 月 14 日、15 日 

②場所－維持管理者対象トレーニング：Nkondo 村、Kilueka 村道路沿い 

③参加者－各村の維持管理者 3 人×10 村落 

講師－DVDA、CLER Songololo、セクター、JICA 調査団 

④目的：維持管理の重要性に関する啓発（特に雤期）、雤期の道路維持管理方法の説明、土のう

を用いた技術的説明と実践 

⑤内容 

・プログラム 

日付 場所 テーマ 

5 月 14 日 

午前 

Nkondo 村 開会の辞、研修の目的、道路維持管理の重要性 

雤期および雤期後における道路維持管理作業 

維持管理作業に対する意見交換 

・維持管理作業の分担方法 

・維持管理用道具の管理方法 

昼食休憩 

午後 Nkondo 村 土のうを用いた維持管理技術の説明 

Nkondo-Kilueka 間において維持管理作業が必要な箇所の認識と対策の説明の

ための現地視察 

5 月 15 日 

午前 

Nkondo 村 作業内容の説明 

道路維持管理実習 

午後 Nkondo 村 道路維持管理実習 

詳細研修内容および結果を、ANNEX 1 に示す。 
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2.1.3 緊急復興事業（Kilueka ルート改修）のモニタリング 

(1)瑕疵検査の実施 

緊急復興事業の Kilueka ルートの改修工事は、2010 年 11 月 21 日に瑕疵保証期間（1 年間）の期

限を迎えるため、それに先立つ 11 月 6 日(土)に、下記の要領にて瑕疵検査を実施した。結果とし

ては、検査時に数点の瑕疵は見られたものの、業者により期限までに修復を終えた。よって、瑕

疵期限終了証明書を契約書通り瑕疵保証期間後に発出した。 

項目 内容 

①参加者 ・JICA コンゴ民主共和国駐在員事務所：吉水担当、マリアンヌ担当 

・カウンターパート：DVDA バ・コンゴ州 Soki（コーディネーター）、Bernabe（キンペ

セ担当エンジニア） 

・バ・コンゴ調査団：宿谷、滝川、ローカルエンジニア 

・契約業者：AFRITEC；Pierre Muamba（契約書署名者）、Nlembo（現場マネージャー） 

②方法 ・午前 9 時から、始点より現場の確認。発注者、施工監理者、請負業者の 3 者が、コンク

リート舗装部、橋梁、道路横断工、コンクリート側溝、盛土状況を確認。瑕疵検査表に

状況を記入する（ANNEX 7 に添付） 

③検査結果 ・コンクリート舗装工にて、ひび割れ、ブロックの接続部の欠損が数か所においてみられ

たため、11 月 21 日の保証期間の終了までに修復することで合意を得た。 

④検査後 ・上記の瑕疵は、保証期限までに、契約業者の責任で修復している。 

・11 月 21 日に、施工監理者（ローカルエンジニア）によって、最終的なルートの確認を

実施し、すべての瑕疵の修復を確認している。レポートは JICA コンゴ民事務所に提出

した。それをもって、瑕疵保証期限終了証明書を発出し、瑕疵保証書を契約業者に返却

している。 

 

(2)施工業者の力量（和文のみ） 

Kilueka ルートの施工は、入札の結果、最低価格で応札した AFRITEC という業者が請け負った。

この業者は、「コ」国人のオーナーの建設業者として、公共事業省における業者評価は B ランクで

あり、道路工事の経験も豊富である。このため、本件事業の整備水準であれば、施工に関る技術・

所有建機数・種類の観点おいて、受託可能な潜在的な力を有している。 

ただし、工事完工後 1 年以内の瑕疵検査前後に、施工監理者の承諾を得て以下の項目において

修復を実施している。 

項目 内容 対策 

①コンクリー

ト舗装部 
・ブロック数十か所におけるヒビ

の混入 

 

・ブロック間の接続部の欠け 

・浅い場合は、表面をはつり、モルタルにて修復。

ひび割れ防止筋まで到達している場合は、取り

壊しコンクリートを打ち直し（1 箇所） 

・アスファルトにて、接続部の補強 

②橋梁部 ・塗装の剥げ ・塗装し直し 

③横断暗渠部 ・暗渠管内側のヒビ ・内側よりモルタルにより修復 
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瑕疵の状況から、本施工業者においては、以下の評価を与える。 

①複数の建設機械を保有しているものの、老朽化が進み、実稼動建機保有台数が限られている。

建機の度重なる故障による作業の遅延が品質の低下をもたらしている。 

→コンクリートにおいては、ミキサー車の不足、故障、コンクリートプラントの量水計の故

障等により、品質の保持の困難性を招いた。 

②工程・品質管理は、技術者、特にプロジェクトマネージャーの技能に左右されるが、「コ」国

全体でも技術者の不足は深刻である。今回は、プロジェクトマネージャーが、品質管理、工

程管理の十分な知識を有しておらず、円滑な工程進捗、品質保持の困難性を招いた。 

→作業進捗の遅れから、工期終盤には夜間工事を行ったが、照明等のハード面のｆ不足、技

術者の適切な指示の不足から、夜間打設したコンクリートの品質の低下がみられた。 

「コ」国内の限られた施工業者の中では、本業者も選択肢の一つとなるが、工程・品質の保持

に関して、以下の事項を提言する。 

①ラテライト舗装においては、転圧機械、均平作業用のグレーダーは用意でき、試験等による

品質管理の下、一定の成果は得られる。ただし、盛土部は、転圧厚等の確認等の十分な監理

は必要となる。 

②コンクリートにおいては、建機の不足、資材の調達管理の不備、適切な技術不足から、一定

の品質を得ることは難しい。また、低品質の型枠の転用等から、仕上がり状況も悪い。品質

の保持については、施工監理者による指導が必要となる。そのため、工程計画を立てるさい

には、十分な期間を確保すべきである。 

③進捗の監理において、工期の遅れが品質の低下につながるため、工事当初から、遅延におけ

る罰則金等を意識させ、週、月毎の目標数値を設定しつつ監理することも必要である。また、

有事の際の本社のバックアップ体制も当初から確認することが肝要である。 

④仏語圏では、契約書において「10 年間の瑕疵保証」を設定する慣習がある。当該国でも、そ

のような瑕疵保証期間を設定することもあり、業者では、瑕疵があれば補修すれば良いとい

う考えがみられた。日本の援助で現地業者に建設を委託する場合、契約形態の違いや瑕疵の

考え方の違いを事前に十分に説明する必要がある。 

(3)キンシャサ周辺の施工業者：今後の建設工事の委託の展望（和文のみ） 

キンシャサ周辺の施工業者としては、Afritech 社のほかに、①Safricas、②Malta Forrest、③多国

籍業者（Soger Satom 等)が挙げられる。事前の調査や入札の状況から当該業者の評価は以下のと

おりである。 

業者名 オーナー/本拠地 価格 施工の質 所有機材 その他 

Safricas アメリカ/「コ」国・

ｷﾝｼｬｻ 

高い 良い*2 十分、状態良

好 

採石場・二次製品工場

所有 

Malta Forrest ベルギー/「コ」国・ 比較的低 比較的良 十分、状態良 採石場・二次製品・セ
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業者名 オーナー/本拠地 価格 施工の質 所有機材 その他 

ｷﾝｼｬｻ め*1 い*2 好 メント工場所有 

Afritec 「コ」国/「コ」国・

ｷﾝｼｬｻ 

低い 値段相応 十分、故障多

し 

採石場・二次製品工場

所有 

Soger Satom 仏/西・中央アフリカ

等 

最も高い 良い*2 受注状況に

応じ、搬入 

採石場・二次製品工場

所有 

*1：最近の入札では、入札価格を抑える傾向にあるとのこと。 

*2：ドナー等からの聞き取り 

Afritec 以外は、外国資本の業者であり、相対的に工事費は高くなる。ただし、Malta Forrest は、

今回の入札で、応札価格が Afritec 社と約 4%の差しかなく、事前調査では、自前の工場、比較的

新しい重機を所有していたため、今後の有力な委託業者となる可能性は高い。 

 

2.2 モニタリング結果および分析 

PP のモニタリングは、現地調査およびプロジェクト毎に質問表を用いたアンケート調査により

実施した。生計向上分野、生活改善分野、公共施設改善分野、必須分野別の各 PP のモニタリング

結果およびその結果が上述のどの検証項目に反映するかを、ANNEX 3 に示す。ここでは、これら

の各分野のモニタリング結果を踏まえた上での開発目標への寄与についての分析を“2.2.1  開発

目標への寄与”に、加えて、全体のモニタリング結果を踏まえた Kimpese モデルとして推奨する

根拠を“2.2.2  Kimpese モデル推奨根拠”に示す。 

2.2.1 開発目標への寄与 

本調査では、コミュニティ開発に掲げる開発目標達成のためのプログラムやプロジェクトの一

部を PP として実施してきた。PP として実施してきた結果が開発目標の達成に寄与したかを以下

に示す。本開発計画は、必須分野、生計向上分野、生活改善分野、公共施設分野の 4 分野を柱と

した計画となっており、これらの分野毎にとりまとめた。 

移動時間  以前は乾期でも Kimpese 市から Kilueka Site 村まで 4WD で約 2

時間を要したが、道路改修後は約 30 分の距離となった。 

 

⇒ 必須分野 

 道路改修により、移動時間が

短縮した。 

 

移動手段  以前は Kilueka ルートで運航するタクシーはなかった。本調査実

施後は、Kimpese 市 -Wene 村 500FC、Kimpese 市 -Nkondo 村

1,000FC、Kimpese 市-Kilueka Site 村 1,500FC でタクシーが頻繁に

運航しており、これを利用する住民も多数いる。 

 

⇒ 必須分野 

 道路改修により、村へのタク

シーの往来が可能になった。 

 

収入  収入についての質問に対し、乾期は半数以上が向上したという回

答を得た。これに対し、雤期の収入は向上していない。 

 乾期の収入向上に寄与している野菜栽培に関する PP では、栽培

技術向上による収穫量増、マルチングによる散水作業の低減も収

入増につながっているが、農業用資機材を適時に入手可能とした

ことが、収入増の一番の要因だと推察される。 

 牛耕による耕起作業は、まだ牛耕に慣れる段階で、稼働率が低い

にもかかわらず、雤期の収入が向上したと回答している住民もい

るが、これは、整備が計画されているものを含めて共同集出荷場

⇒ 生計向上分野 

 生計向上分野に掲げるプロ

ジェクトを総合的に実施す

る事により、人々の現金収入

が増加した。 

 収入向上を図るプログラム

は農業生産性向上を主要プ

ログラムとし、乾期の野菜栽

培プロジェクトと、雤期の耕
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により、販売に対する仲買業者の搾取や出荷に対する不安が取り

除かれつつあることが要因として挙げられる。 

 野菜以外では、まだ活動に着手した段階であり、利益が出るのは

本年度以降であるが、上述のように雤期・乾期を通じて収入が向

上しているとの回答が半数程度いることから、PP の活動を通じ

て、PP 以外の活動も活発になっていることが伺える。 

 

地面積拡大のための牛耕プ

ロジェクトを基本にする。こ

れに地域資源や人的資源を

活用した養豚や稲作などの

プロジェクトを資源を有す

る村では追加し、収入が向上

した。 

 

販売品  村から出荷する農産物の量が増加した。Mbanza-Ndamba 村ではオ

クラの出荷量が 1 週間あたり約 60 袋だったが、改修後は、約 80

袋に増加している。同様に、Kisiama 村でもオクラが約 40 袋から

約 50 袋に、Ndembo 村ではタマネギが約 400 袋から約 1,050 袋に

増加している。どの村落でも、オクラ、玉ねぎの平均出荷量は、

2 倍となっている。 

 農産物の売値は、トマト、キャッサバ、玉ねぎは、平均して 1.5-2.0

倍の増加がみられた。 

 

⇒ 必須分野 

 道路改修により、大量の農産

物の運搬が容易になった。 

 

⇒ 生計向上分野 

 大量の農産物の販売が可能

になる事により、住民の収入

が増加した。 

 

購入品  PP 実施により、以前より希望していた物品が購入できるように

なった人が多い。購入したものとしては、プラスチックの椅子、

ラジオ、時計等が挙げられた。更に、購入可能だった人は、発電

機、テレビ等も購入している。また将来は、モーターポンプなど

も購入したいとの希望がある。 

 以前は、日用品等の搬入が難しかったが、タクシー、トラック等

で運搬できるようになり、村落内の物資の量が増えた。 

 3 村落にて、市場が新規に設置され、物品が売られるようになっ

た。 

 現地調査を通じて自転車の量が飛躍的に増加していることが確

認できている。 

 

⇒ 必須分野 

 道路改修により、村へも冷凍

品等が運搬されるようにな

る。村落内の物資の量が増加

した。 

 

⇒ 

 

 

 

 

生計向上分野 

 PP 実施により、以前より希

望していた物品の購入が可

能になった。 

 

家屋  本調査期間中には、家屋の改善はほとんど見られなかった。しか

し、生活必需品がほぼ購入できたら、その後、トタン屋根や壁材

を購入し、家屋の改善を図りたいとの意向が多く挙げられた。 

 

⇒ 生計向上分野 

 生計向上により、まずは生活

必需品を購入し、やがて家屋

の改善が可能となった。 

 

⇒ 生活改善分野 

 当面は現在の家屋で生活し

ても構わないと考えている

が、徐々に家屋を改善したい

住民が多い。 

 

井戸  井戸を整備した 4 村は、住民による安全な水へのアクセスが可能

となった。また、整備した村では、特に子供の下痢が激減した。 

 井戸の利用時間の制限、維持管理のために住民から水費を徴収、

井戸施設を常に清潔に保つなど、井戸管理グループが中心となっ

て維持管理体制も構築されている。 

 

⇒ 生活改善分野 

 井戸整備を優先させて安全

な水へのアクセスを可能と

していく必要がある。 

植林  1 村あたり平均 60 本の苗木の植林が行なわれ、最大 260 本の苗

木が種子から育てられている。また、植林グループによる森林保

全に対する啓発活動も実施されている。しかし、植林した近くで

火入れによる野焼きが行われるなど、無秩序な火入れは減尐して

いない。 

 

⇒ 生活改善分野 

 無秩序な火入れに対しては、

継続的な啓発活動が必要で

ある。 

家事・生

活 

 改良カマドは、現地で入手できる資材で簡単に制作できるもの

の、現時点では、ほとんど普及していない。したがって、薪の使

用量も変わっていない。これは、女性の収入源の一つであるシク

ワン（キャッサバ粉を餅状にした食物）を煮る時には大釜を使用

するため、簡易なカマドでは対応できないことが、原因の 1 つに

挙げられる。また、薪の収集作業も、今のところ切実な問題では

⇒ 生活改善分野 

 改良カマドプロジェクトや

手工芸プロジェクト等は収

入向上や公共施設が整備さ

れた後に実施し、かつ継続し

た啓発活動が必要である。 
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ないこともカマドが活用されない原因である。 

 特に女性のグループ活動を活発にする手段として、識字教育／手

工芸を PP で取り上げた。特に識字教育は、生徒のみならずボラ

ンティで行う先生も必要性は認識しているものの、継続している

のは 4 村中 2 村に過ぎない。他方、手工芸は 2 村ともに継続して

いない。 

 

保健  保健アニメーター2の活動に対して、住民の理解度は把握できて

いないものの、主要疾患であるマラリア、水因性の下痢に対する

啓発活動は、保健アニメーターによると、よく理解されていると

のことである。特に、井戸整備が行なわれた村では、保健アニメ

ーターが主導し、井戸周りの美化が行われている。 

 

⇒ 生活改善分野 

 保健アニメーターにより、水

因性の下痢に対する啓発活

動等が行われた。 

  Kinanga 村にある保健センターは、住民主導で改修作業をした後、

保健省より、看護士が派遣され、活動が継続されている。 

 

⇒ 

 

 

公共施設分野 

 看護士が定着し、継続的な医

療サービスを受けられる。 

 

  施設の運営維持管理費用を捻出するために、保健施設グループが

主体となって共同圃場を整備し、費用確保の活動が開始された。

また、同様に運営維持管理費を必要に応じて確保するために、村

長が住民に対して寄付金に対する説明を行なった。 

⇒  維持の維持管理を通じて、公

共施設に係わるグループが、

運営維持管理の必要性を認

識し、費用確保のための活動

が開始される。 

 

  Kilueka ルートでは救急車が村落まで来るようになった（改修後 2

回）。またタクシーでも病人を搬送した（1 回）。 

 

⇒ 必須分野 

 村落からの病人の緊急輸送

が可能となる。 

 

教育施設  Betelemi 村にある小学校は、住民主導で改修作業をした後、継続

して利用されている。 

 Wene 村の教師の半数は Kimpese 市に居住し、毎日通っているが、

道路改修前は通勤が困難であった。道路改修後は、徒歩や自転車

で、短時間で容易に通勤できるようになった。 

 

⇒ 公共施設分野 

 良好な教育環境で、継続的に

教育が実施される。 

  Kinanga 村に居住していた教師の 1 人が、Betelemi 村の小学校が

修復された後、学校近くの教員用宿舎へ引っ越し、生活している。 

 

⇒  教育環境の改善により、教員

が定着した。 

 

  Betelemi村の小学校の生徒は約 200人だが、教育施設の改修後は、

生徒数が増加した。 

 Wene 村の小学校には、以前は Wene 村と Nkondo 村の生徒しか通

学していなかったが、改修後は Ndembo 村の生徒も来るようにな

った。 

 

⇒  教育環境の改善により、就学

生徒数が増加した。 

 

  毎月末に生徒の親と教師が集まり PTA 会議を開催し、学校の修

復や学費等について協議している。道路改修前の雤期は、遠方に

住む親は PTA 会議に参加できない場合が多かったが、改修後は、

親の出席率が良くなった。 

 

⇒  教育環境の改善により、PTA

会議への親の出席率が向上

した。 

 

  Mbanza-Ndamba 村の学校では、従来の生徒に加え、遠くの村落

（Kisiama 村）からも生徒が来るようになった。 

 以前は、雤期に 5 日程度、雤で道路状況が悪くなり、生徒が来る

事が出来ずに休校になったが、道路改修後は 1 日に減った。また、

学校用の資材・教材が滞りなく調達できるようになった。 

⇒ 必須分野 

 交通網が良くなり、教育環境

も改善される。 

 

                                                
2 保健アニメーターとは、保健センターや保健ポストからの保健や衛生についての伝達事項や留意事項を、地域の人々へ伝達す

る役割を担う人々である。保健アニメーターは、人々のニーズに合った啓発活動や簡易な保健活動を行えるように、保健省の研

修を受講した後になることができ、保健省からの給料は出ないボランティアである。 
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2.2.2 Kimpeseモデル推奨根拠 

本調査（現地調査、計画の策定、PP の実施、モニタリング等）を通じて確認された事項を基に、

Kimpese モデルを推奨する理由を以下に示す通りまとめに当たっては、Kimpese モデルに掲げる(1)

コミュニティ活動への参加促進、(2)融和・協調、(3)経済活動活性化、(4)他の開発パートナーによ

る支援の促進という 4 項目別に整理した。 

(1) コミュニティ活動への参加促進 

1) コミュニ

ティの機能

の強化 

 複数村の村長で構成される開発委員会を核とした連帯

的共働組織が構築され、継続して定例会の開催、サロン

ゴ3の実施、維持管理活動の継続をしている。 

⇒  連帯的共働組織が構築され、村内

の活動が活性化し、活動が継続し

ている。 

 

 住民主導で、学校、保健センター等が改修され、住民が

主体的に維持管理し、継続して利用している。 

⇒  学校、保健センター等の公共施設

の利便が良くなっている。 

 

2) 共同作業

の促進 

 村内の掃除、草取り、側溝の清掃等の共同作業は、以前

より村民共同で実施してきた。本調査実施後は、共同作

業の内容自体が軽くなった上（例：以前は道路脇の草が

すぐに生育し草取りが困難だったが、現在は道路が十分

に締め固められているため雑草の量も尐なくなった）、

村民の更なる積極的な参加が見られるようになったた

め、全体として共同作業の効率が向上した。 

 

⇒  共同作業の目的が明確化し、住民

の積極的参加が促進されるため、

全体として共同作業の効率が向上

した。 

 

  他の村落と共同し次のような活動が見られるようにな

った。共同集出荷場の運営、保健センター・学校の維持

管理作業の実施、サッカー場・教会の共有、牛耕の共同

実施、コミュニティ圃場での共同作業、サロンゴでの共

同作業等 

⇒  村落間の関係が改善されること

で、共同作業が実施されるように

なった。 

 

 

(2) 融和・協調 

1) 村間のコ

ンフリクト

の減尐 

 Wene 村では以前は Kinanga 村との間で何度もコンフリ

クトがあったが、本調査実施以降はコンフリクトの数が

減尐した。 

 

⇒  複数村との共同作業を経るにつ

れ、近隣村落とのコンフリクトが

減った。 

 

 Kilueka ルートの 8 村落、Nkondo ルートの 2 村落で土地

問題等のコンフリクトがあったが、プロジェクト後は 1

回のコンフリクト以外は起こっていない。 

 

⇒  コミュニティ開発委員会を通じた

話し合いにより、土地問題等のコ

ンフリクトが減っている。 

 

 Kilueka ルート沿いのルクンガ渓谷開発委員会 I の書記

官として、委員会メンバーの協議の結果、旧アンゴラ難

民の Kilueka Site 村の代表が選出された。 

 Nkondo ルート沿いのルクンガ渓谷開発委員会 II の副代

表として、委員会メンバーの協議の結果、旧アンゴラ難

民の Nkondo Site 村の代表が選出された。 

 

⇒  出身地に関係なく、能力に応じて

役職が与えられ、村落を超えた協

力体制が構築できた。 

 

 Wene 村、Kiasungua 村等の若者が多く、かつ Kimpese

市や Lukala 市等からの若者の訪問も多い村では、若者

等が農作業をするようになった事が変化として挙げら

れた。また、これに伴い、盗難などの被害も減尐してい

⇒  若者が農作業を実施する事によ

り、地域住民の中での若者の融和

が促進した。 

 

                                                
3 サロンゴとは、モブツ時代に家庭周辺の清掃活動を地域で実施させたことが始まりの共同作業の形態である。都市、農村を問

わず、各人が実施しなければならない。都市部では形骸化している。農村では Duki を中心に週 1 回維持管理作業を実施するこ

と多い。 
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るという印象を持っている村人が多い。 

 

2) ジェラシ

ーの軽減 

 以前は Mpete 村の村長と Nkondo Site 村の旧アンゴラ難

民の代表の間には、人道支援を受ける事が出来るか否か

のジェラシーがあり、話をする事は尐なかった。共同会

議でも互いを非難するような発言が目立っていたが、本

調査実施以降は、頻繁に話をし、協力するようになった。 

 

⇒  難民に対する過去の援助の経験か

ら、互いにジェラシーのあるよう

な村落間もあったが、共同作業を

経る事により、ジェラシーが減っ

た。 

 

 Zamba 村では以前は身なりの良い他村の人が歩いてい

ると、Zamba 村の若者が泥や小石等を投げる等の妬みが

あった。しかし、本調査実施以降は、そのような事を行

う人はいなくなった。 

⇒ 生計が向上することにより、周辺村

の人々の豊かさに対する住民間の妬

みが減尐した。 

 

 

(3) 経済活動活性化 

1) 物流・交

通の活性化 

 Nkondo 村の共同集出荷場では、周辺村落から運ばれた

農産物を、Kinshasa 市や Kimpese 市からやってくる仲買

人に販売している。 

 

⇒  農産物の流通が活性化し、販売が

容易になった。 

 

 以前は徒歩で村から Kimpese 市まで移動していたが、道

路改修後は自転車で容易に Kimpese 市まで行く事が可

能になり往来の頻度も増加した。それに伴い、石鹸や服

や椅子等の生活用品が容易に入手できるようになった。 

⇒  村落内で生活用品等の物資量が増

加した。 

 Nkondo 村では道路改修後、冷凍アジを村で販売する人

が出てきた。道路改修によって所要時間が短くなり、

様々な商品の流通が可能となった。 

 

⇒  村内での冷凍品等の購入が可能に

なった。 

 

 以前は Kilueka ルート内で運航するタクシーはなかった

が、道路改修後は、Kimpese 市-Wene 村：500FC、Kimpese

市-Nkondo 村：1,000FC、Kimpese 市-Kilueka Site 村：

1,500FC でタクシーが頻繁に運航しており、多くの住民

が利用している。 

 

  交通量が劇的に増え、地区外との

アクセスも良くなり、地域内が活

性化した。 

 

2) 外部から

の来訪の増

加 

 Ndembo 村では、外部から耕作に来る人は、以前は約 200

人だったが、約 800 人に増加した。彼らは土地の賃借料

を支払っており、村の収入が増加した（土地所有者は複

数おり、収入増加量の把握は困難だった）。 

 

⇒  外部からの小作人が増加し、土地

の賃借料の収入が増加した。 

 

3) 新規のビ

ジネス 

 6 村落において、私設の製粉機が設置された。 

 3 村落において、商店が設置された。 

 バス停が復活した（Kimpese 市-Kilueka Site 村-Kitobola

村） 

 自動車の免許を取得する村人が出てきた（自動車学校を

村に呼んでいる）。 

 5 村落にて、市場の規模が大きくなった、もしくは新規

に設置された。 

 

⇒  地域内への外部資本等の流入が活

発化し、プロジェクト外でも自発

的な新たなビジネスが展開し始め

た。 

 

(4) 他の開発パートナーによる支援の促進 

1) NGO によ

る支援 

 本調査で改修整備した道路の先である Kilueka Site 村

-Kitobola 村までの道路の改修作業を Agrisud が開始し

た。 

 Agrisud が農民への農業技術指導を実施している。 

 Nkondo 村には共同集出荷場を整備し、周辺村落を含め

た多くの住民が利用している。 

⇒  道路の機能が保持され、農業分野

のコミュニティ開発プログラムの

効果の発現が見込めることから、

近隣NGOの支援の促進が活発化し

た。 
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 Mbanza-Ndamba 村、Ndunguidi 村、Kiasungua 村、Nkumba

村等で、日本の草の根無償資金協力を通じ、同様の共同

集出荷場を整備する予定である。 

 

2) 国際援助

機関による

支援 

 UNICEF が Village Assainie を通じた保健衛生の啓発活

動、井戸やトイレの整備事業を本調査対象地域で実施し

ている。 

 CTB が Nkondo ルートにて、道路維持管理プログラムを

実施、生計向上プログラムとの組み合わせを検討 

⇒  地域内へのアクセスが良くなり、

保健分野のコミュニティ開発プロ

グラムの効果の発現が見込めるこ

とから、国際援助機関との協調が

実現した。 

 プロジェクトのコンセプトが他ド

ナーに評価され、同様のプロジェ

クトが継続される（予定）。 

 

2.3 コミュニティ開発計画の改訂へのフィードバック 

2.3.1 プログラム／プロジェクト内容の見直し 

(1) 適正な事業規模 

プロジェクト毎の適正な事業規模は、次表に示す通りである。 

表 2.3.1 適正な事業規模 

分野・プログラム プロジェクト 事業規模 

(1)必須分野   

①コミュニティ道路

改修 
コミュニティ道路改修 延長 20km 程度で、幅員は路肩込みで 5m の土砂系舗装とした。 

②住民組織支援・強

化 
住民組織支援・強化 10 村前後の村落とした。 

(2)生計向上分野   

③農業生産性向上 

牛耕 

・年間稼働日数：64 日（4 日 x 4 週 x 4 箇月） 

・1 日当りの可能耕作面積：0.25ha 

・作業効率：以下の通り設定した。 

 初年度（殆ど稼動しない） 

 ２年度（20%程度） 

 ３年度（50％程度） 

 ４年度（これ以降 100%稼動） 

・賃耕による収益を利用し、牛の管理や牛耕用機器の修繕を図

る。 

野菜栽培 

・コミュニティ圃場の面積 

 2,000m2を標準とした。 

・普及体制 

村で中心となって野菜栽培をするグループが共同圃場で活

動する事により、若者への自然な普及を目指す。 

④生産物付加価値向

上 

収穫後処理・農産加工 
・生計向上に寄与する適当な加工品や処理が特定できなかった

ので、計画から除外した。 

共同集出荷 
・共同集出荷場の規模 

 200m2（10m x 20m）程度とした。 

⑤収入源多角化 

稲作振興 

・稲作の導入時の栽培面積 

 0.20ha/20 人≒0.01ha/1 人とした。 

・次年度以降は、順次圃場を整備し拡大していく計画とした。 

畜産 

・豚舎の大きさは、1 頭あたり 2mx5m 程度とした。 

・初年度に 1 対の豚を投入し、軌道に乗った 3 年目以降に雄 1、

雌 3 で飼育するものとした。 

養蜂 ・採蜂箱 1 つと蜜箱 1 つで開始し、技術が定着次第、蜜箱の数
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分野・プログラム プロジェクト 事業規模 

を増加した。 

養殖 

・乾期でも流水を確保できる 20mx10m 規模の養殖池を整備し、

30 匹程度の稚魚より開始し、養殖魚の増加に伴い、養殖池の拡

大や増加を図る。 

生産物運搬 
・カートは牛引き用とし、下記を標準カートサイズとした。 

 2 x 3m 程度とした。 

(3)生活環境改善分野 

⑥自然環境改善 植林 ・1 村あたり 100 本を 2,500m2に植林することとした。 

⑦生活環境改善 

改良カマド 
・見本となる村人を中心に、まず継続的な改良カマドの利用を

実施することとした。 

識字教育 

・先生および生徒間の話し合いで、授業内容、授業時間、講師

への謝礼等を事前に決めた上で、キコンゴ語およびフランス語

の識字教育を実施することとした。 

手工芸 
・販売目的ではなく、農閑期等にグループで集まって楽しむ活

動の一つとして実施することとした。 

給水施設・維持管理 ・住民自身で修繕可能なプーリ型の浅井戸とした。 

(4)公共施設改善分野 

⑧公共施設整備 

保健医療環境改善 

・保健センターや保健ポストが近隣にある場合は、既存施設の

改修を実施することとした。ない場合は、保健省との協議の下、

5,000 人に１箇所の保健センター、5km 圏内に 1 箇所の保健ポ

スト整備を図ることとした。 

保健アニメーター 
・既存の保健アニメーターの強化を行った上で、不足している

地域は新規育成を図ることとした。 

教育施設環境改善 

・小学校が 5km 圏内にある場合は、既存施設の改修を実施する

こととした。小学校が 5 ㎞圏内にない場合は、教育省との協議

の下、5km 圏内に 1 箇所の整備を図ることとした。 

 

(2) 技術的受容性評価クライテリア 

第 2 年次のコミュニティ開発計画策定中に設定した技術的受容性評価クライテリアを、PP を通

じて下表に示すように改訂した。 

表 2.3.2 技術的受容性評価クライテリア 

分野・プロジェクト 技術的受容性評価クライテリア 見直し後のクライテリア 変更理由 

(1)必須分野    

コミュニティ道路改

修 

道路改修により便益を受ける人が

100 人/km 以上いる。 

道路維持管理が住民主体で

実施できるよう、沿線上の

18 歳以上の大人人口が 100

人/km 以上いる。 

道路改修後は、住民主体

の維持管理を実施する

ため 

受益者が継続的に維持管理を行え

る既存の組織がある、もしくは組

織の結成、および組織としての維

持管理が可能である。 

同左 変更無し 

本プロジェクトを調整できる行政

機関職員がいる。 

同左 変更無し 

住民組織強化 住民主体の道路維持管理活動をサ

ポートできる組織が存在する、も

しくは事前に十分な維持管理研修

が実施できる。 

同左 変更無し 

(2)生計向上分野    

牛耕 雤期作が可能な未利用地がある。

また、牛耕による耕作の要望が

20ha 程度以上ある。 

同左 変更無し 
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分野・プロジェクト 技術的受容性評価クライテリア 見直し後のクライテリア 変更理由 

牛を管理できる人が 3 人以上いる

住民グループがある。 

同左 変更無し 

- 牛のトレーニングおよび牛

耕実施者に対するトレーニ

ングを実施できる能力のあ

る農民、セクター職員をト

レーニング期間中確保でき

る。 

トレーニング終了後も、

牛の飼育、牛耕作業につ

いてのアドバイスが必

要であるため、プロジェ

クト実施者が、アクセス

できる範囲に牛耕に関

する知識がある人が居

ることが必要である。 

牛のトレーニング用のスペースを

2 箇月間確保できる（5 対程度を同

時期トレーニングするのが効果

的）。 

同左 変更無し 

毎日 10 リットル/頭以上の水供給

が可能である。 

訓練期間中の 2 箇月は、牛

を柵内で飼育することを基

本とするので、その期間は

毎日約 20 リットル/頭以上

の水、および餌の供給が可

能である。 

訓練期間中は、柵内での

飼育のため、水および飼

料を供給する必要があ

る。水の量は、PP を通

じて修正した。 

- 訓練終了後は、水飲み場お

よび放牧スペースが確保で

きる。 

牛の給餌は、飼育上重労

働の一つであり、確実に

簡単に実施できるよう

放牧スペースを確保す

る必要がある。 

発症力のあるツェツェバエがいな

い、いる場合はトラップがある4。 

同左 変更無し 

野菜栽培（土づく

り・土壌改良、帳簿

管理を含む） 

野菜栽培が可能な肥沃な農地があ

る。 

同左 変更無し 

野菜栽培に必要な用水が栽培期間

を通じて確保できる。 

同左 変更無し 

技術支援を受けるためのコミュニ

ティ圃場が確保でき、当該圃場は、

野菜栽培が可能で且つ用水の入手

が容易である。 

栽培技術支援が必要な場合

は、技術支援を受けるため

のコミュニティ圃場が確保

でき、当該圃場は、野菜栽

培が可能で且つ用水の入手

が容易である。 

栽培技術の向上を図る

ために、コミュニティ圃

場を技術の取得の場所

として位置付けた。 

収穫後処理・農産加

工 

農産加工を希望する 5 人以上の住

民グループがある。 

同左 変更無し 

購入して消費している加工品の中

で、既に有効に活用されていない

余剰産物がある。 

同左 変更無し 

共同集出荷 共同集出荷に適する、キャッサバ

やタマネギが栽培されている。 

同左 変更無し 

現在個人で出荷しているため、扱

い量が尐量で、かつ市場までの運

搬手段に苦慮している。 

同左 変更無し 

トラック（仲買業者）が施設にア

クセスできる道路が整備されてい

る。 

同左 変更無し 

稲作振興 栽培期間を通じて、水田を湛水で

きる十分な用水を確保できる。 

同左 変更無し 

                                                
4
 本 PP 対象地域については、Nkondo ルート沿いのツェツェバエは発症力が弱く、Kilueka ルート沿いのツェツェバエは発症力

があるが、Kimpese 保健ゾーンの支援でトラップが設置されている。 
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圃場は概ね平坦（±5cm 以内に均平

が可能）に整備可能である。 

水田として概ね平坦な場所

が確保でき、圃場を平坦

（±5cm 以内に均平が可能）

に整備可能である。 

均平作業は、地形が平坦

ではない場所では扱い

土量が増えるため、概ね

平坦であることが望ま

しい。 

木々を伐採した破片等が土中に混

ざっていない。 

同左 変更無し 

10 人/10a 以上の住民グループがあ

る。 

同左 変更無し 

畜産 継続的に実施していく 5 人程度の

住民グループがある。 

継続的に実施していく７か

ら 10 人程度の住民グループ

がある。 

豚舎の掃除、給餌、給水

作業は、毎日必要で、日

替わりで実施するのが

現実的であったため。 

毎日 5 リットル/頭以上の水供給が

可能である。 

同左 変更無し 

豚舎を整備することができる。 同左 変更無し 

豚舎の床は、十分な強度（コンク

リート構造）を確保できる。 

同左 変更無し 

- 豚舎の周りに柵を設け、他

の動物や、関係者以外の人

が直接アクセスできない構

造を確保できる。 

柵のない豚舎を使用し

た村では、豚ペストへの

感染が見られた。 

- ローカル種の豚を飼育して

いる村では、ローカル種か

ら豚舎を隔離（100m 以内に

近付けない）できる。 

ローカル種が発病しな

い病気でも改良豚は発

病するものもあるため、

村人が気付かない内に

ローカル種が感染源と

なる。 

飼料となる農産物（サトウキビ、

ムギ、ソルガム等）の栽培が可能

である。 

飼料となる農産物（サトウ

キビ、ムギ、ソルガム等）

を栽培している。または、

配合飼料の購入が可能であ

る。 

 

養蜂 蜂が採蜜できる樹木や花が多数あ

る。 

同左 変更無し 

民家や子供の遊び場が近くにな

い。 

同左 変更無し 

農作物の中に、蜂が巣を作る危険

性のある植物（バナナ等）を近く

で栽培していない。 

同左 変更無し 

 

養殖 乾期でも養殖池が干上がらない水

量が確保できる。 

同左 変更無し 

また、雤期には外水位が養殖地の

堤体より高くならない場所があ

る。 

同左 変更無し 

養殖池への供給可能な水源があ

り、水源の水位は、養殖池への重

力による供給が可能である。 

同左 

 

変更無し 

 

生産物運搬 尐量の農産物を販売する時に、労

賃を支払って Kimpese までの運搬

を依頼する住民が多い。 

同左 変更無し 

共同出荷を希望する 3 人以上の住

民グループがある。 

牛耕グループと連携しての

活動が可能である。 

人引きのカートは需要

が限定的なため。 

運搬機が通行可能な道路がある。 同左 変更無し 

(3)生活改善分野    

植林（モリンガ、街 植林に対する要望が強いととも 同左 変更無し 
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路樹を含む） に、火入れ防止、植林の重要性を

他の住民に対しても啓発していく

住民グループがある。 

継続的に実施していく 5 人程度の

住民グループがある。 

同左 変更無し 

 苗木に供給できる水が確保

できる。 

 

改良カマド 改良カマド導入の意欲がある住民

がいる。 

同左 変更無し 

識字教育 識字教育の教員となることが出来

る住民が村内にいる。 

同左 変更無し 

識字教育を望む住民と教員間で、

受講料に関する取り決めが結ばれ

る。 

同左 変更無し 

- 識字教育に必要なチョーク

や黒板消し等の消耗品を継

続的に確保できる体制を教

師と生徒の間で協議して決

定しておく。 

消耗品の調達を教師が

担い、それが負担となっ

ている村があった。 

手工芸（ビニール袋

再利用） 

ビニール袋を利用した手工芸に興

味を示す人々がいる。 

同左 変更無し 

給水施設・維持管理 10m 程度より浅いところで水源が

確保できる。 

同左 変更無し 

維持管理用に必要な水費が徴収で

き、簡単な維持管理が可能である。 

同左 変更無し 

(4)公共施設改善分野 

保健医療環境改善 - 整備に必要な砂利、砂、木

材等を整備前に受益村全て

が協力し準備する。 

整備前に受益村で協力

する事により、整備作業

も円滑に進んだ。 

改修の程度は、住民によって整備

可能な、壁や屋根などの補修程度

である。 

同左 変更無し 

現地で入手可能な資機材は、住民

によって提供される。 

同左 変更無し 

改修工事に必要な職人（大工、石

工など）が、受益者によって提供

される。 

同左 変更無し 

保健ポストの運営維持管理のため

の資金調達を、住民からの寄付や

学校農園から徴収できるシステム

が構築できる。 

同左 変更無し 

受益者がグループを組織し、継続

的に施設を維持管理する 

同左 変更無し 

保健アニメーター育

成 

読み書きが出来、保健アニメータ

ーの活動を希望する住民がいる。 

同左 変更無し 

かつ、保健アニメーターの啓発活

動をボランティアで実施できる。 

同左 変更無し 

教育施設環境改善 改修の程度は、住民によって整備

可能な、壁や屋根などの補修程度

である。 

同左 変更無し 

現地で入手可能な資機材は、住民

によって提供される。 

同左 変更無し 

改修工事に必要な職人（大工、石

工など）が、受益者によって提供

される。 

同左 変更無し 

学校の運営維持管理のための資金 同左 変更無し 
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分野・プロジェクト 技術的受容性評価クライテリア 見直し後のクライテリア 変更理由 

調達を、住民からの寄付や学校農

園から徴収できるシステムが構築

できる。 

受益者がグループを組織し、継続

的に施設を維持管理する。 

同左 変更無し 

 

(3) 整備水準 

技術的受容性評価クライテリア同様に、整備水準についても PP を通じて改訂した。その内容を

下表に示す。 

表 2.3.3 整備水準 

分野・プロジェクト プロジェクトの整備水準および仕様 見直し後の整備水準 変更理由 

(1)必須分野    

コミュニティ道路

改修 

ラテライト舗装（舗装厚 20cm 程度）と

する。 

同左 変更無し 

路面侵食防止の為、勾配 5%以上の区間

はコンクリート舗装とする。 

同左 変更無し 

道路幅員は 4m とし、雤水排水のために

排水路（土水路）を整備する。 

同左 変更無し 

- フィーダー道路の改修

はコミュニティ道路の

改修後とする。 

接続する道路が整備

されていないと効果

が発現されないため。 

- フィーダー道路は上記

の整備水準によらず、状

況を鑑みて決定する。 

裨益人口が違うため、

整備水準は落として

も良い。 

維持管理は住民組織による。 同左 変更無し 

住民組織強化 道路維持管理を住民主体で実施し、各

村均等に維持管理区間を割り振る。 

世帯数で距離を決定す

る（表 2.3.4 参照）。 

村内の作業従事人数

が違うため。 

各村 3 人ずつの維持管理者を育成する。 

その中から 6km 毎に 1 人の道路維持管

理監督者を選定する。 

同左 変更無し 

活動実施前には、道路維持管理指導者

と住民対象に研修を実施する（道路維

持管理指導者：計 5 日間、住民：計半

日）。 

活動実施後も、年 1 回×3

年程度、維持管理者研修

を実施する。 

 

住民主体の維持管理活動は、サロンゴ

の一環として実施し、住民をグループ

に分けて、村人 1 人当たり月 1 回は必

ず維持管理作業に従事する。 

世帯数が尐ない場合、村

人をグループに分けな

い。 

月 1 回道路の日を設け、

全村一斉に作業する。 

 

主要コミュニティ道路から離れている

村は、維持管理はそのフィーダー道路

のみを実施する。 

世帯数とフィーダー道

路の距離により、主要コ

ミュニティ道路の維持

管理を実施するかどう

かを柔軟に決定する。 

余力があれば多尐の

作業の実施は必要で

ある。 

Kimpese 市内を通過する区間(1.4km)に

ついては、市が維持管理作業を実施す

る。 

同左 変更無し 

維持管理者への技術的サポートは、

CCSO、DVDA の職員から受ける。 

同左 変更無し 

維持管理用の道具は、各村に配布し、

住民主体で管理する。 

村長が管理し、必要に応

じて、維持管理者が借り

受ける。 

住民で判断し、村長が

管理することにして

いる。 
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分野・プロジェクト プロジェクトの整備水準および仕様 見直し後の整備水準 変更理由 

維持管理費の確保を考える。案は以下

の通りである。 

・通行料 

・土地所有者からの徴収 

・PP からの利益の徴収 等 

維持管理費の確保を考

える。案は以下の通りで

ある。 

・通行料 

・土地所有者からの徴収 

・PP からの利益の徴収 

・村人からの寄付金 等 

 

(2)生計向上分野 

牛耕 牡牛 2 頭立て 同左 変更無し 

鋤は鉄製 同左 変更無し 

牛耕が可能となる訓練を 2 箇月実施 同左 変更無し 

2 頭立てでの可能耕作面積は、1 日当た

り約 0.25ha 

2 頭立てでの可能耕作

面積は、初年度は、期待

できない。2 年度以降

は、1日当たり約 0.25ha。 

PP 実績より、初年度

は牛の体力および作

業者が慣れていない

ため期待できない。 

野菜栽培（土づく

り・土壌改良、帳簿

管理を含む） 

高床式の苗床の整備 氾濫原で苗を作る場合

は、高床式の苗床の整備 

 

直播ではなく移植栽培 同左 変更無し 

サトウキビ残滓など現地で入手可能な

材料によるマルチの実施 

サトウキビ残滓や草な

ど現地で入手可能な材

料によるマルチの実施 

 

現地で入手可能な草木を主体としたコ

ンポスト 

同左 変更無し 

収穫後処理・農産加

工 

販売用ではなく自家消費用の加工品と

する（例えばトマト煮）。 

同左 変更無し 

共同集出荷 一箇所の集出荷場を、近隣の村と共同

して使用する。 

同左 変更無し 

施設規模は 200m2程度とする。 同左 変更無し 

小動物の食害を防ぐため、床、壁はコ

ンクリート作り、屋根はトタンとする。 

同左 変更無し 

稲作振興 水源からの導水は、土水路とする 同左 変更無し 

水位の堰上げは、草木など現地で入手

可能な材料を使用する。 

同左 

 

変更無し 

水田一筆あたりの均平は±5cm 以内とす

る。 

同左 変更無し 

直播ではなく移植とする。 同左 変更無し 

イネの生育期間中を通じて、水深 10cm

程度を保つ。 

同左 変更無し 

ひこばえを期待し、穂刈りとする。収

穫は、ひこばえを含めて 2 回とする。 

同左 変更無し 

畜産 - 畜産飼育開始 1 年程度

前に住民に説明し、豚舎

の建設、餌代を確保させ

る。 

購入資機材確保の期

間を設ける。 

豚舎は、頭数に応じた部屋を確保する。 豚舎は、頭数に応じた部

屋を確保するが、初回に

導入する豚は、一対を基

本とする。 

餌代の支出を抑える。 

豚舎の構造は、豚が壊さない程度に頑

強なものとするが、その材料は、レン

ガ、竹など現地で入手可能な材料とす

る。 

同左 変更無し 

ただし、床についてはコンクリート作

りとする。 

同左 変更無し 

豚舎の周りは、壁を壊される場合を想

定し、柵を設ける。 

豚舎の周りは、豚舎に直

接動物や関係者以外が

感染症に配慮する。 
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近づかないよう、また壁

を壊される場合を想定

し、柵を設ける。 

養蜂 蜂箱 6 個程度の規模とする。 同左 変更無し 

養殖 養殖池は 20m x 10m 程度とし、水深を

50cm 以上確保する。 

同左 変更無し 

水源から養殖池への導水は土水路とす

る。 

同左 変更無し 

養殖池の堤体を水が越流しないよう、

余水吐け用のパイプ（直径 20cm 程度）

を設置する。 

同左 変更無し 

- 稚魚は可能な限り近隣

村より入手する。 

近隣村は似た環境を

有していることから、

適合性が高いと考え

られる。 

養殖池の一角に、魚の餌を供給する草

木、残飯の置き場を整備する。 

同左 変更無し 

生産物運搬 人力で運搬する場合 1m x 2m 程度のリ

ヤカーとし、枠は鋼製とする。 

- 活動機会が非常に尐

ないため、このタイプ

は除外する。 

畜力で運搬する場合 2m x 3m 程度のリ

ヤカーとし、枠は鋼製とする。 

同左 変更無し 

(3)生活改善分野 

植林（モリンガ、街

路樹を含む） 

森林保全に用いる苗木は、種子から作

成することを基本とする。 

同左 変更無し 

苗木は、ビニールポットで作成し、直

播とはしない。 

同左 変更無し 

一村あたりの植林面積は最大 2,500m2

程度とする。 

同左 変更無し 

改良カマド 素焼きのレンガと粘性土によって整備

する。 

同左 変更無し 

直径 30cm 程度のなべ用とする。 同左 変更無し 

識字教育 授業は、簡単な黒板を用いて行う。 同左 変更無し 

 現地語（キコンゴ）およ

びフランス語の読み書

きとする。 

実用的な言語の教育

という目的を明確に

した方が住民も理解

しやすい。 

手工芸（ビニール袋

再利用） 

ビニール袋を活用した手工芸の場合、

ビニール袋の裁断用のはさみと、編み

棒（サイズ 1 号程度）による作業とす

る。 

同左 変更無し 

地域資源（ツルなど）を活用した手工

芸の場合、ツル加工用のカッターナイ

フによる作業とする。 

同左 変更無し 

給水施設・維持管理 洪水による氾濫水の影響が尐ない場所

に設置する。 

同左 変更無し 

井戸枠はコンクリートとする。 同左 変更無し 

井戸底は、砕石、砂などによるフィル

ターを設ける。 

同左 変更無し 

ハンドポンプは設置せず、ツルベ式と

する。 

同左 変更無し 

雤水、洪水の井戸への流入や雑物の流

入を防ぐために、井戸枠は地面より高

い位置（50cm 程度）まで整備し、また

蓋を設ける。 

同左 変更無し 

受益者から水費を徴収し、それを運営 同左 変更無し 
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維持管理用の財源とする。 

(4)公共施設改善分野 

保健医療環境改善 床、壁のコンクリート仕上げや屋根材

の交換など、住民が整備可能な範囲と

する。 

同左 変更無し 

関係者から負担金を徴収し、これを保

健施設の運営維持管理用の財源として

確保する。 

同左 変更無し 

コミュニティ農園を運営し、学費なら

びに運営維持管理用の財源として活用

する。 

同左 変更無し 

保健アニメーター

養成 

主要疾患である下痢、マラリアに対す

る、紙芝居を用いた予防に関する啓発

活動。 

住民ニーズの高い活動

である「マラリア対策」

「家族計画」「食事前や

トイレ後の手の洗浄」

「飲料水用水場の清掃

管理」に関する紙芝居と

用いた啓発活動の実施

を図る。 

住民ニーズを踏まえ

て内容を強化した。 

教育施設環境改善 床、壁のコンクリート仕上げや屋根材

の交換など、住民による整備可能な範

囲とする。 

同左 変更無し 

関係者から負担金を徴収し、これを学

校の運営維持管理用の財源として確保

する。 

同左 変更無し 

学校農園を運営し、学費ならびに運営

維持管理用の財源として活用する。 

同左 変更無し 

 

表 2.3.4 Kilueka ルート維持管理区分 

村落 世帯数 人口(人) 
担当距離(km) 

当初計画 モニタリング後 改訂 

Kimwana 43 - 1.8 2.6 0.70  

Ndembo 28 123 1.8 3.4 0.46  

Wene 142 526 1.8 2.4 2.32  

Nkondo 57 123 1.8 2.0 0.93  

Ndunguidi 22 88 1.8 1.3 4.61  

Kinanga 282 85 1.8 1.4 0.47  

Kishiama 29 150 1.8 1.4 1.72  

Mbanza-Ndamba 105 403 1.8 1.0 1.63  

Kilueka 100 400 1.8 1.1 3.76  

Kilueka Site 230 662 1.8 1.4 0.70  

Kimpese 市   1.4 1.4 1.40 

  計   18.00 

 

(4) プロジェクト毎の実施体制 

プロジェクト毎の実施体制は、下表に示す通りである。 

表 2.3.5 実施体制 

分野・プログラム プロジェクト 実施体制 

(1)必須分野   

①コミュニティ道路

改修 

コミュニティ

道路改修 

・コミュニティ道路の改修は、ドナーの援助の下、現地のコントラクタ

ーを活用する。 

・施工監理のために、複数人の技術者を雇用する。 
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分野・プログラム プロジェクト 実施体制 

②住民組織支援・強

化 

住 民 組 織 支

援・強化 

・道路維持管理は、各村 3 人ずつの維持管理者を育成し、その管理の下、

村人によって実施する。 

・6km 毎に 1 人の道路維持管理監督を選定する。 

・維持管理活動開始後 5 年間は、CCSO、DVDA によって、技術的アドバ

イス、セクターによって作業の状況が管理される。中・短期計画にお

ける維持管理活動計画は表 2.3.6 を参照 

・通行料の収入により、維持管理者への支払い、必要資材の購入を実施 

 

(2)生計向上分野   

③農業生産性向上 

牛耕 

・住民グループ：グループの構成は、リーダー、牛耕作業者、会計の担

当が最低限必要である。 

・セクター職員、牛耕局職員および牛耕指導者：トレーニング期間およ

びその後の牛耕に関する指導を随時行う。 

・関連技術者：牛が病気の時に、住民グループがアクセスする。 

野菜栽培 

・住民グループ：グループの構成は、リーダー、会計、資機材の管理担

当が必要である。 

・セクター職員、NGO：コミュニティ圃場での栽培技術の指導。1 名で、

3 村から 5 村程度を指導する。 

④生産物付加価値向

上 

収穫後処理・

農産加工 
適当な加工品が決まらず、計画から除外する。 

共同集出荷 

・住民（施設利用者）：施設近隣の数村を、利用対象村とする。 

・住民グループ（施設管理者）：管理責任者 1 名、会計 4 名程度（対象村

から 1 名は参加）で構成する。 

・セクター職員、NGO：運営維持管理に関する助言指導。 

⑤収入源多角化 

稲作振興 

・住民グループ：作業分担として、圃場、水利施設の整備時には全メン

バーの参加、それ以外の日常管理に関しては、グループ内で当番制に

するなどの検討が必要。また、他村で栽培に興味がある農民の研修の

場としても提供する。 

・セクター職員、稲作専門家（INERA）：稲作は初めてであり、稲作専門

家の指導が随時必要である。 

畜産 

・住民グループ：給餌・給水・豚舎の清掃等、1 日 1-2 人で可能な労働が

主となるため、1 人当たり、週 1-2 日の労働投入で賄える人数、7 人前

後が妥当である。 

・セクター職員、畜産技術者：課題に直面した場合に適宜指導を行う。

特に家畜が疾病に感染した場合には適切な対処をする必要がある。 

養蜂 

・住民グループ：定期的な管理を継続して実施していくグループが必要

である。 

・セクター職員、養蜂技術者（NGO）：養蜂技術の指導。特に、天然の蜂

を採蜂箱への誘導する際には、適切な技術と十分な注意が必要である。 

養殖 

・住民グループ：定期的な管理を継続して実施していくグループが必要

である。養殖池の整備や養殖魚の搬出の際には集約的な労力が必要に

なる。初めは小規模に実施し、徐々に拡大する。 

・セクター職員、養殖技術者（NGO）：魚種に合わせて養殖技術を指導す

る。 

生産物運搬 
・住民グループ：牛使用に当たって、牛耕グループとの合意が必要であ

る。作業上は、1 人でカートの操作は可能である。 

(3)生活環境改善分野 

⑥自然環境改善 植林 

・住民グループ：毎日の水やりを長期にわたって実施する 7 人程度の村

人グループが必要である。生計向上ではなく、環境保全を目的として

実施する。 

・セクター職員、植林技術者：課題に直面した場合に適宜指導を行う。

樹種により必要な管理も異なることから、適切な管理指導が必要であ

る。 

⑦生活環境改善 改良カマド 

・住民：村の中で中心となる人々が、村の見本となり、改良カマドの作

成と継続した利用を図る。改良カマドの効果を理解した村人が、周囲

の村人への啓発活動を図る。 
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分野・プログラム プロジェクト 実施体制 

識字教育 

・識字教育講師：ボランティア精神のある教師を選出する。 

・住民グループ：教師 1 人に対して生徒 10 人程度：教師は村人からのボ

ランティアで行われるものの、生徒からの謝礼無しには継続は難しい。

したがって、生徒 1 人の負担を尐なくする上でも、生徒人数は 10 人程

度以上が望ましい。 

手工芸 ・住民グループ：個人ではなく、グループでの活動を協調する。 

給水施設・維

持管理 

・住民グループ：村民に給水利用に関するルールを徹底させると同時に、

故障の際は修理の責任を担うグループが必要である。 

・保健省職員：給水施設の継続的利用のための消毒剤（塩素等）の提供

や維持管理に関する指導を定期的に保健局に実施してもらう。 

(4)公共施設改善分野 

⑧公共施設整備 

保健医療環境

改善 

・住民グループ：受益を受ける複数村のメンバーより構成される。 

・保健省：保健施設の運営方法については、適宜、保健省からのアドバ

イスを仰ぐ。無償ではなく、適正な積み立てをした上での、医薬品の

補給等を保健省の指導の下、継続する。 

保健アニメー

ター 

・保健アニメーター：ボランティア精神があり、中学卒業レベル以上で、

読み書きができ、村での生活年数が 7 年以上の人を保健アニメーター

として選定し、村として強化していく。 

教育施設環境

改善 

・住民グループ：受益を受ける複数村のメンバーより構成される。 

・教育省：教育施設の運営方法については、適宜、教育省からのアドバ

イスを仰ぐ。 

 

(5) 道路維持管理活動計画 

1) Kilueka ルートの活動計画 

①活動年計画 

住民組織支援・強化プロジェクトにおけるコミュニティ道路維持管理の活動年計画は、モニタ

リング結果も鑑み、以下の通りに設定した。 

表 2.3.6  道路維持管理における年次計画（Kilueka ルート） 

  2009 年 12 月 

（プロジェクト後） 

2012 年 12 月 

（短期計画） 

2014 年 12 月 

(中期計画) 

道
路
維
持
管
理
指
導
者 

道
路
維
持
管
理
監
督
者 

体制：ルートで 3 人選定。6km/

人の担当範囲を週 1 回見回り、

道路の状況を確認する。 

・2009 年 12 月までの 2 回の研修

と OJT により、基本的な維持

管理作業技術・知識を習得す

る。 

体制：ルートで計 3 人。6km/人

の担当範囲を週 1 回見回り、

維持管理作業状況を確認。1

日の労働には支払いを実施す

る（3$/日）。 

・ルートの維持管理の指導的立

場を担う。 

・年 1 回研修（維持管理開始し、

最初の雤期後とその後継続し

て実施する。DVDA 等による）

を受講。技術の強化を図る。 

体制：ルートで 3 人。6km/

人の担当範囲を週 1 回見

回り、維持管理作業状況を

確認する。1 日の労働には

支払いを実施する（ 3$/

日）。 

・ルート沿いの維持管理計画

を作成する。 
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  2009 年 12 月 

（プロジェクト後） 

2012 年 12 月 

（短期計画） 

2014 年 12 月 

(中期計画) 

道
路
維
持
管
理
技
術
者 

体制：各村 3 人。各村の担当範囲

を週 1 回見回り、道路状況、作

業状況を確認する。サロンゴの

日は、作業内容を設定し、参加

者の指導を実施する。作業状況

は、ノートに記録する。 

・2009 年 12 月までの 2 回の研修

と OJT により、基本的な維持

管理作業技術・知識を習得す

る。 

体制：各村 3 人。村落の担当範

囲の週 1 回の見回り、作業状

況を確認する。サロンゴの日

は、参加者の指導を実施。作

業状況は、ノートに記録する。 

・DVDA、CCSO の指導を受けつ

つ、住民の維持管理を指導す

る。他の維持管理者を選出し、

指導する。 

・1 日の労働には支払いを実施す

る（3$/日）。 

・OJT による技術の取得（DVDA

等の指導）。技術の強化を図る 

体制：各村 3 人。村落の担

当範囲の週 1 回の見回り、

作業状況を確認する。 

・必要に応じて、DVDA、

CCSO 等の技術援助は受

ける 

・維持管理指導を継続する。 

住
民 

 

体制：月 1 回/住民、サロンゴによ

り維持管理作業を実施する。 

・2009 年 12 月までに 1 回の研修

と村長との複数回の会議によ

り、維持管理作業の必要性と簡

単な技術を習得する。 

体制：月 1 回/住民、サロンゴに

より維持管理作業を実施す

る。 

・村落の維持管理指導者の管理

の下、自発的に作業を実施、

技術を習得する。 

・維持管理費を徴収、配分する。 

体制：月 1 回/住民、サロン

ゴにより維持管理作業を

実施する。 

・維持管理指導者の指導の

下、自発的に作業を実施す

る。 

・維持管理費を徴収、配分

する。 

行
政
機
関
等 

Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｏ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
Ａ 

体制：月 1 回/維持管理状況を見回

り。道路状況を確認する。 

・維持管理指導者、住民への研修

の講師を通じ、住民への啓発活

動、技術を伝承する。 

体制：月 1 回/維持管理状況の見

回りを行う。 

・OJT（サロンゴ等）による維持

管理指導者への指導、住民へ

の啓発活動・技術指導を行う。 

・維持管理にかかるアドバイス

を実施する。 

体制：必要に応じてアドバイ

スを実施する。 

セ
ク
タ
ー 

体制：月 1 回、住民の作業状況、

出席状況を確認する。 

・問題があった場合、行政指導に

当たる。欠席者には罰則を徹底

する。 

・維持管理費導入のための調整を

行う。 

体制：月 1 回、作業状況を確認

する。 

・問題があった場合、解決のた

めの方策を取る。 

・維持管理費運用を監視する。 

体制：月 1 回、作業状況を確

認する。 

・問題があった場合、解決の

ための方策を取る。 

・維持管理費運用を監視す

る。 

 

②通行料の導入による体制 

通行料の導入により、維持管理費のねん出を図り、活動を継続させる。2010 年 10 月より Kilueka

ルートにて開始された通行料システムの概要は以下の通りである。 

項目 内容 

体制 通行料の監理委員会を設置。委員長を DVDA Songololo のエンジニアとし、ACCO も含める。 

徴収方法 ・Kimuana の雤時通行止め用のゲートにて徴収。5 時から 20 時まで。 

・料金は、10 トン以上車両：5,000FC、5-9 トン車両：3,000FC、バス・タクシー等：2,000FC、

普通車：1,000FC。 

管理方法 ・徴収金は、セクター職員によりキンペセの銀行に預金、引き出しは、ルクンガ渓谷委員会

委員長、セクター長、維持管理委員会委員長の 3 名の了承（サイン）が必要 

徴収額の 

分配 

・徴収金額は、Kilueka ルート（18km）：50%、支線（終点より先の 2 線と Ndungidi までの計

3 支線）30％、ゲートでの徴収人の給料：10%、雑費（チケット等）：10%で配分。未使用分

は、次月に持ち越される。 
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項目 内容 

徴収額の 

利用方法 

・道路維持管理者への支払い（管理指導者（3 人）：月 4 日、4 ドル／日、管理者（30 人）：月

2 日、3 ドル／日） 

・維持管理に必要な資材（土のう、セメント等）の購入 

・将来の修復作業に対する基金 

 

2) Nkondo ルートのコミュニティ道路維持管理体制の強化 

(a) 前提 

Nkondo ルートについては、2003 年に CTB や UNOPS 等により改修された後（ラテライト舗装

7.0m 幅）、CLER（CLER Kiasungua）が設立され、CLER 主体で道路の維持管理が継続して実施さ

れる計画であった。CLER による維持管理の方法は、道路 1km 毎に 1 人の維持管理者を任命し、

毎日維持管理作業に従事させる。賃金として、1 日 3US ドル（「コ」国の最低賃金）が支払われる。

維持管理者は住民等より選定し、約 3 週間の研修を受けさせた後に、仕事に従事させる。 

維持管理作業におけるモニタリングの結果、予算の不足から維持管理者に賃金が支払われてお

らず、作業が適切に実施されていなかった。そのため、Nkondo ルートの道路状況が悪くなり、車

両等の通行に支障を来している。2010 年から CTB により再度、維持管理プログラムが実施され

る計画もあるが、同様の方策を取っていては、数年後に現在と同じ状況になることは明白である。 

そこで、セクター、CLER と協議の結果、Kileuka ルートで実施した住民主体の維持管理手法を

Nkondo ルートでも導入する方針となった。現在（2010 年 7 月時点）は CTB、現地行政機関と以

下の通りで調整中である。 

(b) Nkondo ルートの道路維持管理コンセプト(案) 

・Nkondo ルート延長 24.0km のうち、半分の 12km において、各村が村周辺の Nkondo ルートを

サロンゴにより維持管理作業する。担当区間の延長は、各村落の世帯数によって以下のよう

に割り振る。ただし、Nkondo ルートより距離がある Lusasa（約 3.0km）、Mukunba（約 2.0km）

については、村までのフィーダー道路と、0.5km の Nkondo ルートの維持管理を実施する。村

の担当区間外の残り 12km については、CLER Kiasungua の維持管理者にて作業を実施する。 

※世帯数 0 世帯以上-40 世帯未満 ：0.5km 

40 世帯以上-100 世帯未満 ：1.0km 

100 世帯以上-200 世帯未満 ：1.5km 

200 世帯以上 ：2.5km 

・月に 1 回「道路の日」を設け、全村一斉にサロンゴ内の作業では難しい箇所・区間に維持管

理作業を実施する。 

・各村での作業は、30 世帯以上ある場合は、村を世帯数によって数グループに区分し、各グル

ープが月 1 回必ず作業を実施する。30 世帯未満の村については、一括で作業を実施する。 

・道路維持管理用の道具については、第 2 年次までに各村に配布しており、それを利用する。 

・CLER Kiasungua では、維持管理予算確保のための農業プロジェクトを実施する。ルクンガ渓

谷開発委員会 II も維持管理にかかる予算を確保する。 
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維持管理費案：①通行料、②土地所有者の寄付、③住民からの寄付、④州道であるため、

州の予算の確保（ただし、2008 年に確約した予算についても、未だ支払

いがない）。 

・上記の作業については、CLER Kiasunguaとルクンガ渓谷開発委員会 IIの協力体制を構築する。

協力に関する合意文書（CLER、開発委員会、セクター、DVDA が署名）を取り付ける。ま

た、DVDA、セクターの技術指導や作業状況の管理を受ける。 

表 2.3.7  Nkondo ルート維持管理区分（案） 

村落 世帯数 人口 
担当距離(km) 

第 2 年次まで 改訂 

Malanga Gare 54 254 0 1.00  

Malanga Cité 345 1,337 0 2.50 

Zamba 103 447 0 1.50 

Nkenge 31 151 0 0.50 

Nkumba 55 207 0 1.00 

Mawewe 7 44 0 0.50 

Kiasungua 415 1,889 0 2.50 

Lusasa 12 50 0 0.50 

Kimpalkidi 22 92 0 0.50 

Mpete 27 130 0 0.50 

Nkondo Site 47 309 0 1.00 

【CLER Kiasungua 担当】    12.00 

  計  24.00 

 

2.3.2 開発計画の実施体制の詳細設定 

プロジェクトごとの実施体制については、“2.2  モニタリング結果およびその分析”で既述し

たが、実施体制を構成する組織について、本年度実施した聞き取り調査の結果等から明らかとな

った実施体制に関する状況および今後の実施体制への反映内容を、組織ごとに以下に示す。 

(1) 住民組織 

組織 状況 実施体制への反映内容 

ルクンガ渓谷
開発委員会 I 

・ Kilueka ルート（農村道路）を全受益村落で連
帯的に管理するコミュニティ開発委員会とし
て調査内で創設 

・ テリトワールおよび州にて組織登録済 

・ 定期的/臨時的な開発委員会総会の開催を開始
済 

・ 道路維持管理委員会 

・ サロンゴを基盤にした維持管理活動を組織
化、活動を開始 

・ 各開発プログラムのアクションプランの検討
を開始 

・ コミュニティ開発に係る留保金の管理を開始 

・ Kilueka ルート（農村道路）のコミュ
ニティ開発を全受益村落で連帯的に
管理 

・ 定期的/臨時的な開発委員会総会の開
催 

・ 道路を維持管理する組織 

・ サロンゴを基盤にした維持管理活動
の実施 

・ 各開発プログラムのアクションプラ
ンの検討 

・ コミュニティ開発に係る留保金の管
理 

ルクンガ渓谷
開発委員会 II 

・ Nkondo ルート（州道）を全受益村落で連帯的
に管理するコミュニティ開発委員会として調
査内で創設 

・ テリトワールおよび州にて組織登録済 

・ 定期的/臨時的な開発委員会総会の開催を開始 

・ 各開発プログラムのアクションプランの検討
を開始 

・ コミュニティ開発に係る留保金の管理を開始 

・ Nkondo ルート（州道）のコミュニテ
ィ開発を全受益村落で連帯的に管理 

・ 定期的/臨時的な開発委員会総会の開
催 

・ 道路を維持管理する CLER Kiasungua

の活動補佐 

・ 各開発プログラムのアクションプラ
ンの検討 

・ コミュニティ開発に係る留保金の管
理 
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組織 状況 実施体制への反映内容 

村開発委員会 ・ 各村に既設 

・ 各村／ゾーンでのプロジェクトを管理 

・ 各村およびゾーンでのプロジェクト
を管理 

プロジェクト
別住民組織 

・ プロジェクトを管理する組織として一部調査
内で創設 

・ プロジェクトの実施 

・ プロジェクトの管理 

・ プロジェクトの実施 

・ プロジェクトの管理 

(2) 政府機関 

組織 状況 実施体制への反映内容 

Kimpese セクター ・ 住民への行政サービスの提供 

・ 住民間の問題解決 

・ 開発プロジェクトへの助言 

・ 農村開発担当職員（1 名）および農業担当
職員（10 名）の配置 

・ 財政基盤が脆弱 

・ コミュニティ開発に係る全ての
開発プロジェクトの技術および
行政指導 

・ 住民組織登録のための文書作成
支援等行政支援 

Kimpese 教育ゾーン ・ 教育省傘下の地方組織 

・ 児童の就学支援を実施 

・ 教育環境改善プロジェクトを支
援 

Kimpese 保健ゾーン ・ 保健省傘下の地方組織 

・ 住民への保健衛生指導 

・ UNICEF と協調 

・ 保健環境改善プロジェクトおよ
び給水環境改善プロジェクトを
支援 

Kimpese 市 ・ Kilueka ルート（農村道路）の中で担当区分
（1.4km）を維持管理 

・ 都市行政が、農村地域との共用インフラ施
設である農村道路を、農村地域と同様に「受
益者が主体となって維持管理する方法」を
採用するには、都市住民の合意を得る必要
があり、その実施は困難 

・ 財政基盤が脆弱 

・ Kilueka ルート（農村道路）の中
で担当区分（1.4km）を維持管
理 

Songololo テリトワール ・ テリトワールレベルでの組織登録実施機関 

・ 農村開発担当職員（5 名）および農業担当
職員（31 名）の配置 

・ Songololo DVDA（1 名）の配置 

・ 財政基盤が脆弱 

・ コミュニティ開発委員会の組織
登録先 

・ 農村開発および農業における技
術協力 

・ 道路維持管理における技術協力 

Cataracts 県 ・ 農村開発担当職員（10 名）および農業担当
職員（19 名）の配置 

・ 県 DVDA（2 名）の配置 

・ 財政基盤が脆弱 

・ 農村開発および農業における技
術サービス 

バ・コンゴ州農業省 ・ 州レベルでの組織登録実施機関 

・ 農村開発担当職員および農業担当職員の配
置 

・ 州 DVDA（6 名）の配置 

・ 財政基盤が脆弱 

・ コミュニティ開発委員会の組織
登録先 

・ 農業および農村開発における技
術協力 

・ 道路維持管理における技術協力 

農村開発省  国レベルでの農村開発政策、戦略策定およ
び監督機関 

 国レベルでの農村開発政策、戦
略策定および監督 

農村開発省コミュニテ
ィ開発局（DECO） 

 国レベルでのコミュニティ開発目標（長期
的全体目標、中期的戦略目標、短期的実践
目標）を達成させる活動を実務的に管理す
る機関 

 財政基盤が脆弱 

 コミュニティ開発目標に沿っ
た活動支援 

農村開発省国家牛耕局
（SENATRA） 

 牛耕に関する技術研修や指導の実施 

 財政基盤の一部は AfDB に依存 

 必要に応じ、牛耕に関する技術
サービスの実施 

農村開発省国家水理局
（SNHR） 

 地方給水施設の整備および管理、モニタリ
ング 

 財政基盤の一部は UNICEF に依存 

 必要に応じ、地方給水施設の管
理啓発活動 

農村開発省国家組織局
（SNCOOP） 

 住民組織支援および強化 

 財政基盤が脆弱 

 必要に応じ、住民組織支援およ
び強化 

農村開発省農道整備局
（DVDA） 

 コミュニティ道路に係る技術的支援の実
施 

 財政基盤の一部はCTBまたはFONERに依
存 

 必要に応じ、コミュニティ道路
に係る技術支援 

高等教育省国立農業調  農業全般に係る技術支援の実施  必要に応じ、農業全般に係る技
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組織 状況 実施体制への反映内容 

査研究所（INERA）  FAO と協調関係 術支援 

(3) NGO・NPO 

組織 状況 実施体制への反映内容 

CCSO ・ Songololo テリトワールレベルでの道路維持
管理に従事する NPO 

・ 財政基盤は CTB または FRER に依存 

・ テリトワール内の道路維持管
理における技術協力の実施 

CLER Kiasungua ・ Nkondo ルート（州道）での道路維持管理組
織に従事する NPO 

・ 財政基盤は CTB または FRER に依存 

・ Nkondo ルートの道路維持管理
における技術協力の実施 

Agrisud ・ Kimpese セクターを中心に活動する農業を主
体としたフランス系 NGO 

・ 農業関連の技術協力を実施 

・ 住民組織支援・強化を実施 

・ 共同集出荷場の建設および普及活動を実施 

・ 農業関連プロジェクトにおけ
る技術協力の実施 

・ 住民組織支援・強化の実施 

CRAFOD ・ Kimpese セクターを中心に活動する農業を主
体としたドイツ系 NGO 

・ 農業関連の技術協力を実施 

・ 住民組織支援・強化を実施 

・ 農業関連プロジェクトにおけ
る技術協力の実施 

・ 住民組織支援・強化の実施 

Association Nationale des 

Parents d’Elèves de la RD 

Congo（ANAPECO） 

・ 就学児童の保護者会（COPA）をまとめる組
織 

・ 児童の就学に関する協議を実施 

・ 教育環境改善プロジェクトを
支援 

(4) 国際援助機関 

組織 状況 実施体制への反映内容 

JICA 本調査を実施 ‐ 

CTB 道路改修を実施し、改修後の道路維持管理を支援 コミュニティ道路改修プロジェク
トを支援 

UNICEF 人間の安全保障基金を用いた Village Assani の実
施 

給水環境改善プロジェクトを支援 

 

2.4 モデル作成におけるデータ分析 

第 4 章で詳述するように、Kimpese モデルに含まれる内容は下図のコミュニティ開発計画の実

施フロー図（概要）に示す通りである。 

 

図 2.4.1 コミュニティ開発計画の実施フロー図（概要） 

上記の内容について、Kilueka ルート、Nkondo ルートのコミュニティ開発計画の策定、PP の実

施およびモニタリングを通じて得た情報を整理し、以下の項目についてモデルの内容を検討した。 

ステップ
１ 

計画対
象地域
の選定 

⇒ 

ステップ
２ 

優先ル
ート（道
路）と整
備区間
の決定 

⇒ 

ステップ
３ 

事業主
体の決
定（コミュ
ニティ開
発委員
会等の
設立） 

⇒ 

ステップ４ 

コミュニティプ
ロファイリング
の実施と現状
の解析 

⇒ 

ステップ５ 

開発計画の
構想とアプロ
ーチの設定 

⇒ 

ステップ６ 

実証項目を
活用した開
発計画策定 

⇒ ステップ
７ 

開発計
画に係
る事業
効果の
算定  

・開発ビジョン、開発目標 

・プログラム         

・プロジェクト       『計画内容』 

・実施体制   等 

 

 
『実施手順』 
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① 実施手順の設定：第 2 年次までに実施した開発計画の作成手順を精査し、見直す。 

② 地区選定基準（クライテリア）の設定：PP の評価より、Kimpese モデルの効果が発現する

ような地区を選定するためのクライテリアを設定する。 

③ 計画内容の設定：計画内容に含まれるプログラム／プロジェクトにおいて、開発目標を満

たす活動ができているか、各目標別に評価する。 

④ コミュニティ開発計画全体の評価：コミュニティ開発計画を包括的な項目において、プロ

ジェクト実施後のインパクトを検証し、モデルの長所や留意点を整理する。 

2.4.1 実施手順の見直し 

本対象地域でのコミュニティ開発計画策定を通じて、調査の過程を実施手順として整理し、他

の地域でのコミュニティ開発計画策定のガイドラインとなるよう取りまとめた。ここでは、整理

した実施手順を、下記の点に考慮して簡素化し、C/P や他の行政機関職員が、他の地区での計画

策定に活用できるよう見直しを行った。 

① 調査の簡素化とアウトプットの整理：C/P の意向や予算の確保を含む実施能力を反映させた

調査内容とする。また、調査のアウトプットについても、開発計画に必要な範囲に留める

など、本調査結果をできる限り活用し、重複する作業を極力簡素化した。 

② 他地域でも活用できるものの整理：本対象地域で得た情報および成果を、他地域でも活用

できるものと、新たに入手すべきものに整理した。 

③ 実施手順の改訂：実施手順の内容を整理する中で、本調査を通じて実施手順に含む必要が

生じた内容については、その内容を実施手順に反映させた。 

(1) 第 2 年次までに取りまとめた実施手順 

実施手順を下表の通り改訂した。詳細は、第 4 章の 4.4 Kimpese モデルの内容（2）実施手順の

概要を参照とする。 

表 2.4.1 実施手順の改訂版 

実施ステップ 項目 アウトプット 

ステップ１：計画対

象地域の選定 

  ・計画対象地区 

（詳細は、“2.4.2 地区選定基

準（クライテリア）の設定”

参照） 

ステップ２：優先ル

ート（道路）と改修

区間の決定 

  ・対象地区のコミュニティ道路

の改修対象区間、改修施設の

概要 

ステップ３：事業主

体の決定（コミュニ

ティ開発委員会等の

設立） 

1)対象地区におけるステークホルダー間のコンセンサ

スビルド 

・実施体制の整備：コミュニテ

ィ開発委員会の設立 

ステップ４：コミュ

ニティプロファイリ

ングの実施と現状の

解析 

1)対象地域の特性確認 ・コミュニティプロファイルデ

ータ：人口、世帯数、公共施

設、主要作物、水質 

2)地元のニーズの把握 ・地元ニーズ 

3)現況の課題の分析/阻害要因の把握 ・阻害要因：“3.3  開発の阻害

要因”参照 
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実施ステップ 項目 アウトプット 

4)開発のポテンシャルの分析・分類 ・開発のポテンシャル：“3.4  

開発ポテンシャルの分析”参

照 

5)主要課題（解決すべき課題）の分析 ・主要課題の分野別分類：“3.5  

主要課題（解決すべき課題）

の分析”参照 

ステップ５：開発計

画の構想とアプロー

チの設定 

6)開発計画策定にかかる基本方針の策定 ・基本方針：“3.6  コミュニテ

ィ開発計画の基本方針の策

定”参照 

7)コミュニティ開発計画の基本構想立案 

①主要課題に対する対策の設定 

②開発ビジョン、開発目標の設定 

・主要課題の対策：“3.7  コミ

ュニティ開発計画の基本方針

の立案”参照 

・開発ビジョン/目標/目標年次：

“3.7  コミュニティ開発計画

の基本方針の立案”参照 

8)構想実現のためのアプローチの設定 

①開発プログラムの策定（コミュニティ道路整備を含

む） 

②実施体制の整備 

・開発プログラムの内容：“3.8.1  

開発プログラムの策定”参照 

・プロジェクト実施体制（ルー

ト・村） 

ステップ６：実証項

目を活用した開発計

画策定 

9)コミュニティ開発計画の策定 

①ルート・ゾーン・村における実施プログラムの決定 

②事業の規模と水準の設定 

③活動計画（目標年における）の設定 

・コミュニティ開発計画 

-技術的受容評価クライテリア

-整備水準および仕様、事業規

模 

・開発計画における活動計画 

ステップ７：開発計

画に係る事業効果の

算定 

10)事業効果の算定 

－プロジェクトごとの便益 

・事業効果の基準：“3.10.2  事

業規模の水準の設定”内プロ

ジェクトシート参照 

 

2.4.2 地区選定基準（クライテリア）の設定 

Kilueka ルート、Nkondo ルートにおける PP のモニタリングの結果から、モデルを普及するに当

たり、実施手順のステップ１にある計画地区の選定に用いる地区選定基準（クライテリア）を設

定した。 

Kimpese モデルは、どの地区においても効果の発現が期待できるわけではない。よって、選定

基準に準じて、対象地区（対象コミュニティ）を選定することが必要である。下記の基準ではク

ライテリア、サブクライテリアを以下のように設定した。 

(a) クライテリア：地区の選定において、満たしていなくてはいけない項目 

(b) サブクライテリア：複数地区が選定された場合の優先度を設定するための項目。選定され

る地区のコミュニティ開発におけるポテンシャル確認のための項目 

選定の際には、まずクライテリア(1)-(4)を満たす地区を複数選定、複数の候補からサブクライテ

リアによって優先度を設定した。 

クライテリアおよびサブクライテリアの設定理由は項目毎に以下の通りである。 
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表 2.4.2 地区選定のクライテリア 

項目 クライテリア サブクライテリア 

(1) コミュ

ニティ道

路の有無 

・下記の基準を満たすコミュニティ道路が存

在する。 

①集落間をつなぎ、トラック等の運搬手段が

利用可能である。 

②主要道路（国道、州道等）に接続している。 

①0.5km 以上コミュニティ道路から離れ、フィー

ダー道路が整備されていない（改修予定がない）

集落は、対象に含まれていない。 

※集落背面に別の集落が続いている集落は、別に

コミュニティ開発のプロジェクトの実施も検討す

る（含まなくても良い）。 

(2) 村落の

密集度 

・コミュニティ道路、フィーダー道路沿いの

人口分布が以下の通りである。 

①道路維持管理：18 歳以上の人口 100 人

/km(5m 幅)→1 人当たり 10m 

②裨益者：コミュニティ道路当たり 100 人/km 

・集落間の距離が 5km 以上離れていない 

 

(3) 産 業

（農業）の

存在 

・農業が地域の主産業であり、以下の条件を

満たしている。 

①自分で農業を営み（借地、自農地共）、農産

物の販売にて生計を立てている住民が大半で

ある。 

②拡大可能な農地がある。 

・下記のような栽培形態である。 

①雤期の穀類栽培 

②乾期の野菜栽培 

③果樹栽培 

・下記のような地域がある 

①川沿いに水稲栽培ができる地区がある 

(4) 実施体

制（行政機

関、住民組

織） 

・コミュニティ開発を実施・管理する行政組

織が存在する。 

①対象地区はセクターを超えて選定しない。 

②プロジェクトを担当できる農村開発担当者

が存在する。 

③対象規模は 10 村程度の村落 

・以下の項目を満たす地区を選定する。 

①既存の農民組織が存在する。 

②集落間に目立ったコンフリクトが存在しない。 

③セクター長の指導力が期待できる。 

 

 

(1) コミュニティ道路の有無 

【クライテリア】モニタリング結果の通り、本開発計画に含まれるプログラムの効果の発現に

は、コミュニティ道路の機能が保たれることが必須である。特に、雤期の農産物の運搬手段

の確保は、生計向上分野の効果の発現には重要である。 

【サブクライテリア】プロジェクトの効果の発現には、交通、運搬等の改善に寄与する村落ま

での道路（フィーダー道路）の改修も必要である。コミュニティ道路から村落までが 500m

以上離れており、そのフィーダー道路が整備されていない場合、各プロジェクトの効果の発

現が低下し、また、コミュニティ道路の維持管理作業への参加も期待できないため、一時的

には対象に含まない。 

また、コミュニティ道路からフィーダー道路沿いに複数の集落がさらに位置している場合、

別のコミュニティ開発プロジェクトにより、開発を実施することも鑑み、先にコミュニティ

道路とその周辺の村落を対象とする。 

(2) 村落の密集度 

【クライテリア】コミュニティ道路の維持管理は、裨益住民主体で実施することが原則である。

モニタリングの結果から、住民は 1 箇月に 1 度サロンゴにてコミュニティ道路の整備を実施

している。サロンゴにて作業するのは主に 18 歳以上であり、その人口が 100 人/km（5m 幅）

であると、1 人当たりの担当区間が概ね 10m となり、適切な維持管理作業が実施できる。 
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【サブクライテリア】住民が維持管理作業を行う際、移動手段は徒歩である。作業は、概ね週 1

回、午前中のみであるため、担当区間が集落より離れている場合、作業への参加や効率が

落ちる。したがって、村落の位置が離れていると適切な作業が期待できないため、村落間

の距離は概ね 5km 以下とする。 

(3) 産業（農業）の存在 

【クライテリア】一部の都市を除き「コ」国の地方においては、主要産業は農業であり、住民

の生計向上のためには農業が重要である。生計向上プログラムの大半は、農業関連のプロジ

ェクトである。よって、自作農が大半で、農業開発のポテンシャルのある地域を選定する。 

【サブクライテリア】プロジェクトは Nkondo ルート、Kilueka ルートの状況を鑑み、雤期の穀

類栽培、乾期の野菜栽培、尐数の果樹栽培を行っている住民を対象にプロジェクトを選定・

導入している。したがって、同様の地域を選定すると計画の策定が容易となる。また、モニ

タリングの結果から、生計向上には牛耕プロジェクト、野菜栽培プロジェクト、稲作プロジ

ェクト等が効果的である。受容性技術クライテリアにある項目を満たすような地区を含むよ

うに選定することが望ましい。 

(4) 実施体制（行政機関、住民組織） 

【クライテリア】本プロジェクトの経験から、プロジェクトにおける住民組織の活動を一貫し

て監理するセクターの存在は重要である。特に、常に現場で状況を確認できる農村開発担当

職員の存在は必要である。以上の理由から、対象地区はセクターの管轄範囲を超えて選定し

ないこととする。 

対象地区の村落を連帯する住民組織（コミュニティ開発委員会）は、各村落の村長で構成さ

れているため、村落数が多いとまとまりに懸念がある。よって、Kilueka、Nkondo ルート沿

いのように 10 村落程度が妥当である。 

【サブクライテリア】Kilueka ルート、Nkondo ルートでは、既存の住民組織（村開発委員会）が

各村に存在し、それを活用している。一から新たな組織を設立するのは時間がかかるため、

既存の組織が対象地区に存在することが望ましい。さらに、住民組織を監理するセクター長

の指導力が地区のまとまりに関係する。 

2.4.3 開発プログラム／プロジェクトの評価 

個々のプロジェクトの計画策定、実施に当たっての適用基準等は、前述の“2.3.1 プログラム／

プロジェクト内容”の見直しに示す通りである。ここでは、設定されている開発目標について、

その達成に貢献する可能性の有無を検証するとともに、目標達成に当たっての課題を整理する。 

(1) 評価の内容 

 評価に当たっては、①設定した目標に対して、個々のプログラムにおけるプロジェクトの内容

が妥当であるか、②設定している開発目標に対してプログラム／プロジェクトが寄与しているか、

の 2 点について検証できるような基準を設定して、PP から得た情報をもとに評価する。また、必

須分野である道路改修維持管理および住民組織支援強化プロジェクトにつては、③必須分野が、
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開発プログラム／プロジェクトの効果発現にどの程度寄与しているかを評価する。 

①各プログラム／プロジェクトの評価 

 各プログラムにおけるプロジェクトは、住民主体で実施され、普及・展開される、という視点

から、その内容を PP で得た情報を通じて検証する。したがって、以下の項目で各プロジェクトを

検証する。 

・ 住民ニーズとの合致：プロジェクトは、現地調査、ワークショップを通じて住民ニーズを

把握するとともに、対象地域の資源等を考慮して設定している。したがって、基本的には

地元ニーズに合致しているものの、PP の実施状況、グループ構成員の増減から、住民ニー

ズに合致しているかを検証する。 

・ 住民によって実施できる技術的内容：住民主体で実施できるプロジェクトの内容であるか、

また、どの程度の技術的支援が必要か PP を通じて検証する。 

・ 活動に対する期待する成果：個々のプロジェクトが、設定している成果を達成しているか、

またその課題などを検証する。 

②開発目標に対するプログラム／プロジェクトの評価 

 各プログラム／プロジェクトにおいて必要項目のデータを収集、評価し、個々に開発目標の達

成に寄与しているか確認する。なお、評価項目とその内容は、下表に示す通りである。モニタリ

ングは、農業収入のように定量的に計れるものと、住民の意向等のように定量的に計るのが難し

いものがあるが、極力定量的な情報を収集することに努めた。 

開発目標 開発目標の指標 収集データ プログラム／プロジェクト 

1. BHN を満たす

だけの最低限

の収入を確保

する 

・平均収入を 2 割向上させ

る。 

・家計調査による収入の状況 

・プロジェクトの実施状況（阻

害要因、成功要因分析） 

A.農業生産性向上 

・牛耕 

・野菜栽培 

B.生産物付加価値向上 

・収穫後処理 

・共同集出荷 

C.収入源多角化 

・稲作振興 

・畜産、・養蜂、・養殖 

2. 自然生活環境

が改善しコミ

ュニティでの

生活に満足す

る 

・全ての住民が飲料水への

アクセスが容易となる。 

・自然環境に関する保全意

識が向上し、無秩序な火

入れが無くなる。 

・植林の実施状況 

・改良カマドの普及状況 

・薪の使用量の変化 

D.自然環境改善 

・植林 

・改良カマド 

・井戸の利用者数、病気の減尐

状況 

・維持管理状況 

・識字教育/手工芸等のプロジェ

クトの継続状況 

E.生活環境改善 

・識字教育 

・手工芸 

・給水施設 

・維持管理 

3. 公共サービス

が充実し継続

して住民が便

益に与る 

・教員が定着し、継続的に

教育が実施される。 

・看護士が定着し、継続的

に医療サービスを受け

られる。 

・予防に関する知識を 60%

の住民が理解する。 

・授業の継続状況（日数、時間/

日） 

・施設の維持管理状況 

・看護士の労働状況（人数、労

働日） 

・施設の維持管理状況 

・保健アニメーターの活動状況

（日数、内容、出席者） 

F.公共施設改善 

・教育施設環境改善 

・保険医療施設改善 

・保健アニメーター 
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③コミュニティ道路改修プロジェクト（必須分野）の評価 

 コミュニティ道路改修プロジェクトは、開発目標を満たすために必須のプロジェクトであり、

改修が前提で他のプロジェクトの効果が発現する。よって、評価に当たっては、改修された道路

の効果が、各プログラムにどのように影響を与えているか分析する。評価・分析にあたり、モニ

タリングした項目を以下に示す。 

プログラム モニタリング項目 収集データ 

生計向上 ・農産物の運搬量の増加 

・農産物の売値の増加 

・農業等技術/情報の入手しやすさ 

・村から農産物を運ぶ運搬車両(平均：トラック、自転車、

乗用車等）数/週：改修前と改修後 

・運んだ作物の種類：改修前と改修後 

・村当りの平均出荷量の変化：改修前と改修後 

・新規技術/情報の入手 

生活環境改善 ・病院へのアクセスの改善 

・村落内の生活必需品の増加 

・生活用品等の搬入量、購買量の増加傾向 

・救急車の往来回数の変化（道路改修前後）  

公共施設改善 ・学校へのアクセスの改善 

・学校用資材の増加 

・通学している学生数（改修前後） 

・学校用の資材量の変化 

・保健センターへの薬剤等の物資の量 

 

(2) 評価結果 

1) 各プログラム／プロジェクトの評価結果 

 それぞれのプロジェクトの評価結果は、住民ニーズ、技術的内容、目標への寄与に関し、以下

に示す通りである。 

A. 農業生産性向上プログラム 

 ・牛耕プロジェクト 

-  住民ニーズ：穀類（主にキャッサバ）の栽培は、自家消費用および換金作物として、

最も重要な活動である。穀類の生産量増加のための耕地面積拡大、耕起作業削減によ

る労力軽減に対する要望は高く、牛耕に関するニーズは非常に高い。全体のグループ

構成員は 130 人から 95 人に減尐しているものの、多くは牛に不慣れなためにグループ

から抜けた住民で、牛耕による耕地面積拡大のニーズは高い。 

-  技術的内容：飼育上の課題と牛耕時の作業上の課題がある。PP では 2 箇月間牛耕に

関するトレーニングを実施し、牛の飼い方、牛のトレーニングおよび牛耕作業時の操

作に関する指導を実施した。実施した 8 グループの内、初期の段階で継続しなかった

1 グループを除いて活動が継続しており、2 箇月程度のトレーニングで実施可能な技

術である。 

-  期待する成果：乾期作の野菜畑、雤期作の穀類の畑ともに牛耕による耕起作業が実施

されている。特に雤期作の穀類の農作業では、耕起作業が栽培面積の制限要因となっ

ており、牛耕の導入によって、栽培面積の拡大が可能である。したがって、栽培面積

の拡大によって、生産量の向上に寄与する。 

 ・野菜栽培プロジェクト： 

-  住民ニーズ：野菜栽培は、乾期における最も大きな収入源である。したがって、必要

な時期に農業資機材（主に種子）が確保できること、農業生産性を向上させる栽培技
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術の改善に対するニーズは高い。PP の参加者も、当初 354 人から 31 人が不参加にな

っただけで、9 割以上が継続している。 

-  技術的内容：技術指導の中で、特にマルチングは地域にある資源（雑草、サトウキビ

の残渣等）を利用するものであり、これによって蒸発量を抑制し、灌漑回数を半分程

度に削減できる。高床式の苗床は、低平地での苗作り期間を、降雤の影響を受けなく

するものであるが、マルチングに比べて、設置目標に従った使用例は、殆ど確認でき

ない。高床式のマルチングおよび帳簿管理については、今回行なった 1 作期の技術指

導よりも長い期間の指導が必要である。 

-  期待する成果：栽培技術指導による収量の増加は認められていないものの、①マルチ

ングによる灌漑回数減尐に伴う栽培面積の拡大、②農業用紙機材を適切な時期に入手

可能とするシステムの構築により安定的な収入の確保、の 2 点より収入の向上が図ら

れる。 

B. 生産物付加価値向上プログラム 

 ・収穫後処理プロジェクト 

-  農産物や果樹によっては、収穫時期に大量の収穫ができるものの、販売価格が値崩れ

して、販売に至らないものもある。この対策として収穫後処理、加工品に対する地元

のニーズは高いものの、製品として出荷するための容器やラベル代が高く、適当な加

工品を選定するまでに至らなかった。 

 ・共同集出荷プロジェクト 

-  住民ニーズ：仲買人による不当な搾取、安定的な出荷の確保を目的としており、出荷

場の近隣の村を含めて利用されており、施設があるNkondo村では全世帯のほぼ 100％

が利用しており、ニーズが高いことが確認されている。 

-  技術的内容：集出荷場の構造は柱構造で、壁はレンガブロック、屋根はアイロンシー

ト、仕上げはモルタル仕上げとなっており、対象地域にいる特殊作業員が建設するの

に特に問題はない。課題は、施設の運営管理に伴うもので、扱い量および額が適正に

管理され、不正が行なわれない体制を確立する必要がある。 

-  期待する成果：仲買人による不当な搾取の金額、これまで運搬ができずに出荷できな

かった量を定量的に把握することは困難であるが、継続的に出荷場が活用されている

状況と、今後出荷に対する不安がなくなることにより、生産量の拡大を望む住民が多

いことから、収入の向上が期待できる。 

C. 収入源多角化プログラム 

 当該プログラムは、乾期の野菜栽培、雤期の穀類栽培が主な収入源である対象地域におい

て、収入を補うことを目標としているプロジェクトである。 

 ・畜産プロジェクト 

-  住民ニーズ：現在集落で実施されている粗放的な畜産に対し、換金性の高い優良種を

導入するもので、当該プログラムの中で、住民のニーズが高いプロジェクトの一つで

ある。 

-  技術的内容：豚舎の構造上の注意点、飼料や日常の世話など飼育に関する指導は、プ
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ロジェクト実施前に 1 回、その後、週一回程度の指導を３箇月程度行ない、飼育上の

問題は生じていない。しかしながら、飼料は購入するものも多く、購入材のための捻

出に苦慮している村が多い。 

-  期待する成果：PP 実施中に、豚ペストが発生し 3 村は殺処分を行なった。他の対象

村を見ると、現在良好に生育し出産をしているのは 1 村で、他の 2 村では生育状況は

不良である。この 2 村については、飼料の供給量不足が原因であり、適正に飼育を行

うことにより、想定している頭数に増やすことが可能であり、収入向上が図れるもの

と判断する。 

 ・稲作振興プロジェクト、養蜂プロジェクト、養殖プロジェクト 

この 3 つのプロジェクトは、用水や草木などの地域資源の有無がプロジェクト実施に当

たっての必要条件である。養蜂および養殖については、適正な場所が選定できず PP を実

施はしていないものの、養殖については、住民自身でプロジェクトを継続している。 

-  住民ニーズ：畜産を含めて、他の収入源に対する住民の要望は高い。特に、この 3 つ

のプロジェクトは、地域資源が不可欠であり、言い換えるとこれら地域資源がある所

では、地域資源の有効活用を望んでいる。 

-  技術的内容：PP で実施した稲作振興プロジェクトについて、技術的内容を検討する。

水稲栽培は、本調査対象地域では実施されておらず、栽培技術のみならず水田として

の機能を確保するために圃場や水利施設の整備が必要である。整備に当たっては、土

水路、簡易堰など地域にある資源で整備できる範囲で実施可能である。ただし、これ

を指導する技術者は、週に 2 日程度が栽培期間を通じて必要である。2 年目は、水路

の再整備、苗作成、移植などの作業は農民によって実施されており、問題が発生した

ときにアクセスできる技術者がいれば、充分に農民で実施できる内容である。 

-  期待する成果：当該プロジェクトは新規に実施される活動であり、地域資源が実施に

当たって十分であれば、例えば水資源がある所では、稲作振興による米の生産が可能

である。 

 ・生産物運搬プロジェクト 

-  住民ニーズ：自転車以外の運搬手段を持たないため、運搬手段に関するニーズは高い。

PP では、運搬手段としてリヤカーを導入し活用状況をモニタリングしたが、人引き

用のリヤカーはその利用が畑から村落までの短距離の運搬に限られ、また使用頻度も

低いことから、ニーズは高くないと判断される。ただし、牛引き用のリヤカーは、一

回の運搬量、運搬距離も長くできることから、今後、牛耕の普及とともに、牛の活用

方法の一つとして、集落間の運搬や、集落から市場（Kimpese 市内）までの運搬に活

用される可能性は高い。 

-  技術的内容：リヤカーの製造は Kimpese 市内で行なわれており、製造、修理に関する

問題はない。 

-  期待する成果：上述のように使用は限定的であり、収入の向上を確認するまでには至

っていない。 
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D. 自然環境改善プログラム 

 ・植林プロジェクト 

-  住民ニーズ：植林および森林保全に対する意識はあるものの、無秩序な火入れが行な

われ、また、積極的に植林を行う住民は見られない。ここでは、植林に使用する樹種

に果樹を多く用いることにより、長期的には果樹からの収入も期待できる植林を提案

した。PP の参加者は全体で当初 150 人に対して 125 人が継続して活動したことより、

植林のニーズも確認されたと判断する。 

-  技術的内容：研修は、①種からの苗木作り、②移植の方法、③管理方法について実施

した。乾期である 7 月現在で、移植後の苗木が村平均で約 60 本育っていることから、

1 村当り 2 日程度の事前研修と移植時の研修 1 日、計 3 日程度の研修で効果があると

判断する。 

-  期待する成果：上述のように平均 60 の苗木が育っており、あわせて植林グループに

よる無秩序な火入れに対する啓発活動も実施されている。 

 ・改良カマドプロジェクト 

-  住民ニーズ：薪の収集が婦女子にとっての重労働の一つであることから、これを改善

したい要望は高い。改良カマドは直接的なニーズは無かったものの、薪収集作業の低

減、薪材の使用量の削減のために提案した。現在利用されている改良カマドは、ある

村でも数個、無い村も多いことから判断するとニーズは低い。 

-  技術的内容：カマドは、住民が入手可能な材料であるレンガおよび粘性土を用いた構

造とし、一村当たり 2 から 3 時間程度の製作実演を行なえば、誰でも制作可能なもの

である。 

-  期待する成果：主に 6 村を対象に制作指導を実施したが、降雤に弱いこと、豚などの

家畜に壊されることなどから、現在のところ殆ど定着していない。上述のようにニー

ズは今のところ低いものの、薪の量削減につながるものであり、改良カマド活用の長

期的な啓発活動が必要である。 

E. 生活環境改善プログラム 

 ・識字教育プロジェクト 

-  住民ニーズ：多くの村で読書きが出来るようになりたいとの要望が高く、ニーズは確

認されている。 

-  技術的内容：識字教育を住民によって持続的に実施されるよう、ボランティアである

講師に対する初期の識字教育に対する 5 日程度のトレーニングと黒板、チョークなど

を調査団が提供し、その後の運営は講師と住民間の話し合いで、授業時間、講師に対

する謝礼などを決定した。識字教育の内容は現地語（キコンゴ）とフランス語であり、

能力的には全ての村で講師ができる住民がいる。 

-  期待する成果：PP 実施 4 村の中で継続して実施されているのは 2 村であり、講師へ

の謝礼は謝金と不足する分は農産物と畑での労務提供で補っている。 

 ・手工芸プロジェクト 

-  住民ニーズ：手工芸に対するニーズは、村内の娯楽の一つとして数人で作業するとい
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うニーズと、手工芸の成果物を販売することによる生計向上としてのニーズの 2 つの

ニーズがある。 

-  技術的内容：ビニール袋を活用し、編み棒で帽子、テーブルクロスなどを作成するも

ので、材料は入手が容易である。また、編み方の指導は 3 日間を 2 回村で実施し、初

心者でも計 6 日間の指導で作成することが可能となる。 

-  期待する成果：主に女性が数人集まって活動する手段として始めたものであるが、上

記のニーズにあるように生計向上に寄与する手工芸へのニーズが優先され、グループ

として活動頻度は非常に尐ない。 

 ・給水施設・維持管理プロジェクト 

-  住民ニーズ：安全な水へのアクセスは、特に河川水などの地表水に頼っている村で高

い。これらの村では、まず飲用水の確保が村全体のニーズとして挙げられている。 

-  技術的内容：深さ 5 から 7m 程度の浅井戸で住民による維持管理に配慮したツルベ式

とした。これによって、維持管理を住民が行うことが可能である。 

-  期待する成果：PP で整備した 4 村で、特に子供の水因性の下痢が劇的に減尐したこ

とが報告された。 

F. 公共施設改善プログラム 

 ・教育施設環境改善プロジェクトおよび保険医療施設改善プロジェクト 

-  住民ニーズ：公共施設である学校および保健センターは、保健省および教育省の維持

管理に対する予算不足のため、十分な維持管理が行われていない。維持管理状況が十

分でないため、住民による施設環境の改善に対するニーズは、全ての村で確認された。 

-  技術的内容：施設環境の改善は、住民が整備できる範囲でかつ改修の効果が大きいと

判断される範囲とした。すなわち、屋根の破損、壁や床のモルタル仕上げおよびペイ

ント仕上げ等とし、教室や病室の新規建設は対象としない。 

-  期待する成果：PP では、調査団が資機材を提供し、大工などの特殊作業員を含む労

務は、住民による負担で実施された。さらに、運営維持管理用の資金を確保するため

の畑地の整備を始めた村も見られ、維持管理に対する住民ニーズが高いと判断され

る。 

 ・保健アニメータープロジェクト 

-  住民ニーズ：保健アニメーターへの直接のニーズは尐ないものの、医療薬品の不足な

ど医療環境に対する住民の不満は大きい。ここでは、医薬品の改善ではなく、主要疾

患を防止することにより保健環境の改善を図るために保健アニメーターを強化する

ものである。 

-  技術的内容： 既存のアニメーターの活動を強化するために、主に住民への啓発活動

に関し、紙芝居を用いた指導方法や予防に関する研修を実施した。研修期間は 5 日間

で、従来から知識を有していたこと、保健センターの看護士からの継続的な支援も得

られることから、設定した期間で十分である。 

-  期待する成果：食前、トイレ後の手洗いの推奨、マラリア対策、飲用水場の清掃管理

など、啓発活動によって実践する住民数が増加している。 
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2) 開発目標に対するプログラム／プロジェクトの評価結果 

 開発目標の指標に対し、プログラム／プロジェクトが寄与しているかを PP の活動を通じて評価

を行なった。設定している 3 つの目標に対し、構成するプログラム、収集データおよび評価結果

は、それぞれ以下の通りである。 

指標１：平均収入を 2 割向上させる。 

プログラム：A.農業生産性向上、B.生産物付加価値向上、C.収入源多角化 

収集データ：家計調査による収入の状況、プロジェクトの実施状況 

評価結果： 

・ 収入についての質問に対し、乾期は半数以上から向上したという回答を得た。これに

対し、雤期の収入が向上したとの回答は尐ない。 

・ 乾期の収入向上に寄与している野菜栽培に関する PP では、栽培技術向上による収穫

量増、マルチングによる散水作業の低減も収入増につながっているが、農業用資機材

を適時に入手可能としたことが、収入増の一番の要因だと推察される。 

・ 牛耕による耕起作業は、まだ牛耕に慣れる段階で、稼働率が低いにもかかわらず、雤

期の収入が向上したと回答している住民もいるが、これは、整備が計画されているも

のを含めて共同集出荷場により、販売に対する仲買業者の搾取や出荷に対する不安が

取り除かれつつあることが要因として挙げられる。 

・ 野菜以外では、まだ活動に着手した段階であり、利益が出るのは本年度以降であるが、

上述のように雤期・乾期を通じて収入が向上しているとの回答があることから、PP

の活動を通じて、PP 以外の活動も活発になっていることが伺える。 

・ 以上より、モデルでは収入向上を図るプログラムは、農業生産性向上プログラムを主

要プログラムとし、乾期の野菜栽培プロジェクトと、雤期の耕地面積拡大のための牛

耕プロジェクトを柱とする。これに稲作や養豚などのプロジェクトに対する地域資源

や人的資源を賦存する村では、稲作振興や畜産プロジェクトを追加し、収入向上を図

る。 

・ 支出の項目を見ると、ラジオや時計を新規に購入したとの回答が見られる。また回答

には見られないものの、現地調査を通じて自転車の量が飛躍的に増加している事が確

認された。 

・ ニーズが高い屋根材をトタンに改修した住民はまだ見られないものの、長期的には、

屋根の改修なども行われると期待でき、トタン屋根の割合を、収入向上の指標の一つ

とできる。 

指標２：全ての住民が飲料水へのアクセスが容易となる。 

自然環境に関する保全意識が向上し、無秩序な火入れが無くなる。 

プログラム：D.自然環境改善、E.生活環境改善 

収集データ：井戸の利用者数、病気の減尐状況、井戸維持管理状況、植林の実施状況、

改良カマドの普及状況、薪の使用量の変化、識字教育/手工芸等のプロジェクトの継

続状況 
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評価結果： 

・ 井戸を整備した 4 村は、住民による安全な水へのアクセスが可能となった。また、整

備した村では、特に子供の下痢が激減した。 

・ 井戸の利用時間の制限、維持管理のために住民から水費を徴収、井戸施設を常に清潔

に保つなど、井戸管理グループが中心となって維持管理体制も構築されている。 

・ 1 村あたり平均 60 本の苗木の植林が行なわれ、最大 260 本の苗木が種子から育てられ

ている。また、植林グループによる森林保全に対する啓発活動も実施されている。し

かし、植林した近くで火入れによる野焼きが行われるなど、無秩序な火入れは減尐し

ていない。無秩序な火入れに対しては、継続的な啓発活動が必要である。 

・ 改良カマドは、現地で入手できる資材で簡単に制作できるものの、現時点では、ほと

んど普及していない。したがって、薪の使用量も変わっていない。これは、女性の収

入源の一つであるシクワン（キャッサバ粉を餅状にした食物）を煮る時には大釜を使

用するため、簡易なカマドでは対応できないことが、原因の一つとして挙げられる。

また、薪の収集作業も、今のところ切実な問題ではないこともカマドが活用されない

原因である。 

・ 特に女性のグループ活動を活発にする手段として、識字教育／手工芸を PP で取り上

げた。特に識字教育は、生徒のみならずボランティアで行う先生も必要性は認識して

いるものの、継続しているのは 4 村中 2 村に過ぎない。他方、手工芸は 2 村ともに継

続していない。 

・ モデルで示す当該分野のプロジェクトとしては、井戸整備を優先させて安全な水への

アクセスを可能とし、それ以外のプロジェクトについては収入向上や公共施設が整備

された後に実施し、かつ継続した啓発活動が必要である。 

指標３：教員が定着し、継続的に教育が実施される。 

看護士が定着し、継続的に医療サービスを受けられる。 

予防に関する知識を 60％の住民が理解する。 

プログラム：F.公共施設改善 

収集データ：授業の継続状況、施設の維持管理状況、看護士の労働状況、施設の維持管

理状況、保健アニメーターの活動状況 

評価結果： 

・ 改修した学校および保健センターは、雤期を通じて雤漏りによってサービスが受けら

れない状態が改善された。 

・ 保健センターを改修整備した Kinanga 村では、看護士のための住居を住民が建設し、

看護士が村に住んで活動するようになった。 

・ 施設の運営維持管理費用を捻出するために、保健施設グループが主体となって共同圃

場を整備し、費用確保の活動が開始された。また、同様に運営維持管理費を必要に応

じて確保するために、村長が住民に対して寄付金に対する説明を行なった。このよう

に、維持の維持管理を通じて、公共施設に係わるグループが、運営維持管理の必要性

を認識し、費用確保のための活動が開始された。 
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・ 保健アニメーターの活動に対して、住民の理解度は把握できていないものの、主要疾

患であるマラリア、水因性の下痢に対する啓発活動は、保健アニメーターによると、

よく理解されているとのことである。特に、井戸整備が行なわれた村では、保健アニ

メーターが主導し、井戸周辺の美化活動が行なわれている。 

3) コミュニティ道路改修プロジェクト（必須分野）の評価 

 コミュニティ道路改修プロジェクトが、①生計向上、②生活環境改善、③公共施設改善プログ

ラムに寄与する影響についてモニタリング・評価した。結果は以下の通りである。 

① 生計向上プログラム 

モニタリング項目：農産物の搬出量の増加、農産物の売値の変化、農業用資材、農業等技術・

情報の入手しやすさ 

収集データ：村から農産物を運ぶ運搬車両数の変化、農産物の売値の変化、運搬作物の種類、

村当りの平均出荷量の変化、新規技術/情報の入手方法 

評価結果： 

・ 農産物の売値は、モニタリングしたトマト、キャッサバ、玉ねぎについて、平均して

1.5-2.0 倍の増加がみられた。理由としては、現地貨（コンゴフラン）の下落も要因の

一つであるが、村落まで来る仲買人の数が増え価格競争が起こったことも挙げられる。 

・ 運搬した作物の種類に変化はなかった。 

・ 農産物の出荷量は、データを取ったオクラ、玉ねぎにおいて、各村落平均して約 2 倍

の出荷量となった。これは、Kilueka ルート沿いでは、道路改修前は運搬手段が限定

されていたことから、村落毎に出荷量を限定していたが、道路改修後は多くの仲買人

が訪れるようになったため、各村の出荷量を増やしたためである。また、タクシー、

自転車等を利用し、住民自身で運搬するようになっている。 

・ 農業関係の技術/情報に関しては、近隣で活動中の NGO（Agrisud、CRAFOD）からも

たらされていた。道路改修後は、アクセスの改善から頻繁に住民にコンタクトを取る

ようになっている。 

② 生活環境改善 

モニタリング項目：生活必需品の量の変化、病院等へのアクセスの改善、 

収集データ：生活用品等の搬入量、購買量の増加傾向、村人のセクター外の病院の利用回数の

変化、救急車の往来回数の変化 

評価結果： 

・ 道路改修前は、生活用品等の運搬が難しく、物資が不足気味であったが、タクシー、

トラック等で運搬できるようになり、村落内で流通する量が増えた。また、3 村落で

は、個人商店が運営され始め、生活用品等を売るようになり、購入が簡単になってい

る。 

・ 必要に応じて、Kimpese 市までタクシー、バス等で簡単に買い出しに行けるようにな

った。 

・ 救急車は、道路改修前は村落に来ることはなかったが、改修後は 2 回呼んだ。また、



コンゴ民主共和国バ・コンゴ州カタラクト県コミュニティ再生支援調査 

モニタリング・レポート 

 2 - 41  

タクシーでも病人を運ぶことができるようになった。 

③ 公共施設改善 

モニタリング項目：学校へのアクセスの改善、学校用資材の増加 

収集データ：通学している学生数、学校用資材の変化 

評価結果： 

・ Mbanza-Nbanba 村の学校では、従来の生徒に加え、遠くの村落（Kishiama 村）からも

生徒が来るようになり、学校選択の幅が広がっている。生徒数は、授業料の支払いに

も関連しており、目立った変化はない。 

・ 雤期に5日程度、雤で道路状態が悪くなり、生徒が来ることができず休校になったが、

道路改修後は 1 日に減った。また、道路改修により、学校用の資材・教材を Kimpese

市にて調達できるようになった。 

 

2.4.4 Kimpeseモデルの評価 

Kilueka ルート、Nkondo ルートにおける PP の経験から、Kimpese モデルの実施によって期待で

きる利点としては、①コミュニティ活動参加の促進、②コミュニティの融和・協調、③経済活動

活性化、④開発パートナーの支援の促進を挙げている。これらを評価項目とし、両ルートの開発

計画がモデルとして他地区に普及するにあたり、推奨される根拠を挙げた。 

(1) コミュニティ活動の促進 

1) コミュニティの機能の強化 

・ 連帯的共働組織が構築され、村内の活動が活発化し、活動が継続している。 

・ 学校、保健センター等の公共施設の利便が良くなっている。 

2) 共同作業の促進 

・ 共同作業の目的が明確化し、住民の積極的参加が促進されるため、全体として共同作

業の効率が向上した。 

・ 村落間の関係が改善されることで、共同作業が実施されるようになった。 

⇒共同作業の機会が増加し、コミュニティの機能が強化された。 

(2) コミュニティの融和・協調 

1) 村落間のコンフリクトの減尐 

・ 複数村との共同作業を経るにつれ、近隣村落とのコンフリクトが減った。土地問題に

関するコンフリクトについては、プロジェクト前の約 1 割にまで減尐している。 

・ コミュニティ開発委員会等を通じた話し合いにより、土地問題等のコンフリクトが減

っている。 

・ 出身地に関係なく、能力に応じて役職が与えられ、村落を超えた協力体制が構築でき

た。 

・ 若者が農作業を実施する事により、地域住民の中での若者の融和が促進した。 
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2) ジェラシーの軽減 

・ 難民に対する過去の援助の経験から、互いにジェラシーのあるような村落間もあった

が、共同作業を経る事により、ジェラシーが減った。 

・ 生計が向上することにより、周辺村の人々の豊かさに対する住民の妬みが減尐した。 

⇒地域のコンフリクトが約 1 割減尐し、コミュニティの融和と強調が進んだ。 

(3) 経済活動活性化 

1) 物流・交通の活性化 

・ 農産物の流通が活性化し、販売が容易になった。 

・ 村落内で生活用品等の物資量が増加した。 

・ 村落内で冷凍品等の購入が可能になった。 

・ 交通量が劇的に増え、地区外とのアクセスも良くなり、地域内が活性化した。 

①改修前：Mbanza-Ndamba 村で、1-2 台/日（すべての車種） 

②改修後： 

車種 

Kimuana  

(Kimpese より 3km) 

Banza-Mbamba 

（Kimpese より 17km） 

合計 

台/週 

日平均 

台/日 

合計 

台/週 

日平均 

台/日 

1.バス 25 3.6  23 3.3  

2.タクシー 250 35.7  276 39.4  

3.ピックアップ（農産物運搬） 54 7.7  54 7.7  

4.トラック（農産物運搬） 36 5.1  38 5.4  

5.自家用車 67 9.6  1 0.1  

6.バイク 311 44.4  80 11.4  

7.その他 4 0.6  ― ― 

（調査日：2010 年 7 月 9 日から 15 日) 

・ 地域に住む人々の 1 世帯当たりの年間平均収入が約 36 $ 増加した。 

[算出根拠] 

（3.8 – 2.5） x （35 - 13）x  (100/80)  ＝ 35.75 $ 

・タマネギ単価が 2.5$/袋 から 3.8$/袋 に増加と想定。 

（農産物単価が約 1.5～2 倍増加しているため。） 

・1 世帯当たりの年間タマネギ出荷量が 13 袋から 35 袋に増加と想定。 

  （Ndembo 村の 28 世帯で、以前の 400 袋から 1,050 袋に増加しているため。） 

・本地域で生活する人々の主要な収入源はタマネギであり、平均収入の 8 割はタ

マネギに依ると想定。 

2) 外部からの小作人の増加 

・ 外部からの小作人が増加し、土地の賃借料の収入が増加した。 

3) 新規のビジネス 

・ 地区内への外部資本等の流入が活発化し、プロジェクト外でも自発的に新たなビジネ

スが展開し始めた。 

  ⇒1 世帯当たり尐なくとも約 36$と想定され、Kilueka ルート約 760 世帯で算出すると、
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約 27,360$の地域経済効果が生み出されている。 

4) 通行料の導入 

・ Kilueka ルートにおいては、通行料が導入され、2010 年 10 月の 1 カ月間で 440,000FC

（約 500 ドル）の収入を得ている。これらは道路の維持管理に利用される。 

(4) 他の開発パートナーによる支援の促進 

1) NGO による支援 

・ 道路の機能が保持され、農業分野のコミュニティ開発プログラムの効果の発現が見込

めることから、近隣 NGO の支援が活発化した。 

2) 国際援助機関による支援 

・ 地域内へのアクセスが良くなり、保健分野のコミュニティ開発プログラムの効果の発

現が見込めることから、国際援助機関との協調が実現した。 

  ⇒コミュニティ開発プログラムの一部が実施されることにより、NGO や国際機関等によ

る実施も促進し、総合的な開発が図られた。 

2.4.5 Kimpeseモデル普及の課題 

Kimpese モデルを展開するに当たり、地区選定のクライテリアを元に、モデルの効果が発現す

るような地区を選定する。ただし、プロジェクトの効果に当たっては、プロジェクトの実施中も

留意しなくてはならない点がある。モニタリングの結果から、プロジェクトの遂行に当たっての

留意点を以下にまとめた。 

① 生計向上分野 

・ プロジェクトのメンバーとメンバー外での裨益度に差がでて、コンフリクトを生まな

いようにする。 

・ 適正な技術水準、投入量のプロジェクトを導入する。 

② 生活環境改善分野 

・ 自主的に活動が広がらないため、継続的な啓発活動を実施する。 

③ 公共施設改善分野 

・ 保健センターや保健ポスト等の保健施設については保健省、小学校や中学校などの教

育施設については教育省と協議をしつつ、実施する。 

④ 必須分野（住民組織支援・強化） 

・ 道路等の維持管理費の手当てを考慮する。 

・ 道路改修に当たって、土地問題が顕在化しないようにする。 
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